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第２章 平成 17－23－27 年接続産業連関表の作成作業 
 

 

第１節 作成機関 
 

１ 共同事業体制 

 

我が国の統一的な産業連関表は、昭和30年（1955年）

を対象年次とする表以来、関係府省庁の共同事業によ

り作成している。 

また、昭和40年表からは、各年次表の公表後、過去の

表との時系列比較のため接続産業連関表を作成している。 

平成17－23－27年接続産業連関表の作成についても、

平成27年表と同様、総務省、内閣府、金融庁、財務省、

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省及び環境省の10府省庁の共同事業により行った。 

 

 

２ 事業組織及び作業分担 

 

産業連関表を作成するための事業組織は、図２－１

のとおり、産業連関部局長会議を 終決定機関として、

その下に産業連関主管課長会議等の組織を設置した。 

また、共同事業に参画した各府省庁の主な作業分担

は、表２－１のとおりである。 

 

図２－１ 産業連関表作成のための事業組織 

 

（注）１ 産業連関技術会議 

産業連関表作成に関する技術的な助言を行うため、

学識経験者で構成するもの。 

２ 産業連関幹事会 

共同事業参加府省庁の担当者で構成するもの。 

 

 

３ 事業予算 

 

産業連関表の作成に伴う各年度の必要経費（職員の

人件費を除く。）は、総務省で一括計上し、これを作業

内容に応じて各府省庁に配分した。 

 

表２－１ 各府省庁の主な作業分担 

府 省 庁 主な作業分担 

総 務 省 ○立案、連絡、調整及び公表の総括 

○電子計算機による製表及び分析計算 

○郵便・信書便、情報通信（他府省庁が担当

する部門を除く。） 

○ 終需要部門のうち輸出入 

内 閣 府 ○下水道、公務、その他の非営利団体サービ

ス、対個人サービス（他省庁が担当する部

門を除く。） 

○ 終需要部門（輸出入を除く。） 

○粗付加価値部門（雇用者所得を除く。） 

金 融 庁 ○金融・保険 

財 務 省 ○塩、酒類、たばこ、法務・財務・会計サー

ビス 

文部科学省 ○教育・研究 

厚生労働省 ○医薬品、上水道・簡易水道、医療・福祉、

労働者派遣サービス、建物サービス、生活

衛生関係サービス 

○粗付加価値部門のうち雇用者所得 

農林水産省 ○農林漁業、飲食料品製造業（酒類及びたば

こ部門を除く。）、木材、飲食サービス 

経済産業省 ○鉱工業（他府省庁が担当する部門を除

く。）、再生資源回収・加工処理、電力・ガ

ス・熱供給、工業用水、商業、情報サービ

ス、新聞、出版、対事業所サービス（他府

省庁が担当する部門を除く。） 

○事務用品 

国土交通省 ○建設、不動産、土木建築サービス 

○運輸、船舶・同修理、鉄道車両・同修理 

環 境 省 ○廃棄物処理 

 

第２節 作成作業の概要 

 

原則５年ごとに作成する各年次の産業連関表（注）は、

その基本的なフレ－ムに大きな相違点はないが、作成の

都度、部門の設定、各部門の概念・定義・範囲等の面で

いくつかの変更が行われており、そのままでは相互の比

較が困難である。 

（注） 産業連関表は、関係府省庁の共同事業により初めて作

成した昭和30年（1955年）産業連関表以降、西暦の末尾

が０又は５の年を対象に作成してきた。しかし、平成23

年（2011年）表は、重要な基礎資料となる経済センサス

活動調査が平成23年（2011年）を対象年次として実施さ

れたことを受け、平成23年（2011年）を対象とする表と

して作成した。 

このため、産業連関表の時系列比較により、その間の

経済構造の変化等を分析しようとする場合には、まず、

過去の年次の表と 新年次の表の部門の概念・定義・範

産業連関部局長会議

産業連関主管課長会議 産業連関技術会議
（注１）

産業連関幹事会
（注２）
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囲等を統一した上で、改めて過去の年次の表（あるいは

新年次の表）の計数を推計し直す必要がある。 

このような観点から、 新時点の部門分類に合わせて

過去の産業連関表を組み替え、異時点間の比較ができる

ようにしたのが接続産業連関表である。 

今回の接続産業連関表は、平成17年表及び23年表を27年

表と接続することにより、平成17－23－27年接続産業連関

表として作成したものである。作成手順としては、図２－

２のとおり、まず時価評価接続産業連関表を作成し、この

表を基に固定価格評価接続産業連関表を作成した。 

 

図２－２ 平成17－23－27年接続産業連関表の作成手順

（概要） 

接続産業連関表部門分類の概念・定義・範囲の設定 

↓ 

17－27年及び23－27年の組替え、輸出入部門の組替え 

↓ 

27年－接続表の組替え、計数の改定 

↓ 

名目値の計数調整 

↓ 

時価評価接続産業連関表 

↓ 

インフレータの作成 

↓ 

インフレータの修正、実質値の計数調整 

↓ 

固定価格評価接続産業連関表 

↓ 

平成17－23－27年接続産業連関表の出力・公表 

 

１ 時価評価接続産業連関表の作成 

 

(1) 接続産業連関表部門分類の概念・定義・範囲の設定 

平成17－23－27年接続産業連関表は、原則として

平成27年表の部門分類に合わせて、17年及び23年表

の計数を組み替え、３時点間の時系列比較ができる

ようにしたものである。その作成に当たっては、ま

ず、どのような部門分類を採用するか、その部門の

概念・定義・範囲をどのように決めるかが問題とな

る。平成27年表においても、産業構造の変化や日本

標準産業分類の改定に対応した部門の新設・分割・

統合が行われ、推計範囲や推計資料の変更も行われ

たことから、平成17年、23年、27年の異時点間をつ

なぐ接続産業連関表部門分類の設定について検討を

行い、次の方針の下に作業を進めることとした。 

① 可能な限り平成27年表の部門分類に合わせて接

続産業連関表部門分類を設定する。 

② 平成27年表において部門を新設、あるいは分割

したもののうち、過去の表において部門の新設、

分割が困難な場合は、過去の部門に合わせて接続

産業連関表部門分類を設定する。 

③ 接続産業連関表部門分類と平成17年、23年、27

年表部門分類との対応は、原則として国内生産額

表の細品目（10桁品目）ベースでとることとする。 

④ 平成27年表において部門の推計範囲、推計資料

を変更したものは、原則として平成27年表に合わ

せることとする。 

以上の部門設定作業の結果、平成27年表の基本分

類は内生部門で行509×列391 であったのに対し、今

回の接続産業連関表では行496×列380となっている。 

(2) 部門分類対応表作成及び組替集計 

ア 部門分類対応表の作成 

接続産業連関表部門分類を設定した後、この分

類に基づき各年次表を組替集計するための部門分

類対応表（コードコンバータ）を作成する。今回

の接続産業連関表では、平成17年表－27年表、23

年表－27年表、27年表－接続表のコードコンバー

タを作成した。 

部門分類の対応表については、第５章〔参考

７〕を参照されたい。 

イ 各年次表の組替集計 

上記アで作成された平成17年表－27年表、23年表

－27年表のコードコンバータを使用して、まず平成

17年及び23年の産業連関表のデータを27年表の部門

分類に組替集計した上で、各年次表を27年表－接続

表コンバータにより接続産業連関表部門分類に組替

集計し、これを一つのファイルにまとめることによ

って時価評価（名目値）の平成17－23－27年接続産

業連関表ファイル（初期データ）を作成する。 

ウ 各年次表における輸出入部門の組替集計 

各年次表における輸出入部門（普通貿易）及び

関税の推計に当たっては、当該年次の産業連関表

部門分類と貿易統計の品目分類の対応表（コード

コンバータ）を作成し、貿易統計を組替集計する

ことにより各部門の計数を推計している。 
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したがって、接続産業連関表の作成に当たって

も、当然のことながら接続産業連関表部門分類に

基づいた各年次の貿易統計の組替集計が必要とな

る。このため、今回の接続産業連関表作成作業に

おいては、接続産業連関表部門分類と平成17年及

び23年貿易統計のコード(ＨＳコード)とのコード

コンバータを作成して組替集計を行い、それぞれ

の部門の輸出入部門（普通貿易）及び関税の計数

としている。 

なお、接続産業連関表の価格評価は生産者価格

となっているが、貿易統計の輸出品は、ＦＯＢ価

格（注）で表章しており、購入者価格評価となって

いる。 

そこで、平成17年表及び23年表の輸出（普通貿

易）の部門ごとの生産者価格と購入者価格の比率

を用いて商業マージン及び国内貨物運賃を控除し、

生産者価格に変換している。 

（注） 詳細については、第３章第１節「９ 輸出及び

輸入の価格評価」を参照 

(3) 計数の改定 

接続産業連関表部門分類による各年次表の組替集

計により各部門の初期データを算出した後、接続産

業連関表の部門別概念・定義・範囲及び推計方法の

変更等により、次のような各部門、各年次の計数改

定が行われる。 

なお、計数改定の詳細は、第３章〔参考２〕「接続

産業連関表作成のための改定点」を参照されたい。 

 

ア 概念・定義・範囲の変更による計数改定 

部門分類としては見かけ上接続しても、概念・

定義・範囲が変更されている部門について、 その

変更内容に応じて、計数の改定を行っている。 

イ 推計方法の変更による計数改定 

部門別概念・定義・範囲について変更がなくと

も、推計に当たって使用する基礎資料が変更され

ている部門について、可能な範囲で計数を改定す

る。 

ウ その他 

その他の計数改定として、各部門の推計結果の

見直し等により、国内生産額や各取引額の修正を

行っている。 

 

(4) 計数の調整 

ア 投入・産出バランスの調整 

    接続産業連関表の計数調整は、投入表と産出表

の計数調整として行われる。上記の計数改定は、

ほとんどが国内生産額を改定するため、その内訳

である投入額、産出額の計数も当然のことながら

改定する必要がある。計数は、元の生産額と改定

後の生産額の差額分を当該部門の投入構造又は産

出構造に応じて配分する方法等により修正する

（なお、一部に差額分を投入側、産出側の分類不

明で調整する方法も採られている）。この配分処理

を行うと、当該部門に係る投入額は、産出側の計

数との間に不一致が生じ、産出額についても、同

様に投入側の計数と不一致となる。これらの投

コード 部門名 コード 部門名 コード 部門名 コード 部門名
① 新年時の表と過去の表が

「１対１対応」するもの
XXXX-XX ○○○ XXXX-XX ○○○ XXXX-XX ○○○ XXXX-XX ○○○ 新年次表の部門でその

まま接続

② XXXX-XX ●●● XXXX-XX ○○○ XXXX-XX ○○○ XXXX-XX ○○○
XXXX-XX △△△ XXXX-XX △△△ XXXX-XX △△△

又は
XXXX-XX ●●●

③ XXXX-XX △△△ XXXX-XX △△△ XXXX-XX ○○○ XXXX-XX ○○○
XXXX-XX ▲▲▲ XXXX-XX ▲▲▲

④ XXXX-XX △△△ XXXX-XX △△△ XXXX-XX ○○○ XXXX-XX ○○○
XXXX-XX ▲▲▲ XXXX-XX ▲▲▲ XXXX-XX □□□ XXXX-XX □□□

又は
XXXX-XX △△△
XXXX-XX ▲▲▲
又は
XXXX-XX ●●●

⑤ 部門の「新設」が行われて
いるもの

XXXX-XX ○○○ XXXX-XX ○○○ 過去の表に部門を設け推
計(ただし，計数は0もあ
り得る。）

⑥ XXXX-XX ○○○ XXXX-XX ○○○
又は
XXXX-XX ○○○

過去の表を統合

新年次表で｢組替」が行
われているもの

接続表 接続表部門分類設定
の考え方

新年次表以前に｢分割」
があるもの

過去の表を分割又は分割
以降 新年次までの表を
統合

前々回表 前回表 今回( 新年次）表

部門を設けず，過去の計
数は関係部門に統合，又
は，部門を設置して 新
年次表を推計(計数は0も
あり得る。）

新年次で部門が「廃止」
されているもの

新年次の表と過去の表の
対応関係

新年次表に合わせ過去
の表を組替，又は，過去
の表に合わせて 新年次
表を組替，又は，過去も

新年次も統合

(部門なし） (部門なし）

(部門廃止） (部門設置せず）

新年次の表で｢統合」さ
れているもの

表２－２ 接続産業連関表部門分類設定の考え方 
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入・産出の不一致額については、下記イの時系列

チェックと並行しながら計数調整が行われ、一つ

の計数に収束される。  

イ 取引額の時系列チェック 

接続産業連関表の計数調整に当たっては、時系

列チェックが重要となる。すなわち、各年次の投

入表及び産出表に基づき、粗付加価値率や中間需

要率の時系列についてマクロチェックを行うとと

もに、各取引についての投入額（投入係数）、産出

額（需要比率）についても詳細なチェックが行わ

れ、必要な計数調整を行う。 

時系列に不連続が生ずる原因としては、①国内生

産額の変更によるもの、②推計基礎資料の変更によ

るもの、③部門分類変更に伴う機械的分割によるも

の、④輸出入額の再組替によるもの、⑤各年次の推

計結果の過大・過少によるものなどがある。 

これらについては、投入側と産出側から各取引額

について個別修正を行うが、過去に遡っての推計基

礎資料のない部門も多く、こうしたものについては、

主として分類不明において計数調整を行う。 

ウ 計数の 終調整 

以上のように、各部門の計数改定が行われ、各

部門（列・行）の 終的な不一致を「分類不明」

で調整した場合、分類不明の取引額が変化し分類

不明の行合計額（行生産額）と列合計額（列生産

額）は不一致となり、この結果、国内生産額の行

合計と列合計も不一致となる。 

産業連関表は、行の合計と列の合計は等しく、

かつ、 終需要部門（輸入を控除）の合計と粗付

加価値部門の合計を一致させ「二面等価」を成立

させる必要がある。 

このため、分類不明の列と行の差の 終調整は、

産業連関表では分類不明の列と営業余剰の行の交

点で行っている。 

 

２ 固定価格評価接続産業連関表の作成 

 

前１で作成された時価評価接続産業連関表は、それ

ぞれの年次の価格で評価された時価評価の産業連関表

であるが、これを 新の年次（今回の場合は平成27年）

の価格を基準として過去の年次（今回の場合は平成17

年及び23年）の取引額を評価替え（実質化）したもの

が固定価格評価接続産業連関表である。 

実質化は、時価評価の取引額に、 新年次の価格を

１として過去の年次の価格とどれだけ変化があるかを

示す係数（これを「インフレータ」という。）を乗ずる

ことによって行う。 

(1) インフレータの作成 

インフレータは、接続表の基本分類各部門につい

て、行別に作成する。なお、各行部門のインフレー

タは、国産品、輸入品及び輸出品に分けて作成する。 

インフレータの作成方法の詳細は、第３章第２節

「固定価格評価の方法」を参照されたい。 

(2) 実質化 

各行部門の国産品、輸入品及び輸出品のインフレ

ータが作成されてから、国内生産額及び輸入額並び

に投入・産出額の実質化が行われる。ここでは、平

成27年を基準として、下の表（17年表又は23年表）

を実質化する場合について説明する。 

 

ア 行部門別の実質化 

(ｱ) 国内生産額 

各部門の国内生産額は、それぞれの年次の国

産品について行別に作成されたインフレータを

用いて、実質化する。 

）（ｉ＝ＸＩＸ ｉｉｉ 321 ,,ˆ   

（ iX̂ は、第ｉ行部門の実質化後の国内生産額であり、

iI は、第ｉ行部門の国産品のインフレータである。） 

(ｲ) 輸入額 

各行部門の輸入額は、国内生産額の場合と同

様、それぞれの年次の輸入品について行別に作

成されたインフレータを用いて実質化する。 

ＭＩＭ ｉｉｉ  'ˆ  

（ iM̂ は、第ｉ行部門の実質化後の輸入額であり、

iI ' は、第ｉ行部門輸入品のインフレータである。） 

(ｳ) 輸出額 

各行部門の輸出額は、国内生産額の場合と同

様、それぞれの年次の輸出品について行別に作

成されたインフレータを用いて実質化する。 

ｉｉｉ ＥＩ'Ｅ̂   

（ ｉＥ̂ は、第ｉ行部門の実質化後の輸出額であり、

i'I は、第ｉ行部門輸出品のインフレータである。） 

(時価評価表）
(控除)   国内

国内 輸出 輸入 生産額

ｘ11 ｘ12 ｘ13 Ｙ1 Ｅ1 △Ｍ1 Ｘ1

ｘ21 ｘ22 ｘ23 Ｙ2 Ｅ2 △Ｍ2 Ｘ2

ｘ31 ｘ32 ｘ33 Ｙ3 Ｅ3 △Ｍ3 Ｘ3

ｖ11 ｖ12 ｖ13

ｖ21 ｖ22 ｖ23

Ｖ1 Ｖ2 Ｖ3

国内
生産
額

Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3

終需要
中間需要

中
間
投
入

粗
付
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(ｴ) 国内需要額（中間需要、国内 終需要） 

国内生産額、輸入額及び輸出額が行部門別に実

質化された後、行方向からみた取引額、すなわち

中間需要額及び国内 終需要額の実質化を行う。 

中間需要及び輸出を除く 終需要については、

次式のインフレータ ｉＩ" によって実質化を行っ

ている。 

ｉｉｉ

ｉｉｉ
ｉ

ＭＥＸ

ＭＥＸ
Ｉ





-

- ˆˆˆ
"

 

中間需要額： ),,j(xIx̂ ij
''
iij ‥321  

国内 終需要額： i
''
ii YIY 


 

イ 粗付加価値部門の評価替え 

粗付加価値部門については、構成項目（賃金・

俸給、営業余剰、資本減耗引当など）別の実質化

は行わず、各列部門について実質化後の国内生産

額と中間投入額計との差をもって粗付加価値額計

の再評価額とする、いわゆるダブルインフレーシ

ョンの方式によっている。 

なお、粗付加価値部門の評価替えは、列部門別

には計算されるが、構成項目別には計算されない

ため、名目値と実質値の差額を「ダブルインフレ

ーション調整項」として一括して計上している。 

j
i

ijj V̂x̂X̂ 
 

 
k

jkj
i

ij DIvx̂

 

 

（注）１ ^印は、実質化後の値を示す。 

２ DIj は、「ダブルインフレーション調整項」であり、

固定価格評価と時価評価のそれぞれの粗付加価値額計

の差額を表す。 

(3) 計数の調整 

行別インフレータを名目額に乗じて求められた実

質額について、所要の修正を行う。原則的には、行

別のインフレータの修正によることとなるが、必要

により実質額の直接修正（個別セルの修正）を行う

部門もある。 

終的には、行の国内生産額の実質額と実質化され

た各取引額の積み上げとの差額（四捨五入による影響）

の調整、行の国内生産額による列の国内生産額の置換

え及び二面等価調整等を行って実質表が完成される。 

なお、インフレータは、 終調整が確定した計数か

ら逆算して 終的な計数を求める。 

 

３ 接続産業連関表付帯表の作成 

 

平成17－23－27年接続産業連関表の付帯表としては、

雇用表及び雇用マトリックスの接続表を作成している。 

(1) 雇用表（生産活動部門別従業者内訳表） 

ア 雇用表の概念 

雇用表は、産業連関表の対象となった１年間の

生産活動のために各部門が投入した労働の量を、

雇用者数（常用雇用者数、臨時雇用者数）、有給役

員数、個人業主数及び家族従業者数に分けて、年

平均人数で表示したものである。したがって、雇

用表の部門分類も取引基本表と同様に、アクティ

ビティに基づく分類となっている。 

なお、有給役員及び雇用者の所得は、取引基本表

の「雇用者所得」に対応し、個人業主及び家族従業

者の所得については、利益処分の一環と考えられる

ことから「営業余剰」に含めている。 

この雇用表からは、投入係数、生産誘発係数等に

対応する労働投入係数、労働誘発係数等が計算でき

る。労働投入係数は、単位生産額当たり直接に必要

な労働量を示すものであり、一般的には労働生産性

の逆数に相当するものである。労働誘発係数は、

終需要が１単位増加したとき、直接・間接に誘発さ

れる財・サービスの生産のために各部門別の労働量

がどれだけ必要になるかを示すものである。 

これらの係数を用いることにより、 終需要の

変化がもたらす雇用需要への波及過程と雇用需要

の総量を把握することができるため、労働力流動

や就業構造の分析、経済変動の雇用面への影響に

関する分析、更には雇用需要の将来予測等が可能

となる。 

イ 接続雇用表の作成方法 

(ｱ) 部門分類 

接続雇用表の表側部分は取引基本表の列部門

であり、基本分類、統合小分類及び統合中分類

(固定価格評価表）

(控除)   国内

国内 輸出 輸入 生産額

ｘ11 ｘ12 ｘ13 Ｙ1 Ｅ1 △Ｍ1 Ｘ1

ｘ21 ｘ22 ｘ23 Ｙ2 Ｅ2 △Ｍ2 Ｘ2

ｘ31 ｘ32 ｘ33 Ｙ3 Ｅ3 △Ｍ3 Ｘ3

ｖ11 ｖ12 ｖ13

ｖ21 ｖ22 ｖ23

DI1 DI2 DI3

Ｖ1 Ｖ2 Ｖ3

国内
生産
額

Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3

中間需要
終需要

中
間
投
入

粗
付
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価
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の３種類について、雇用者所得への投入が存在

する内生部門を抽出して表示している（それぞ

れ378部門、178部門、103部門）。なお、雇用者

所得への投入が存在しない内生部門は、基本分

類、統合小分類及び統合中分類のいずれについ

ても、「住宅賃貸料（帰属家賃）」及び「事務用

品」の２部門のみである。 

 (ｲ) 作成方法 

① 接続産業連関表の取引基本表（名目表）を

作成するために用いた、平成17年表、23年表

及び27年表と接続表との部門分類（基本分類）

対応表（１で述べたコードコンバータ）に基

づき、平成17年、23年及び27年の雇用表を接

続表の部門分類に変換した。 

② 平成17年、23年及び27年の各表と概念・定

義・国内生産額等を変更した部門については、

その変更を考慮して、計数を再推計した。 

③ 関係府省庁と調整を行い、計数を確定した。 

(2) 雇用マトリックス（生産活動部門別職業別雇用

者数表） 

ア 雇用マトリックスの概念 

雇用マトリックスは、前記の雇用表から得た

生産活動部門別の有給役員及び雇用者について、

これを更に職業別に示したものである。雇用マ

トリックスからは、雇用者数を職業別に、かつ、

生産活動と関連づけて読み取ることができる。

さらに、職業誘発係数を計算することにより、

経済構造の変動等に伴い、どのような職業の雇

用者が、どれだけ必要となるかなどの分析を行

うことができる。 

イ 接続雇用マトリックスの作成方法 

(ｱ) 部門分類 

① 列部門 

取引基本表における統合中分類のうち、

雇用者所得への投入が存在する内生部門

（103部門）を抽出して表章した。 

② 職業分類 

職業分類は、平成27年国勢調査における

職業分類の小分類項目を一部統合した183職

種を用いている。これは、平成21年12月に

改定された日本標準職業分類に準拠したも

のである。 

 (ｲ) 作成方法 

① 接続産業連関表の取引基本表（名目表）

を作成するために用いた、平成17年表、23

年表及び27年表と接続表との部門分類（基

本分類）対応表（１で述べたコードコンバ

ータ）を参考に、平成17年、23年及び27年

の雇用マトリックスを接続表の部門分類に

組み替えた。 

② 平成17年、23年及び27年の各表と概念・

定義・国内生産額等を変更した部門及び各

表と設定が異なる職業分類については、そ

の変更を考慮して、計数を再推計した。 

③ 雇用表との整合性を踏まえながら、関係

府省庁と調整を行い、計数を確定した。 

 

 

図２－３ 取引基本表と雇用表及び雇用マトリックスと

の関係 

① 取引基本表 

 Ａ  Ｂ  Ｃ  … 終需要 
国 内 
生産額 

Ａ 

   

Ｂ 

   

Ｃ 

   

… 

   

粗
付
加
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雇 用 者 所 得   

営 業 余 剰   
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② 雇用表 
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者 

Ａ… … … … … … … …   

Ｂ75 10 5 60 10 50 35 15   

Ｃ… … … … … … … …   

…… … … … … … … …   

計 … … … … … … … …   

(注) 個人業主の所得は、営業余剰の一部を占めるにす

ぎないため、また、家族従業者は原則として無給で

あるため、それぞれの人数は粗付加価値とは無関係

に推計する。 
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③雇用マトリックス 

 職          業 

 研

究

者 

技

術

者 

保
健
医
療
従
事
者 

・・・・・・・・・・・ 計 

Ａ… … …  … 

Ｂ5 12 8 ・・・・・・・・・・・ 60 

Ｃ… … … ・・・・・・・・・・・ … 

…… … … ・・・・・・・・・・・ … 

計 … … … ・・・・・・・・・・・ … 

 

(注)  「職業」は「分類不能の職業」を含めて183職種

に分類している。 

「部門」は、統合中分類のうち、雇用者所得への

投入が存在する103部門である。 

 

第３節 接続産業連関表の意義 

 

前節に記載したとおり、我が国では、昭和 30 年を対

象年次とした第１回の政府の統一的な産業連関表が作

成されて以来、原則として５年ごとに産業連関表が作

成されている。その基本的な枠組みは昭和 35 年表の段

階でほぼ確立され、その後、大きな変更はなされてい

ないが、作表の都度、部門の設定、各部門の概念・定

義・範囲等の面で、いくつかの変更を行っている。 

例えば部門分類については、作表対象年次の産業構造

を的確に反映させるため、新商品の出現や既存商品の衰

退、あるいは日本標準産業分類の変更や基礎統計の改廃

等に対応して、部門の新設・分割・統合・廃止が行われ

ている。また、部門の概念・定義・範囲については、国

民経済計算における概念・定義の変更や公務部門の民間

への移行等などがあった場合、部門の名称は変更されて

いなくとも、その概念・定義・範囲が変更される場合が

ある。さらに、部門の概念・定義・範囲が変更されてい

なくても、その後の統計調査の整備等により、部門の推

計基礎資料や推計方法が変更されている場合もある。 

このように、各年次の産業連関表は、作成の都度、

部門分類及び概念・定義・範囲等について、必要な変

更が加えられており、そのままでは過去の表との時系

列比較を正確に行うことはできない。 

また、通常、産業連関分析では、作表対象年次と分

析対象年次の間において投入係数に変化がないという

仮定が置かれているが、実際には、時間の経過ととも

に投入係数は変化している（注１）。 

そこで、我が国では、各年次の産業連関表の作成作業

が終了した後、 新年次を含めた３年次分について、産

業連関表の部門分類や概念・定義・範囲、推計方法等を

合わせ（注２）、必要に応じて計数の再推計を行い、価格評

価の方法により「時価評価接続産業連関表」及び「固定

価格評価接続産業連関表」の２種類の表を作成し、経済

構造の変化の実態を明らかにしている。 

また、これらの表を用いることによって中長期的な経

済成長や産業構造等の予測分析を行うことができる。 

（注）１ この変化には、次の４つの要因が考えられる。 

① 生産技術水準の変化 

投入係数は、端的に言えば、ある特定の年次に

おいて採用されていた生産技術を反映したもので

あり、生産技術が変化すれば、当然に投入係数も

変化することが考えられる。 

通常、短期間に大幅な生産技術の変化は考えら

れないが、技術革新のテンポの速い国においては、

変化の著しい特定の部門において投入係数が変化

することになる。 

② 生産規模の変化 

各産業部門は、それぞれ生産規模の異なる企

業・事業所から構成されており、同じ商品を生産

していたとしても、各産業部門の事業所の生産規

模別構成は年々変化する。このことは、生産技術

水準の変化、生産規模の変化による経済性の変化

などをもたらし、当然のことながら投入係数を変

化させる。 

③ 相対価格の変化 

産業連関表は、国内で取引される全ての財・サ

ービスを 509 行×391 列(平成 27 年表の場合)の部

門にまとめたものである。各部門には類似した複

数の商品が含まれ、それぞれの商品の価格は作表

対象年次の価格で評価されているため、それぞれ

の財・サービスの相対価格が変化すると、個々の

商品の生産技術が同じであったとしても、部門全

体としての投入係数は変化する。 

④ プロダクト・ミックス 

各部門に含まれている複数の商品について、投

入構造や単価が完全に同じということはあり得な

い。それぞれの投入構造や単価に変化がなくても

部門内の商品構成が変化すれば、その部門全体の

投入係数は変化する。 

２ 可能な限り、 新年次の産業連関表に合わせるよう

にしている。 
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〔参考１〕 

産業連関表の沿革と我が国における作成状況 

 

(1) 産業連関表の沿革 

産業連関表は、米国のノーベル賞受賞経済学者Ｗ．

レオンチェフ博士（1906～1999）が開発したものであ

る。1931年から独力で米国経済を対象とする産業連関

表の作成に着手し、1936年にその構想を「Review of 

Economics and Statistics」の誌上に発表したのが

初であるとされている。この産業連関表については、

一般的に、Ｌ．ワルラス（1834～1910）の「一般均衡

理論」を現実の国民経済に適用するとともに、Ｆ．ケ

ネー（1694～1774）の「経済表」を米国経済について

作成しようとする試みであったと評されている。 

レオンチェフの産業連関表による経済分析（産業連

関分析）の手法は、米国政府労働統計局によって認め

られ、1941年以降は同局の援助によって発展されるこ

ととなった。その後、1944年の米国戦時生産局計画部

において行われた第二次世界大戦後の経済予測に際し

て、産業連関分析は、他の分析方法によるものと比較

して、非常に高い精度を示したことから、その有用性

と重要性が広く認められるようになった。このことを

契機として、米国の各官庁において、産業連関分析の

理論の研究が行われることとなったほか、世界各国に

おいても作成されるようになった。 

(2) 我が国における産業連関表の作成状況 

我が国における全国ベースの産業連関表は、当時

の経済審議庁（後の経済企画庁、現内閣府。以下同

じ。）、通商産業省（現経済産業省。以下同じ。）等が、

昭和26年を対象年次とする試算表をそれぞれ単独で

作成したことに始まり、その後、昭和30年を対象年

次とするもの以降は、関係府省庁の共同事業として

作成している。（表２－３参照） 

(3) 我が国における接続産業連関表の作成状況 

我が国政府の統一的な産業連関表として初めて昭

和30年表が作成されて以降、35年表、40年表と産業

連関表は５年ごとに作成され、経済の予測や計画、

経済構造の分析等、種々の分野で重要な働きをして

きた。しかし、各年次の産業連関表は、部門分類、

各部門の概念・定義・範囲や推計方法等について若

干の相違があり、時系列比較を行うためには、各年

次の産業連関表だけでは不十分なところがあること

から、これらの相違点を解消した接続産業連関表の

作成が要請されていた。 

そこで、昭和45年３月に初めて昭和35－40年接続

産業連関表が作成、公表され、その後は新年次の産

業連関表が作成されるたびに、 新年次を基準として

過去２年次の表を接続した接続産業連関表が作成され

てきている。（表２－４参照） 

ア 昭和35－40年接続産業連関表 

昭和35年表において国民経済計算体系と整合性

のとれた体系が確立し、また、部門分類と概念・

定義の在り方についても長期の時系列比較や国際

比較性の面から改善が加えられ、原則として日本

標準産業分類及び国際標準産業分類に準拠した部

門分類が採用されることとなった。40年表はその

主要なフレームを踏襲する形で作成されたため、

若干の調整により両年次表の接続が可能となった。 

そこで、昭和35年表、40年表の作成に当たった

７省庁の共同作業によって、昭和44年８月から45

年３月まで作成作業が行われ、45年３月に昭和35

－40年接続産業連関表が公表された。 

昭和35年表と40年表との相違は、推計資料の整備、

統計基準の明確化、理論的な取扱いの改善等に伴っ

て、部門の概念・定義や推計方法に変更を加えたこ

とによるものであったため、35年表を40年表に合わ

せるという方針で接続作業が行われた。概念・定義、

推計方法を修正してもなお問題があるかどうか、す

なわち、①昭和40年表で投入されている品目が35年

表で投入されているかどうか、②投入されている場

合、その投入額は昭和40年表に比較して過大、又は

過小でないか、③他部門とのバランスに問題がない

かなどの点についても、詳細に両表を比較検討し、

双方の取扱いの差異を修正した。 

イ 昭和35－40－45年接続産業連関表 

国際標準産業分類に対応し時系列的に比較するこ

とも考慮して作成された昭和45年表の公表後、昭和

45年に至る過去10年間の日本経済の構造変化を明ら

かにするため、過去２年次の表を45年表に接続して、

昭和35－40－45年接続産業連関表が作成された。 

接続表の作成作業は昭和49年４月から50年３月

にかけて前回と同じ７省庁によって行われ、50年

３月に公表された。 

これ以後、新年次の産業連関表が作成されるた

びに、 新年次を基準として過去２年次の表を接

続した接続産業連関表が作成されるようになった。 

ウ 昭和40－45－50年接続産業連関表 

作業期間は昭和54年４月から55年３月までで、

50年表の作成に参加した11省庁の共同事業として
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作成され、55年３月に公表された。 

なお、昭和40年表及び45年表を、68ＳＮＡに基

づいて作成された50年表に合わせる形で作成され

ている。 

エ 昭和45－50－55年接続産業連関表 

作業期間は昭和59年４月から60年３月までで、

前回と同じ11省庁の共同作業によって作成され、

60年３月に公表された。 

オ 昭和50－55－60年接続産業連関表 

昭和60年表は昭和59年１月の日本標準産業分類

の改定を受けて製造業部門を中心に大幅な改定が

行われた。そのため、接続表を作成するに当たっ

ては、接続表部門と各年次表部門のコードコンバ

ータを作成して接続作業を行った。 

作業期間は平成元年４月から２年４月までで、

前回と同じ11省庁の共同作業として作成され、２

年４月に公表された。 

カ 昭和55－60－平成２年接続産業連関表 

平成２年表は、サービス部門の分割、部門の新設

等を行うとともに、物品賃貸業については従来の原

則「使用者主義」による推計を全て「所有者主義」

による推計に改め、また、自家活動部門の見直しが

行われた。そのため、接続表を作成するに当たって

は、前回と同様、接続表部門と各年次表部門のコー

ドコンバータを作成して接続作業を行った。 

作業期間は平成６年４月から７年３月までで、

前回と同じ11省庁の共同事業として作成され、７

年２月に公表された。 

キ 昭和60－平成２－７年接続産業連関表 

作業期間は、平成11年４月から12年３月までで、

前回と同じ11省庁の共同事業として作成され、12

年５月に公表された。 

なお、昭和60年表及び平成２年表を、93ＳＮＡ

の勧告の趣旨を踏まえて作成された７年表に合わ

せる形で作成されている。 

ク 平成２－７－12年接続産業連関表 

平成12年表は、93ＳＮＡへの勧告の趣旨を極力

踏まえた対応を行うとともに、近年の我が国の経

済社会構造を反映すべく新たな部門分類の設定が

行われた。しかし、接続表を作成するに当たって

は、資料の未整備などから再推計することが困難

な部門や制度そのものが過去に存在しなかったこ

とから、接続をあえて行わない部門が生じた。 

作業期間は、平成16年４月から17年３月までで、

平成13年１月に行われた中央省庁再編により、こ

れまでの11省庁体制から総務省をはじめとする10

府省庁の共同事業として実施され、17年３月に公

表された。 

コ 平成７－12－17年接続産業連関表 

作業期間は、平成21年４月から22年３月までで、

前回と同じ10府省庁の共同作業として作成され、

22年３月に公表された。 

サ 平成12－17－23年接続産業連関表 

平成23年表では、基本的なフレームは従来の方

針を踏襲しつつ、日本標準産業分類の改定（平成

19年11月）に対応した部門分類の設定を行うとと

もに、93ＳＮＡの趣旨を踏まえ、以下の対応が行

われた。 

① 「金融」の「帰属利子」方式を改め、「ＦＩＳ

ＩＭ（間接的に計測される金融仲介サービス）」

方式を導入 

② 資本減耗引当を簿価評価から時価評価に変更 

そのため、接続表を作成するにあたっては、平

成12年表、17年表をこれらの変更に対応させるほ

か、①固定価格評価表の作成に輸出品インフレー

タを導入、②平成７年表以前の遡及推計が困難な

ことから前々回及び前回接続表では中間投入扱い

としていたソフトウェア・プロダクツを総固定資

本形成に計上するなどした。 

作業期間は、平成27年７月から28年５月までで、

前回と同じ10府省庁の共同作業として作成され、

28年５月に公表された。 

シ 平成17－23－27年接続産業連関表 

平成27年表では、基本的なフレームは平成23年

表のフレームを踏襲しつつ、日本標準産業分類の

改定（平成25年10月）に対応するなどの部門分類

の見直しを行った。 

また、2008ＳＮＡを踏まえ、以下の対応が行わ

れた。 

① 研究開発の固定資本としての計上 

② 所有権移転費用の扱いの精緻化 

③ 防衛装備品支出の国内総固定資本形成及び

原材料在庫純増への計上 

④ 建設補修の一部（建築物リフォーム・リニ

ューアル工事）の国内総固定資本形成への計

上 

さらに、生産活動主体分類の区分について、

2008ＳＮＡに合わせて従来の政府サービス生産者
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を「非市場生産者（一般政府）」、対家計民間非営

利サービス生産者を「非市場生産者（対家計民間

非営利団体）」、産業を「市場生産者」に名称変更

した。そのほか、平成23年表まで設けていた「調

整項」部門について、部門自体は削除し、調整項

相当額を各部門の取引額から控除せず、輸出部門

に計上する変更を行った。 

そのため、接続表を作成するに当たっては、平

成12年表、17年表をこれらの変更に対応させた。 

作業期間は、令和元年７月から２年６月までで、

前回と同じ10府省庁の共同作業として作成され、

２年８月に公表された。 

 

  

 

表２－３ 我が国における産業連関表の作成状況 

対象年次 
基本分類 

部 門 数 
公表年月 作成担当機関 主な改正点 

昭和 26 年 

９×９ 
(経済企画庁) 
182×182 

(通商産業省) 

昭和 30 年７月 
経済企画庁、通商産業省、（農林
省） 

― 

昭和 30 年 310×278 
昭和 36 年６月 
(一次表:昭和 35

年６月) 

行政管理庁、経済企画庁、農林省、
通商産業省、建設省、総理府統計局
（集計、製表） 

― 

昭和 35 年 453×339 昭和 39 年５月 
行政管理庁、経済企画庁、農林省、
通商産業省、運輸省※、労働省※、
建設省 

・生産者実際価格評価方法の採用 
・国際標準産業分類に準拠した分

類の採用 
・機械による集計・製表を通商産

業省が担当 

昭和 40 年 467×339 昭和 44 年７月 〃 
・接続産業連関表（昭和 35～40

年）を初めて作成 

昭和 45 年 541×405 
昭和 49 年１月 
(速報:昭和 48 年

７月) 

行政管理庁、経済企画庁、農林省、
通商産業省、運輸省、労働省、建設
省 

・国際標準産業分類の改定への対
応 

・68SNA への対応 
・固定資本マトリックスの作成 
・自家輸送マトリックスの作成 
・雇用マトリックスの作成 

昭和 50 年 554×405 
昭和 54 年１月 
(速報:昭和 53 年

６月) 

行政管理庁、経済企画庁、大蔵省
※、文部省※、厚生省※、農林省、
通商産業省、運輸省、郵政省※、労
働省、建設省 

68SNAに従い内生部門を①産業、
②政府サービス生産者、③対家
計民間非営利サービス生産者に
分割 

昭和 55 年 541×406 
昭和 58 年 12 月 
(速報:昭和 58 年

６月) 

行政管理庁、経済企画庁、大蔵省、
文部省、厚生省、農林水産省、通商
産業省、運輸省、郵政省、労働省、
建設省 

・自家輸送マトリックスの公表 
・機械による集計・製表を行政

管理庁が担当 

昭和 60 年 529×408 
平成元年２月 

(速報:昭和 63 年
10 月) 

総務庁、経済企画庁、大蔵省、文部
省、厚生省、農林水産省、通商産業
省、運輸省、郵政省、労働省、建設
省 

日本標準産業分類の改定（昭和59
年１月）に対応した部門分類の設
定 

平成２年 527×411 
平成６年３月 
(速報:平成５年

10 月) 
〃 サービス業の推計方法の改善 

平成７年 519×403 
平成 11 年３月 
(速報:平成 10 年

９月) 
〃 

・93SNA への対応 
・日本標準産業分類の改定（平成

５年 10 月）に対応した部門分
類の設定 
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平成 12 年 517×405 
平成 16 年３月 
(速報:平成 15 年

８月) 

総務省、内閣府、金融庁※、財務省、
文部科学省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土交通省、環境省
※ 

・省庁再編に伴う作業担当部門の
変更 

・機械的バランス調整法の導入 

平成 17 年 520×407 
平成 21 年３月 
(速報:平成 20 年

８月) 
〃 

日本標準産業分類の改定（平成14
年３月）に対応した部門分類の設
定 

平成 23 年 518×397 
平成 27 年６月 
(速報：平成 26

年 12 月) 
〃 

日本標準産業分類の改定（平成19
年 11 月）に対応した部門分類の
設定 

平成 27 年 509×391 令和元年６月 〃 
日本標準産業分類の改定（平成25
年 10 月）に対応した部門分類の
設定 

（注） 作成担当機関欄の※印は、その年の表から新たに加わった機関である。 

 

 

表２－４ 我が国における接続産業連関表の作成状況 

 

対象年次 
基本分類部門

数（行×列） 
公表年月 作成担当機関 付帯表 

昭和35-40年 450×350 昭和45年３月 
行政管理庁、経済企画庁、農林省、通
商産業省、運輸省、労働省、建設省 ― 

昭和35-40-45年 448×339 昭和50年３月 同 上 
雇用表 
労働時間出勤日数表 

 
昭和40-45-50年 

 
535×392 

 
昭和55年３月 

行政管理庁、経済企画庁、大蔵省、文
部省、厚生省、農林水産省、通商産業
省、運輸省、郵政省、労働省、建設省 

雇用表 
労働時間出勤日数表
雇用マトリックス 

昭和45-50-55年 525×393 昭和60年３月 
同 上 

(行政管理庁は昭和59年７月に改組され、総

務庁となる。) 

雇用表 
雇用マトリックス 

 
昭和50-55-60年 

 
437×349 

 
平成２年４月 

総務庁、経済企画庁、大蔵省、文部
省、厚生省、農林水産省、通商産業
省、運輸省、郵政省、労働省、建設省 

同 上 

昭和55-60-平成2年 445×357 平成７年２月 同 上 同 上 

昭和60-平成2-7年 511×398 平成12年５月 同 上 同 上 

平成2-7-12年 511×399 平成17年３月 
総務省、内閣府、金融庁、財務省、文
部科学省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環境省 

同 上 

平成7-12-17年 514×401 平成22年３月 同 上 同 上 

平成12-17-23年 510×389 平成28年５月 同 上 同 上 

平成17-23-27年 496×380 令和２年８月 同 上 同 上 
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第３章 平成 17－23－27年接続産業連関表の理論 
 
 

第１節 取引基本表の基礎的理論 
 

ここでは産業連関表のうち取引基本表を取り上げて、

今回の「平成17－23－27年接続産業連関表」（以下「今

回接続表」という。）における取扱い等を説明する。 

なお、今回接続表の取引基本表における一般的な理論

等については、平成27年（2015年）産業連関表（以下

「平成27年表」という。）と同様である部分が多いため、

詳細については「平成27年(2015年）産業連関表－総合

解説編－」も参照されたい。 

 

１ 対象期間 

 

取引基本表に記録する生産活動や取引の対象期間は、

各年次の１月から 12月までの１年間（暦年）である。 

 

２ 地理的範囲 

 

取引基本表を作成する上での地域的範囲の捉え方と

しては、「国内概念」及び「国民概念」の二つがあるが、

我が国の取引基本表では、従前から、原則として国内

概念（注）を採用している。 

（注） 国内概念とは、端的には、ある国の領土内で行われた

経済活動を範囲とする考え方である。 

例えば我が国の領土内で行われた外国企業の活動は含

まれるが、我が国の企業が外国の領土内で行った活動は

除かれる。ただし、我が国の在外公館が行う活動は含ま

れるが、我が国に所在する外国政府の公館や外国の軍隊

の活動は含まれない。 

 

３ 記録の時点 

 

(1) 発生主義と現金主義 

取引基本表が対象とする生産活動や取引の記録時

点の考え方としては、「発生主義（accrual basis）」

及び「現金主義（cash basis）」の二つがある。 

発生主義とは、生産活動や取引が実際に行われた

時点で記録することをいう。 

これに対して、現金主義とは、現金の受取や支払

が実際に行われた時点で記録することをいう。 

生産活動や取引が行われた時点から実際に現金の

受渡しが行われるまでには、通常タイムラグが生じ

る。このため、現金主義で記録した場合、取引基本

表の二面等価（粗付加価値部門の合計と最終需要部

門（輸入を控除）の合計が一致すること。）は成立し

ない。しかし、発生主義で記録すると、二面等価は

常に維持される。 

(2) 我が国の取引基本表での扱い 

我が国の取引基本表では、二面等価を維持するた

めに、従前から、原則として発生主義を採用してい

る。具体的な記録の時点は、以下のとおりである。 

ア 財・サービスの生産活動や取引 

財は、産業連関表の作成対象年次中に生産され

たものが対象になり、サービスは、同年次中に提

供されたものが対象になる。 

イ 中間生産物（例えば原材料）の取引 

中間生産物が需要部門（列部門）において現実

に消費された時点（中間生産物を投入して生産が

行われた時点）をもって取引の時点とし、その時

点が産業連関表の作成対象年次中のものを中間投

入額として計上する。（注） 

（注） 列部門が、中間生産物を購入してから実際の生産

に使用するまでは、「在庫」として扱われる。 

ウ 最終需要部門への産出 

(ｱ) 消費支出に関する部門（統合大分類における

「家計外消費支出（列）」、「民間消費支出」及び

「一般政府消費支出」に該当する部門）への産

出については、原則として、売買行為が成立し

た時点をもって記録の対象としている。取引の

対象となった財の引渡しに係る遅延の有無は問

わない。 

(ｲ) 「国内総固定資本形成」への産出については、

資本財の引渡しが行われた時点をもって記録し

ている。 

(ｳ) 「在庫純増」への産出については、生産者又

は流通業者が、取引の対象となった生産物の所

有権を有することとなった時点をもって記録し

ている。 

(ｴ) 「輸出（普通貿易）」及び「輸入（普通貿易）」

については、関税当局の通関許可が行われた時

点を基準としている。 

エ 生産期間が１年を超える財（長期生産物） 

(ｱ) 最終的な使用者が所有権を得たとみなされる

時点まで「在庫純増」の国内生産額に計上して

いる。長期生産物の完成品の国内生産額は、
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「（完成品の金額）－（前年までの半製品・仕掛

品在庫純増の金額）」としている。 

(ｲ) 自己勘定（自家用として使用される財の生産）

による資本の生産については、最終的な使用者

が所有権を得ているため、仕掛品であっても、

対象年次１年間の進捗量を「国内総固定資本形

成」として計上している。ただし、建設物の場

合は、所有権の移転が無くても工事進捗量を

「国内総固定資本形成」に計上している。 

(ｳ) 動植物の育成成長についても自己勘定の考え

方は同様であり、資本用役を提供するもの（乳

用牛、競走馬、果樹、茶等）については、「国内

総固定資本形成」に計上している。また、それ

以外の育成成長分は、「半製品・仕掛品在庫純増」

に計上している。 

オ 生産期間が１年を超えるサービス 

サービスの提供の終了時点をもって国内生産額

として計上されるため、在庫は存在しない。 

 

４ 評価の単位 

 

取引基本表は、各年次の１年間に行われた生産活動

や取引の実態を記録したものであるが、これらの大き

さを評価するに当たっては、数量による評価と金額に

よる評価の二通りの方法が考えられる。 

財については、それぞれに固有の数量単位がある。

したがって、これによって生産活動や取引の大きさを

測ることにすれば、価格に係るその時々の変化や地域

差による影響が排除され、純粋に生産技術を媒介とし

た物量的な産業連関分析が可能となる。一方で、サー

ビスの多くは、固有の数量単位を持たない。また、財

であっても、複数の細品目分類から構成される部門で

は、同一の行部門に含まれる各品目が、同一の単位を

持つとは限らず、列部門については、投入される原材

料等の種類が多様であることから、同一の数量単位で

計測することは不可能である。 

このため、我が国の取引基本表では、「金額」を共通

の尺度として、生産活動や取引の大きさを評価している。 

 

５ 部門分類 

 

(1) 部門分類の概念 

世の中では、様々な経済活動が行われているが、

取引基本表の形で表章するためには、経済活動を一

定数の項目に分類する必要がある。これらの項目の

ことを「部門」という。 

(2) 部門分類の原則 

部門分類は、原則として財・サービスを生産する

「生産活動単位」によって分類される。したがって、

同一事業所内で二つ以上の活動が行われている場合

には、原則としてそれぞれの生産活動ごとに分類す

る。いわゆるアクティビティ・ベースの分類であり、

商品分類に近い概念である。 

各年次の産業連関表の部門分類は、それぞれの対

象年次の各産業部門の生産額、生産技術、投入・産

出先等の実態や基礎統計資料の整備状況等を考慮し

て設定しているが、接続産業連関表では、時系列比

較を可能にするため、過去の年次の表と最新年次の

表の部門を概念・定義・範囲等を統一した上で、改

めて過去の年次の表（あるいは最新年次の表）の計

数を推計している。 

なお、その際の部門分類及び概念・定義・範囲等

は、可能な限り最新の産業連関表に合わせて設定し

ている。 

(3) 生産活動主体分類 

ア 生産活動主体分類の意味 

取引基本表の記録対象となる商品の多くは、「生産

に要した費用を回収する価格で、市場で販売する

ことを目的として生産される財・サービス」であ

り、これら商品の生産・供給主体は専ら「市場生

産者」である。しかし、取引基本表では、このほ

かに、一般政府や対家計民間非営利団体からも供

給される下記①及び②についても「商品」の一つ

として、記録の対象に含んでいる。 

① コストに見合わない価格又は無償で提供され

る財・サービス 

② 市場において販売されない財・サービス 

我が国の取引基本表では、これら様々な商品を

基本分類として分類しているが、基本分類では、

行部門については商品、列部門については生産構

造の相違、つまり、生産活動単位（アクティビテ

ィ・ベース）によって分類することを原則として

おり、そのままでは、商品の生産・供給主体（つ

まり、一般政府、対家計民間非営利団体及び市場

生産者）の相違についてまで考慮するものとはな

っていない。 

そこで、昭和50年表からは、国際連合で示され

たＳＮＡ（当時は68ＳＮＡ）への対応の一環とし

て、基本分類については、商品の生産・供給主体

に着目した「生産活動主体」（注）による分類機能も

- 49 - 



 

 

表３－１ 基本分類部門数の推移

 

昭和30年表 35年表 40年表 45年表 50年表 55年表 60年表

（行） 310 453 467 541 554 541 529

（列） 278 339 339 405 405 406 408

（行） - - 450 448 535 525 437

（列） - - 350 339 392 393 349

平成２年表 ７年表 12年表 17年表 23年表 27年表

（行） 527 519 517 520 518 509

（列） 411 403 405 407 397 391

（行） 445 511 511 514 510 496

（列） 357 398 399 401 389 380

基本表

接続表

基本表

接続表

生産活動主体分類 非市場生産者（対家計民間非営利団体）★

公 的 活 動

市場生産者

民 間 活 動

公 務

非市場生産者（一般政府）★★ 準公務

社会保障基金

付与し、今日に至っている。 

具体的には、基本分類の名称末尾に「★★」な

いし「★」印を付すことで、生産活動主体の分類

指標とし、これにより、基本分類が、本来の商品

又は生産活動単位による分類だけでなく、生産活

動主体による分類機能をも有するものとしている。 

（注） 「生産活動主体分類」は、ＳＮＡ上は、「経済活動

別分類」と呼ばれるものに相当するが、取引基本表

では、「商品を生産・提供する主体は誰なのか」とい

う点を明確にする趣旨で、従前から「生産活動主体

分類」という用語を使用している。 

イ 生産活動主体分類の体系 

生産活動主体分類の体系は、図３－１のとおり

であり、次の３つに大別される。 

① 非市場生産者（一般政府） 

⇒ 基本分類の名称末尾に「★★」を付す。 

② 非市場生産者（対家計民間非営利団体） 

⇒ 基本分類の名称末尾に「★」を付す。 

③ 市場生産者 

⇒ 無印 

 

図３－１ 生産活動主体分類の体系 

 

(4) 部門分類の構成 

我が国の取引基本表を公表する際の部門分類は、

「基本分類」を最も詳細な分類とし、これを統合し 

た「統合分類」として、 

・統合小分類 

・統合中分類 

・統合大分類 

を設けている。また、産業連関表の説明用のひな型

として、統合大分類を更に集約した分類（今回接続

表では13部門分類。）を設けている。 

ア 基本分類 

「基本分類」は、各生産活動主体及びそこから

供給される財・サービスの種類、用途、生産技術

等に即して、最も詳細に分類された公表用の部門

分類である。基本分類の更に詳細な分類として

「細品目」があり、部門別国内生産額の推計の基

礎となっているが、投入・産出額の推計及び計数

の調整作業は、基本分類をベースとして行ってい

る。一般的には、基本分類の部門は、生産活動単

位ごとに細かく分類すればするほど、各部門にお

ける投入係数が安定化すると考えられるため、精

度の高い結果を期待できる。 

なお、これまでの産業連関表の基本分類部門数

の推移は、表３－１のとおりである。 

イ 統合小分類 

投入係数、逆行列係数等を提供する最も詳細な

分類であり、日本標準産業分類及び国際標準産業

分類のいわゆる４桁分類に対応できるように設定

されている。平成27年表の統合小分類187部門に対

し、今回接続表は182部門となっている。 

ウ 統合中分類及び統合大分類 

統合中分類は、産業連関分析を行う際の利便性

を鑑みて設定したものである。平成27年表の統合

中分類107部門に対し、今回接続表は105部門とな

っている。 

統合大分類は、簡易な産業連関分析用に設定さ

れた分類であり、平成27年表、今回接続表ともに

37部門となっている。 
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エ 特殊分類コード 

特殊な扱いをしている部門のうち、屑・副産物

の発生・投入、商業マージン及び国内貨物運賃を、

投入表や産出表などで表章する際には、利用者の

便宜に供するため、基本分類及び統合小分類のコ

ードの末尾に、次のような特殊分類コードを付し

ている。 

・屑 投 入       ： ２ 

・屑 発 生       ： ３ 

・副産物投入       ： ４ 

・副産物発生       ： ５ 

・商業マージン ： ６ 

・国内貨物運賃 ： ７ 

(5) 最終需要部門と粗付加価値部門 

ア 取引基本表の外生部門である最終需要部門と粗

付加価値部門は、家計外消費支出の扱いを除けば、

名称に相違はあるものの、内閣府が作成する国民

経済計算の各項目に、ほぼ対応している。 

イ 家計外消費支出 

家計外消費支出は、いわば「企業消費」ともいう

べきものである。最終需要部門の「家計外消費支出

（列）」では、宿泊・日当、交際費及び福利厚生費

に係る企業消費の内訳を商品別に計上している。 

一方、粗付加価値部門の「家計外消費支出（行）」

では、宿泊・日当、交際費及び福利厚生費を列部

門別に計上している。つまり、各生産部門（列部

門）がこれらの経費をどれだけ支出したかを計上

している。 

国民経済計算では、家計外消費支出を、企業が

生産活動や取引を行う上で直接的に必要となる営

業経費であるとして、内生部門に格付け、外生部

門（最終需要部門及び粗付加価値部門）には含め

ていない。 

しかし、我が国の取引基本表では、家計外消費

支出に相当する経費が、①生産活動に直接必要と

されるものではなく、いわば営業余剰の一部から

配分されたものと考えられること、②一般的な原

材料のように、生産活動を行う上で一定の比率で

投入されるわけではないと考えられ、これを外生

化することにより、投入係数（内生部門の生産構

造）が一層安定的になると考えられることなどの

理由から、外生部門に位置付けている。 

６ 取引基本表の基本構造 

 

(1) 価格評価と表形式（生産者価格評価表と購入者価

格評価表） 

ア 価格の評価方法 

我が国の取引基本表では、個々の取引の大きさ

を、商品共通の尺度である「金額」を用いて記録

しているが、その際に、「金額」を、どの段階の価

格で捉えるのかによって、取引額の大きさや表し

方が変わる。 

実体経済の中では、たとえ同一かつ同量の商品

であったとしても、同じ価格で取引されるとは限

らない。これは、取引段階の差異に基づく場合も

あれば、地理的・時期的な要因、需給状況又は取

引形態の相違等に基づく場合もある。 

例えば生産者の出荷価格と消費者が購入する価

格は、流通段階における経費によって、異なる場

合が多いほか、同じ商品であっても、大口需要者

向けか小口需要者向けかにより価格が異なる場合

がある。 

このため、取引基本表に記録する際の価格評価

については、次のような二つの視点がある。 

①「実際価格」によるか「統一価格」によるか 

前者は、実際に取引がなされた価格で評価す

る方法であり、後者は、取引先や取引形態にか

かわらず単一の価格を別途設定して評価する方

法。 

②「生産者価格」によるか「購入者価格」によるか 

前者は、生産者の出荷価格で評価する方法で

あり、後者は、取引の最終段階における価格で

評価する方法。 

イ 今回接続表の表形式 

我が国では、上記のうち、①については実際価

格に基づく表のみを作成していることから、各年

次表の取引基本表としては、 

○ 実際価格に基づく生産者価格評価 

○ 実際価格に基づく購入者価格評価 

の２種類を作成している（前者を「生産者価格評

価表」、後者を「購入者価格評価表」と呼んでい

る。）。 

しかし、今回接続表では、作成作業上の時間的

制約と接続表の利用範囲等を勘案し、これまでの

接続表と同様、生産者価格評価表のみを作成して

いる。 
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〔参考〕生産者価格評価表と購入者価格評価表の相

違点 

生産者価格と購入者価格との相違は、取引

額に流通経費、すなわち、商業マージン及び

国内貨物運賃が含まれているか否かである。

ただし、生産者から最終消費者に直接提供さ

れ、商業マージン及び国内貨物運賃が発生し

ないサービス関係の多くの部門については、

生産者価格と購入者価格は等しくなる。 

生産者価格評価表では、取引を生産者の

「出荷価格」で記録する。そのため、購入者

が入手するまでに要した商業マージン及び国

内貨物運賃については、購入側の列部門と

〔行〕商業部門及び〔行〕運輸部門との交点

に一括して計上する。 

一方、購入者価格評価表では、商業マージ

ン及び国内貨物運賃を個々の取引額に含めて

計上する。その結果、〔行〕商業部門及び

〔行〕運輸部門には、それぞれ「コスト商業」

及び「コスト運賃」のみが計上され、商業マ

ージン及び国内貨物運賃は、商業部門及び運

輸部門の行部門には計上されない。 

(2) 消費税の扱い 

付加価値税のうち、酒税やたばこ税のような特定

の物品やサービスを課税対象とする個別間接税につ

いては、課税額（＝納税額）が商品の価格に転嫁さ

れて、中間需要、最終需要の区別無く税込の価格に

より売買されることから、そのまま投入コストとし

て表示される。 

これに対して消費税は、原則として、国内におい

て行われる全ての取引段階において課税される多段

階課税方式の間接税であり、くわえて、中間取引段

階において税が累積しないようにするため、仕入れ

に係る税が控除される。つまり、商品を販売した者

が納める税額は、販売額に係る税額から流通の前段

階で負担した税額を控除したものとして計算される

仕組みになっている。 

そのため、消費税を取引基本表上、どのように

扱うかについては、実際に動いた金額をそのまま

評価する方法と、本来コストとして認識される金

額に基づいて評価する方法という異なる考え方が

あり得る。 

我が国の取引基本表では、実際の取引額の大きさ

を読み取ることができるという長所などから、消費

税制度の導入以来、流通段階での販売・購入価格を

そのまま表示する方法（税込表）を採用しており、

取引額には、納税段階の計算では控除される額も含

めて計上している。 

(3) 輸入の扱いと表形式 

取引基本表を作成する上で、輸入をどのように扱

うかについては、大別して二つの方式がある。 

一つは、同じ種類の商品について、国産品と輸入

品との区別を行わず、一括して扱うものであり、こ

の方式による取引基本表を「競争輸入型」という。

これに対し、同じ種類の商品であっても、国産品と

輸入品とを区別して扱う方式を「非競争輸入型」と

いう。 

我が国の取引基本表では、原則として、国産品と

輸入品をまとめて計上する「競争輸入型」を採用し

ているが、小麦、大豆等の重要な輸入品については、

国内生産額の大小に関係なく、輸入品の行部門を別

掲しているため、正確には、「競争・非競争混合輸入

型」といえる。 

なお、各年次表の基本分類及び統合小分類の取引

基本表では、各取引額について、輸入額を内数とし

て別掲しており、これにより、非競争輸入型への組

替えが可能になるようにしているが、今回接続表で

は、推計作業上の困難性から、輸入額の内数につい

ては作成していない。 

 

７ 国内生産額の価格評価 

 

(1) 国内生産額の重要性 

「国内生産額」とは、一言でいえば、部門ごとの

１年間の生産及び取引の総額である。 

部門別の国内生産額は、取引基本表の推計作業を

行うに当たり、まず初めに推計する計数であり、投

入額及び産出額は、この国内生産額を確定させた上

で、その内訳として推計する。 

このため、国内生産額に誤りがあると自部門の投

入額及び産出額の推計をやり直す必要が生じるだけ

でなく、他部門の投入額及び産出額にまで影響し、

取引基本表全体の精度が左右される。このように、

国内生産額は、取引基本表の行部門及び列部門両面

のいわば「制御値」として極めて重要なものであり、

このような位置付けから、コントロール・トータル

ズ（control totals）、略して「ＣＴ」と呼ばれるこ

とが多い。 

(2) 国内生産額に関する価格評価 

主な部門種別ごとの国内生産額推計についての基
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本的な考え方は、次のとおりである。 

ア 財 

財については、原則として、細品目分類ごとに

「生産数量×単価」の形で国内生産額を推計する。

その際、製造業の製品については、いわゆる工場

出荷価格を単価とする。 

また、例えば林業、砂利採取業のように事業所

の区域が明確にならない産業の生産物については、

生産地に最も近い市場における価格で評価する。

その際の生産地から市場までの運賃は、「コスト運

賃」として、国内生産額に上乗せする。 

イ 製造小売業 

製造活動と小売活動を分離し、それぞれの金額

を該当する部門の国内生産額に計上する。 

ウ 中古品 

中古品の価額は国内生産額に計上せず、取引マ

ージンのみを「コスト商業」として商業部門の国

内生産額に計上する。 

エ 中古の建築物 

中古の建築物の価額は国内生産額に計上せず、

取引手数料のみを不動産部門の国内生産額に計上

する。 

なお、中古の建築物を補修して販売する場合に

は、更に補修費を「建設補修」の国内生産額に計

上する。 

オ サービス 

サービスについては、数量単位を持たないもの

が多いため、細品目分類ごとの国内生産額を直接

推計する。その際、基本的には、サービスの提供

を受ける者が負担する価格で評価する。 

カ 商業 

商業部門の国内生産額は、そのほとんどが「販

売額 － 売上原価」により求められる商業マージ

ン額であるが、このほか、「コスト商業」に相当す

る額も含まれる。 

キ 金融、保険、社会資本に係る資本減耗引当及び

住宅賃貸料については、帰属計算を行っている。 

ク 非市場生産者（一般政府）及び非市場生産者

（対家計民間非営利団体等）の活動 

商品は、市場において生産コストに見合う価格

で取引が行われるのが通常の姿であるが、実際の

経済活動の中では、非市場生産者（一般政府）や

非市場生産者（対家計民間非営利団体）が提供す

るサービスのように、無償又は著しくコストに見

合わない価格で提供されるものも存在する。 

取引基本表では、このような非市場生産者（一

般政府）や非市場生産者（対家計民間非営利団体）

の活動も記録の対象としており、その国内生産額

は、原則として、必要な経費の総額によるものと

している。 

ケ 自家生産・自家消費品 

生産工程内の中間製品であり、その全てが当該

部門内で自己消費されるいわゆる自家生産・自家

消費品は、原則として、国内生産額として計上し

ない（経済センサス‐活動調査のような出荷ベー

スの統計を用いて推計する場合には、国内生産額

を把握する方法がない（自家生産・自家消費品は、

出荷されないことから統計に計上されない。）ため

である。）。 

しかし、鉄鋼の生産工程における銑鉄と粗鋼のよ

うに、直ちに次の生産工程で消費されるものであっ

ても、投入・産出構造が異なる場合には、それぞれ

の商品ごとに分離し、国内生産額を計上する。計上

する際には、市中の製品価格を基準とする。 

また、家計における自家生産・自家消費品につ

いては、農林漁家の自家消費分のみを「産業」と

して扱うことから、これに該当する部分のみを計

上する。 

コ 委託生産の扱い 

取引基本表では、各部門の生産物について、

自主的な生産はもとより、他部門からの受託に

基づく生産であっても、当該生産物の部門に金

額を計上するのが原則である。しかし、国内生

産額を推計する基礎資料の一つである経済セン

サス‐活動調査では、受託生産分に係る金額に

ついては、「加工賃収入」しか把握されていない。

そのため、同調査を利用して国内生産額を推計

する部門では、受託生産に係る原材料等の金額

が把握できない。 

一方、受託生産の委託者が非製造業の場合にあ

っては、商社や百貨店などの商業部門である場合

が多いが、これら商業部門の国内生産額は、基本

的に「販売額 － 売上原価 ＝ 商業マージン額」

（商業部門の国内生産額には、このほか、コスト

商業に相当する金額も含まれる。）で計算されるた

め、委託生産のための材料購入費が発生していた

としても、商業部門には計上されない。 
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その結果、何も処理を行わないとすれば、原

材料を生産した部門では、商業部門に販売した

委託生産用原材料の産出を計上できなくなる一

方で、受託生産を行った部門では、国内生産額

が過小評価になるとともに、付加価値率が過大

評価になる。 

そこで、非製造業からの委託を受けて生産する

分については、次に掲げる式により、加工賃収入

額に付加価値率の逆数を乗ずることにより、原材

料費等を含んだ国内生産額を推計している。 

国内生産額 =加工賃収入額×
製品価額

製品額−原材料費
 

この取扱いについては、概念上、製造業全般に

言えることであるが、実際には、繊維製品に関し

て特に顕著である。 

サ 屑・副産物 

原則として、「マイナス投入方式」によって処理

する。「マイナス投入方式」を採用した屑・副産物

の発生額は、国内生産額としては計上しない。 

シ プラントエンジニアリング業 

「その他の対事業所サービス」に含まれるプラ

ントエンジニアリング業の国内生産額については、

工事原価を含まないエンジニアリングサービスに

関する金額のみを計上する。 

ス 半製品・仕掛品の在庫増減 

原則として、年初と年末の平均価格によって評

価する。 

セ 間接税 

間接税のうち、財の生産段階で課せられる税は、

直接の納税者である生産部門の国内生産額に含め

る一方、流通段階で課せられる税は、商業部門の

国内生産額に含む（ただし、軽油引取税について

は、同一工程で生産される他の石油製品との関係

を考慮し、特にこれを生産段階での課税として処

理する。）ことを原則とするが、消費税については、

個々の取引の価格評価に含める。 

ソ 土地の取引 

土地取得の費用は計上せず、仲介手数料及び造

成・改良費のみを該当部門の国内生産額に計上する。 

(3) 国内生産額の重複計算 

ア 同一基本分類内 

国内生産額の推計に当たっては、まず、細品目分

類（平成27年表においては約3,400分類）ごとに国

内生産額を推計し、統合品目への集計を経て、これ

らを基本分類ごとに積み上げて、各部門の国内生産

額を推計している。 

このため、同一基本分類内で、ある品目が他の

品目の原材料として使用されているような場合に

は、その原材料の部分の国内生産額は、重複して

計上されている。 

イ 基本分類をまたぐ場合の重複 

前記アでは、同一基本分類内での国内生産額の

重複計算について述べたが、これは、基本分類を

またぐ場合も同様である。例えば自動車に関する

国内生産額については、完成品はもとより、車体

及びエンジン等の部品についても、それぞれ異な

る基本分類で推計されている。しかし、完成品で

ある自動車の国内生産額の中には、他の基本分類

において既に計上されている部品の国内生産額も

含まれている。つまり、自動車部品の国内生産額

は、自部門及び完成品である自動車の部門の両方

において、重複して計上されている。 

ウ 部門の統合による重複 

国内生産額の重複計算は、部門を統合すること

でも発生する。しかし、部門分類を統合した場合、

国内生産額の重複は、統合された部門の行部門と

列部門との交点に自部門投入として集積されるだ

けであり、統合によって、取引基本表全体として

国内生産額が変化するわけではない。 

 

８ 内生部門及び最終需要部門の取引の計上方法 

 

(1) 内生部門 

取引基本表の内生部門に示されている各マス目の

数値は、基本的に各部門間で行われた取引額を表し

ている。ただし、この取引額とは、厳密には、取引

基本表の対象年に支払われた購入額がそのまま計上

されるわけではなく、対象年に行われた生産活動で

必要とされた「消費額」を意味している。 

(2) 資本財の取引 

ア 生産活動に使用されるいわゆる「資本財」につ

いては、次の①～⑤に掲げる場合を除き、どの部

門が購入した場合でも、内生部門の取引額として

は計上せず、全て最終需要部門の「国内総固定資

本形成」に計上する。 

〔内生部門に計上する資本財の取引〕 
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① 機械組込 

他の機械に組み込まれることで、新たな別の

機械の一部になることをいう。 

② 建設迂回 

建設活動に伴い、例えばエレベータやボイラ

などの資本財がビルの一部となることで、建設

業の活動を迂回して（すなわち、建設業者がこ

れらの資本財を原材料として中間投入して）資

本形成されることをいう。 

③ 土木迂回 

橋りょうや水門のように資本財ではあるが、

施工のために土木工事が必要で、工事費の内訳

として扱われる場合をいう。 

④ 造船迂回 

造船を行う際に、ボイラや通信機械などの資

本財が船舶に組み込まれる場合をいう。 

⑤ 自衛隊が購入した武器等 

イ 各列部門が保有する資本財に係る減価償却費

（資本財の使用に伴うその年の減耗分）について

は、粗付加価値部門の「資本減耗引当」の欄に計

上している。 

 

９ 輸出及び輸入の価格評価 

 

(1) 普通貿易の輸出品 

「普通貿易」（貿易統計に計上される財を対象と

する部門）の輸出品は、生産者価格評価表にあって

は、国内向けの財と同様に、生産した工場から出荷

する段階の生産者価格で評価し、購入者価格評価表

にあっては（注）、本船渡しのＦＯＢ（free on board）

価格（工場から空港・港湾に至るまでに要した商業

マージン及び国内貨物運賃を含んだ価格）で評価し

ている。 

推計資料として用いている「貿易統計」は、普通

貿易の輸出品がＦＯＢ価格で表示されているため、

購入者価格評価表の場合にはそのまま利用すること

ができるが、生産者価格評価表の場合には、ＦＯＢ

価格から、別途、工場から空港・港湾に至るまでに

要した商業マージン及び国内貨物運賃を差し引いた

価格によって評価している。 

なお、今回接続表における「調整項」の扱いにつ

いては、「第５章」の「8011-01 輸出（普通貿易）の

項を参照されたい。 

（注） ただし、前記６(1)のとおり、接続産業連関表では

購入者価格評価表を作成していない。 

(2) 普通貿易の輸入品 

「普通貿易」の輸入品は、国際貨物運賃及び保険

料が含まれたＣＩＦ（cost insurance and freight）

価格で評価している。 

なお、取引基本表の各マス目の取引額には、輸入品

そのものの額だけでなく、これら輸入品に係る関税及

び輸入品商品税が含まれている。そのため、取引基本

表上、行部門の国内生産額とその内訳の合計を一致さ

せるため、最終需要部門では、「輸入」、「関税」及び

「輸入品商品税」を控除項目として設けている。 

(3) 特殊貿易及び直接購入の輸出入 

「特殊貿易」及び「直接購入」の輸出入、すな

わちサービスの輸出入や、海外旅行者の消費など

普通貿易に計上されない財の取引額については、

前記(1)及び(2)とは異なり、国際収支表等から推

計している。 

 

10 取引基本表作成上の特殊な扱い 

 

取引基本表の作成に当たっては、ＳＮＡの概念に基

づき、又は、産業連関分析や表作成上の便宜から、特

殊な扱いをしているものがある。 

以下では、(1)から(7)について、説明する。 

(1) 商業部門及び運輸部門 

(2) コスト商業とコスト運賃 

(3) 屑・副産物 

(4) 帰属計算を行う部門 

(5) 仮設部門 

(6) 使用者主義と所有者主義 

(7) 非市場生産者の活動 

(1) 商業部門及び運輸部門 

取引基本表は、部門間の取引実態を記録しようと

するものであるが、現実の取引活動（特に財の取引

活動）にあっては、生産者と需要者が直接取引をす

ることは少なく、一般的には、商業部門及び運輸部

門を介して行われる。しかし、商業部門及び運輸部

門を経由する取引について、その流れに従って忠実

に記録しようとすると、取引基本表上、部門間の取

引関係が非常に分かりにくいものとなる。 

そこで、生産者価格評価表では、商業部門及び運

輸部門を経由することなく、部門間で直接取引が行

われたかのように記述し、その上で、商業マージン

及び国内貨物運賃を需要者の経費として一括計上す

る（需要者と商業部門及び運輸部門の交点にそれぞ
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れ一括計上する。）こととしている。 

(2) コスト商業とコスト運賃 

前記(1)のような通常の流通経費とは別に、生産活

動を行う上での直接的な経費として扱われる商業活

動及び運輸活動も存在する。取引基本表では、これ

らの経費について、「コスト商業」及び「コスト運賃」

と呼び、各列部門の生産活動に要したコストとして、

〔行〕商業部門及び〔行〕運輸部門との交点に計上

している。 

(3) 屑・副産物 

ある商品Ａの生産活動を行う際に、生産技術上必

然的に、目的とした商品Ａのほかに、別の商品Ｂが

一定量だけ生産される場合がある。取引基本表では、

商品Ａの生産過程において副次的に発生する商品Ｂ

のことを、商品Ｂを主産物として生産する部門が他

にある場合には「副産物」、ない場合には「屑」とい

う。屑及び副産物は、残存価値を残している「有価

財」と、ゴミとして廃棄・焼却される「無価財」（あ

るいは、処理経費がかかる「負価財」）に分けられる

が、我が国の取引基本表では、有価財かつ統計資料

等により把握可能なものについて計上の対象として

いる。 

我が国の取引基本表では、行部門を商品分類に

より作成することから、生産活動の結果として発

生する商品について、いずれかの行部門に対応さ

せる必要がある。そのため、屑及び副産物につい

ては特殊な扱いが必要となるが、原則として「マ

イナス投入方式」（注）によって処理し、部分的に

「一括方式」及び「トランスファー方式」も採用

している。 

（注） この方式は、副産物が発生した列部門にマイナス計

上する一方、当該副産物を投入した列部門に同額をプ

ラス計上し、差し引き０とする方式であり、この方式

を考案したリチャード・ストーン（1913－1991）の名

にちなんで「ストーン方式」とも呼ばれている。 

(4) 帰属計算を行う部門 

「帰属計算」とは、具体的な取引は行われてい

ないものの、実質的な効用が発生し、受益者が存

在している場合、又は、生産活動や取引の大きさ

を直接計測できない場合に、類似の商品に係る市

場価格で評価する等の方法により記録することを

いう。取引基本表における帰属計算では、その効

用を発生させている部門の国内生産額として計上

し、産出先は、その効用を受けている部門として

処理している。 

これは、現実に観察される現象に隠れている経済

活動を把握しようとするものであり、これにより、

社会状況や制度の変化・相違に関わらず、時系列比

較や国際比較が可能となる。 

具体的には、 

○金融仲介サービス 

○生命保険及び損害保険 

○持家等に係る住宅賃貸料（帰属家賃） 

について、帰属計算を行っている。 

(5) 仮設部門 

取引基本表の内生部門の各部門は、アクティビ

ティ（又は商品）に基づき設定しているが、その

中には、独立した一つの産業部門とは考えられな

いものがいくつか含まれている。これらは、取引

基本表を作成する上での便宜や利用目的を考慮し

て設けているものであり、「仮設部門」と呼ぶ。 

部門分類の一覧表及び部門別概念・定義・範囲

の説明等においては、基本分類の分類コードの末

尾に「Ｐ」という識別符号を付すことで、他の基

本分類と区別しており、今回接続表では、 

○「事務用品」 

○「古紙」 

○「鉄屑」 

○「非鉄金属屑」 

の４部門を設けている。 

なお、仮設部門は、「仮設」という性格上、独立

して付加価値を発生させる部門ではないことから、

計数は内生部門のみに計上し、粗付加価値額は計

上しない。 

(6) 使用者主義と所有者主義 

物品賃貸業が扱う生産設備に係る経費の扱いにつ

いては、「使用者主義」（注１）と「所有者主義」（注2）の

二通りの考え方がある。 

我が国の取引基本表では、「使用者主義」による推

計は、基礎統計の現状からみて非常に困難であると

判断したため、平成２年表以降は全面的に「所有者

主義」で推計している。 

（注）１ 「使用者主義」は、所有者が誰であるのか、経

費を直接負担したのが誰であるのかにかかわらず、

その生産設備等を使用した部門に経費等を計上す

るという考え方である。この場合、賃貸業者から

賃借を受けた生産設備については、賃借料に相当

する維持補修費、減価償却費及び純賃借料（粗賃
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借料から維持補修費及び減価償却費を控除したも

の）を、使用者が該当する列部門の経費又は営業

余剰（純賃借料部分）として計上する。そのため、

賃貸部門は部門として成り立たないが、生産と生

産のために使用される資本が一体として処理でき

るとともに、投入係数の安定性も増すという利点

がある。 

２ 「所有者主義」は、その生産設備を所有する部

門に経費等を計上するという考え方であり、物品

賃貸を行う部門を設ける必要がある。この場合、

物品賃貸料収入の総額が物品賃貸を行う部門の国

内生産額となる一方、使用者（借り手）が該当す

る列部門では、物品賃貸料（支払）に相当する金

額を、物品賃貸を行う行部門からの中間投入とし

て計上する。経済実態として、産業全体に占める

物品賃貸業のウエイトが相当程度あるとともに、

物品賃貸を行う部門の国内生産額及び粗付加価値

を個別に計上する必要がある場合には、所有者主

義が採られることになる。 

(7) 非市場生産者の活動 

ア 政府及び独立行政法人等が行う活動は「生産活

動主体分類」によって、①非市場生産者（一般政

府）、②非市場生産者（対家計民間非営利団体）、

③市場生産者に大別されるが、①及び②について

は、コスト構造や活動資金の源泉といった面で、

一般の産業と大きく異なっている。そのため、特

殊な扱いを行っている。 

イ 私立学校などが該当する「学校教育（私立）」

や学術団体などが該当する「対家計民間非営利団

体」など、基本分類に★の符号が付されている部

門も、生産活動主体分類上、対家計民間非営利団

体として扱われる部門であり、これらの部門につ

いても、次のとおり、特殊な扱いを行っている。 

① 国内生産額は、経費総額をもって計測し、営

業余剰は計上しない。 

② 産出先は、当該部門のサービス活動に対し

て支払われた料金相当額を、その負担部門

（つまり、料金を支払った産業又は家計の列

部門）に計上し、残りの額を当該行部門と

「対家計民間非営利団体消費支出」との交点

に計上する。 

③ 「自然科学研究機関（非営利）★」、「人文・

社会科学研究機関（非営利）★」の産出先につ

いては、当該部門のサービス活動に対して支払

われた料金相当額をその負担部門に、研究・開

発への支出額を「国内総固定資本形成（民間）」

に計上し、残りの額を当該行部門と「対家計民

間非営利団体消費支出」との交点に計上する。 

 

第２節 固定価格評価の方法 

 
１ 固定価格評価の意義 

 

接続産業連関表は、価格評価の方法により２種類の

表を作成している。一つは、取引額をそれぞれの年次

の価格で評価した「時価評価接続産業連関表」であり、

もう一つは最新年次（今回の場合平成は27年）の価格

を基準として過去の年次（今回の場合は平成17年及び

23年）の取引額を再評価して算出した「固定価格評価

接続産業連関表」である。 

時価評価の接続産業連関表は、部門分類、概念・定

義・範囲等が統一されているため、そのままでも時系

列比較を行うことは可能であるが、各部門間の取引額

はそれぞれの作表年次における価格で評価されたもの

であるため、取引額の増加又は減少が、価格の変化に

よるものなのか、投入数量の変化によるものなのか分

らない。 

したがって、投入係数を生産技術のパラメータと定

義して、生産技術構造の時系列的な比較を行うために

は、一定の年次を基準とする固定価格評価による接続

産業連関表が必要となる。 

 

２ インフレータの作成方法 

 

(1) インフレータの意味 

我が国の産業連関表は、各取引を実際の価格で評

価する、いわゆる「実際価格」によって個々の取引

が記録されている。そこで、接続産業連関表におけ

る固定価格評価の計算（以下「実質化」という。）は、

一定の基準年次に対する比較年次における価格変化率を

示す係数（インフレータ）を求め、これを乗じることに

よって行うこととしている。 

ここで、価格をＰ、数量をＱ、基準年次を0、各比較

年次をｔとすれば、インフレータによる実質化は以下の

ように表される。 





 
ＱＰ
ＱＰＱＰＱＰ

ｔｔ

ｔ0

ｔｔｔ0

 

このとき、ΣＰｔＱｔが時価評価額であり、これに

インフレータ（ΣＰ0Ｑｔ／ΣＰｔＱｔ）を乗じること

によって、固定価格評価額ΣＰ0Ｑｔが求められる。 

上記の式からもわかるとおり、インフレータの計
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算式は、最新年次を基準としたパーシェ型（比較時

の数量をウエイトとした加重平均）物価指数の逆数

である。なお、通常の物価指数やＧＤＰデフレータ

が、過去の時点を基準として最新時点を比較時とする、

いわゆる「前向き」の物価指数であるのに対し、接続

表のインフレータは、最新時点を基準として過去の

時点を比較時とする「後向き」の物価指数であるた

め、これをインフレータと呼んで通常のデフレータ

と区別している。 

(2) インフレータの作成 

ア 行部門別のインフレータ 

我が国の産業連関表は、行部門は主に商品及び

用途という側面から、列部門は主に生産技術及び

生産設備の面から分類している。すなわち、投入

構造が類似しているが単価や機能が異なる複数の

商品がある場合は、列部門は統合され、行部門は

分割されている。したがって、列部門はいわゆる

アクティビティ・ベースに基づく分類であり、行

部門は商品分類に近い分類であるといえる。この

ことから、価格の変化率をとらえているインフレ

ータについても、いわゆる「商品」に対応してい

る行部門別に作成することとしている。なお、行

部門のインフレータは、国産品、輸入品及び輸出

品の３種類を作成した。 

イ インフレータの作成方法の種類 

インフレータの作成には、基本的には以下の４

つの方法を採用している。 

① 単価法（Ａ法） 

一つの行部門に含まれる品目の全部又は大部

分の国内生産額（輸入品の場合、輸入額。また、

輸出品の場合、輸出額。以下同じ。）が「単価×

数量」の形で推計されている部門に適用する。 




ＱＰ
ＱＰ

ｔｔ

ｔ0Ａ＝  

国内生産額が「単価×数量」で表せない場合

や、行部門の中で単価や数量が得られる品目が

あっても、それらの品目だけでは当該行部門の

代表性が十分でない場合はＡ法は適用しない。

また、単価が把握できる場合でも、品質変化等

により単価を直接比較することが適当でないと

思われる場合は適用しない。 

② 物価指数法（Ｂ法） 

全部又は大部分の品目に対する適切な物価指

数（価格の変化率）が得られる部門に適用する。 




ｘ
ｘＩ
ｔ

ｔ

ｐ 

Ｂ＝  

ここで、ｘは品目別の国内生産額である。ま

た、定義上はＩＰ＝Ｐ0／Ｐｔであるが、ＩＰには

品質変化等について調整が行われている卸売物

価指数や企業向けサービス価格指数などの物価

指数を用いている。 

適切な物価指数が得られない、又は、得られ

たものだけでは当該行部門の代表性が充分でな

い場合には適用しない。 

③ 数量指数法（Ｃ法） 

全部又は大部分の品目に対応する適切な数量指

数（数量の変化率）が得られる部門に適用する。 




ｘ
ｘＩ

Ｘ
Ｘ

0

0

Ｑ

ｔ

0Ｃ＝  

ここで、Ｘは当該行部門の国内生産額である。

また、ＩＱは各種物量統計から得られた数量の

変化率あるいは輸送指数などの数量指数であり、

ＩＱ＝Ｑｔ／Ｑ0である。 

適切な数量指数が得られない、又は、得られ

たものだけでは当該行部門の代表性が充分でな

い場合は適用しない。 

④ 投入コスト法（Ｄ法） 

投入コスト法（Ｄ法）は当該部門に対応する

列部門の物価指数等を、当該部門の投入額で加

重平均して求める。 




x
xｉ
ｔ

ｔ

ｐ 

Ｄ＝  

ここで、ｘは当該品目を生産するために購入

された財・サービスや人件費などの投入コスト

であり、ｉＰはそれぞれの投入物に対応する物

価指数等である。 

ウ 単価法と物価指数法及び数量指数法の関係 

定義上は、単価法（Ａ法）と物価指数法（Ｂ法）

は次の関係が成り立つ。 

＝Ｂ法＝

＝＝Ａ法＝

ｘ
ｘＩ

ｘ

ｘ
Ｐ
Ｐ

ＱＰ

ＱＰ
Ｐ
Ｐ

ＱＰ
ＱＰ

ｔ

ｔ

Ｐ 

ｔ

ｔ

ｔ

0

ｔｔ

ｔｔ

ｔ

0

ｔｔ

ｔ0















 

なお、物価指数は（最新時点／過去時点）の形
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になっているため、これは通常作られている「前

向き」の物価指数と同じになる。 

また、数量指数法（Ｃ法）の第２項は以下のよ

うになっている。 











ＱＰ
ＱＰ

ＱＰ

ＱＰ
Ｑ
Ｑ

ｘ
ｘⅠ

00

ｔ0

00

00

0

ｔ

0

0

Ｑ

＝＝  

これは、後向きのラスパイレス数量指数である。 

価格と数量の関係において、金額条件（金額指数

＝パーシェ物価指数×ラスパイレス数量指数）が成

り立つならば、定義上は、単価法（Ａ法）と数量指

数法（Ｃ法）は次の関係が成り立つ。 

＝Ｃ法＝

＝＝Ａ法＝

ｘ
ｘＩ

Ｘ
Ｘ

ｘ

ｘ
Ｑ
Ｑ

ｘ
ｘ

ＱＰ

ＱＰ
Ｑ
Ｑ

ＱＰ
ＱＰ

ＱＰ
ＱＰ

0

0

Ｑ

ｔ

0

0

0

0

ｔ

ｔ

0

00

00

0

ｔ

ｔｔ

00

ｔｔ

ｔ0





















 

エ 投入コスト法における留意点 

一般政府や対家計民間非営利団体が生産するサ

ービスについては、市場価格が存在しないため、

生産額自体も売上げではなく投入コストで捉えて

いる。このことから、インフレータについても投

入コスト法（Ｄ法）で作成している。これ以外の

財・サービスについては、基本的には単価法（Ａ

法）、物価指数法（Ｂ法）又は数量指数法（Ｃ法）

のいずれかの方法、すなわちいずれも金額変化を

価格要素と数量要素に分解して、価格変化を導出

することにより行っている。 

なお、単価や数量を持ち得ない、例えば一部の

サービス部門についても、企業向けサービス価格

指数や第３次産業活動指数を用いるなど、可能な

限り対応する指数を用いて、インフレータを作成

しているが、それでも一部の部門においては、数

量と価格の分離が困難で、対応すべき指数も採れ

ないものがある。 

これらについては、代替的な方法として、生産

費用に基礎をおいて、投入物のコスト変化を加重

平均した、投入コスト法（Ｄ法）による実質化を

行うこととしている。 

なお、仮に、労働や資本を含む全ての投入物を

用いて投入コスト法（Ｄ法）を適用して実質化を

行った場合、当該部門における実質生産額と実質

投入額の合計は等しくなり、生産額から投入額を

差し引いた残差として求められるダブルインフレ

ーション値は結果として０となる。このため、投

入コスト法（Ｄ法）によって求められた実質生産

額には、当該部門における生産性の上昇を反映し

得ない。また、実際には投入コスト法（Ｄ法）の

適用に全ての投入物を用いているわけではなく、

このことによる偏りも実質生産額には含まれてい

る。したがって、投入コスト法（Ｄ法）を用いた

部門について生産性等に関する分析を行う場合に

は、この点に留意する必要がある。 

 

３ 実質化の方法 

 

(1) 取引額の実質化 

取引額の実質化は、接続表の各行部門についてイ

ンフレータを国産品・輸入品・輸出品別に作成し、

更にそれらを基にして国内需要額（中間需要額、国

内最終需要額）のインフレータを計算する。そして、

国内生産額、輸入額、輸出額、国内需要額の別に実

質化している。 

ア 国内需要額の実質化 

国内需要額については、実質及び名目の国内生

産額、輸入額及び輸出額から逆算して求められた

インフレータを、行方向に一律に適用することに

よって実質化を行っている。これについては、各

部門間取引は実際価格によって評価されており、

需要先によっては部門内の品目構成あるいは設定

価格に差異があると考えられることから、これら

の価格変化率にも差異が生じる可能性がある。し

たがって、完全な実質化を行うためには、本来な

らば部門内の品目構成及び設定価格を反映させた、

需要先別のインフレータを作成することが理想的

である。しかしながら、部門間の各取引について、

それらの全てを把握することは困難であり、事実

上不可能であることから、接続産業連関表におい

ては、需要先別のインフレータの作成は行ってい

ない。 

なお、家計消費支出については、世帯向けの最

終消費の価格と企業向けの中間消費の価格に違い

があることが指摘されているが、財についてみる

と、その多くは購入者価格に含まれる商品の流通

に係る運賃や、卸売・小売段階における商業マー

ジンといった、流通及び販売経費の違いによると

ころが大きいと考えられる。また、家計消費支出

に対応する物価指数としては消費者物価指数があ

るが、これも購入者価格を基に作成されているた
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め、財における流通及び販売経費の変動の影響を、

各項目の価格変動から除去することができないと

いう問題がある。ただし、電気・ガスやサービス

などについては概念上、運賃・マージンが生じな

い。したがって、これらについては世帯向けと企

業向けで品目構成や設定価格に大きな違いがある

場合に、当該項目において特別に実質化を行うと

いう考え方も採り得る。実際には、主に世帯によ

って消費されている一部のサービス部門について

は、インフレータの基礎となる物価指数に消費者

物価指数を採用しているものもある。（各部門の詳

細については、〔参考３〕「インフレータ作成の詳

細」参照。） 

なお、国内需要のインフレータを次のように定

義することにより、実質化後も行方向のバランス

が保たれる。 

ＭＥＸ
ＭＥＸ

"Ｉ
ｉｉｉ

ｉｉｉ

ｉ ＋－

＋－
＝

ˆˆˆ
 

ここでＸは国内生産額、Ｅは輸出額、Ｍは輸入

額であり、分子は実質値、分母は名目値である。

名目表の第ｉ行のバランス式 

 
ｊ

ｉｉｉｉｊｉ ＭＥＹｘＸ  

について、輸入額、輸出額及び国内需要額をそれ

ぞれ実質化した後も、次のバランス式が成り立つ。 

 
ｊ

ｉｉｉｉｊｉ ＭＥＹｘＸ ˆˆˆˆˆ  

イ 輸入額及び輸出額の実質化 

輸入額は、基本的には貿易統計の輸入品目（Ｈ

Ｓ９桁品目）に基づき、貿易統計から得られる単

価及び数量、あるいは金額及び輸入物価指数等を

用いて、各行部門の輸入品のインフレータを作成

し、これによって実質化を行っている。 

輸出額は、基本的には貿易統計の輸出品目（Ｈ

Ｓ９桁品目）に基づき、貿易統計から得られる単

価及び数量、あるいは金額及び輸出物価指数等を

用い、各年表の国内貨物・商業マージン額から求

めた価格変動分で調整して、各行部門の輸出品の

インフレータを作成し、これによって実質化を行

っている。  

(2) 粗付加価値のダブルインフレーション 

粗付加価値部門については、実質国内生産額と実

質中間投入額計の差をもって粗付加価値部門計の実

質額とする、いわゆるダブルインフレーションの方

式によっている。この方式によって、行方向（産出

側）と列方向（投入側）を恒等的にバランスさせる

ことが可能になる。 

粗付加価値を構成する項目（家計外消費支出、雇

用者所得、営業余剰、資本減耗引当、間接税及び補

助金）については、接続表においては項目ごとの実

質化は行わず、時価評価で表章し、粗付加価値部門

計について名目値と実質値の差額を「ダブルインフ

レーション調整項」として一括計上している。粗付

加価値の実質化については、各項目を直接的に実質

化する、いわゆるシングルインフレーション方式も

考えられるが、粗付加価値を構成する各項目が、概

念として実質化にそぐわないもの又は資料の制約等

で技術的に評価が困難なものになっていることから、

そのような方法は採っていない。 

例えば営業余剰はいわゆる法人利益の当年分の社

内留保のほか、配当、法人税さらには個人業主所得

などが含まれているが、その内訳が推計できない。

また、営業余剰は本来、国内生産額から中間投入額

とその他の付加価値項目を差引いた残差項目として

計上されるものとなっている。 

なお、ダブルインフレーション方式においては、粗

付加価値部門の実質値がマイナスになることがある。 


ｉ

ｉｊｊｊ ｘＸＶ － ˆˆˆ  

ここで 





ｉ
ｉｊ

ｉ
ｉｊ

ｊ

ｊ

ｊ

ｊ ｘ

ｘ
ｂ

Ｘ
Ｘ

ａ ＝＝
ˆˆ  

（ａｊは国内生産額の価格変化率、ｂｊは中間投入

額の平均価格変化率） 

とおくと、 


ｉ

ｉｊｊｊｊｊ ｘｂＸａＶ －＝ˆ  

したがって、ａｊ＜ｂｊ、すなわち、当該部門の製

品価格の変化率が中間投入全体の平均価格変化率を

下回り、これが、ａｊＸｊがｂｊΣＸｊを下回るほど小

さい場合において、付加価値はマイナスになる。例

えば比較される過去の年次から基準年次にかけて、

技術効率の向上によって相対価格が変化し、過去の

投入構造が基準年次の価格と比して非効率になった

とき、これを基準年次の価格で再評価した場合には、

マイナスの付加価値として表れる。 

なお、粗付加価値部門の実質値がマイナスになる

場合、内生部門計の投入係数の和が１を超えること

となり、ソローの条件（投入係数の列和が全て１未
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満であること）を満たさないこととなるため、波及

効果分析を行う上では注意が必要である。 

  

第３節 平成 17－23－27年接続産業連関表

の特徴 

 

１ 自家輸送の取扱い 

 

各年の産業連関表では、投入構造を安定的にするた

め、自己の需要に応じて自家用自動車を使用して人貨

を輸送（マイカーを除く）する活動を「自家輸送」と

して仮設部門として計上している（自家輸送を設定し

ない表も同時に作成している。）。しかし、接続産業連

関表では、従来から推計の困難性と、各部門別のエネ

ルギー需要を分析する利点を考慮し、自家輸送部門を

設定していない。 

これにより、自家輸送活動に要した経費は各部門に

直接財・サービスを投入するため、当該部門の生産額

分が減少する。 

 

２ 再生資源回収・加工処理部門の取扱い 

 

今回接続表では、推計資料の制約等により実質値の

推計が困難なことから、「再生資源回収・加工処理」部

門を設けていない。各年の産業連関表では、発生した

屑・副産物は「再生資源回収・加工処理」部門を迂回

せず、直接各投入部門に産出していることから、計上

方法を変更せず、そのまま過去表と接続させた。 

また、「再生資源回収・加工処理」部門に計上され

ている回収・加工処理経費は、コスト運賃と商業マー

ジンに分け、それぞれ貨物運賃と商業部門に計上した。 

なお、「再生資源回収・加工処理」部門には、商業

部門以外の活動（容器包装リサイクル等）による回

収・加工処理経費が含まれるが、これらも同様の活動

を行っているものとして、商業部門に含めている。 

 

３ 保育所部門の取扱い 

 

平成 27 年表において新設された「保育所」部門に

ついては、推計資料の制約により 17年及び 23年の遡

及推計が困難であることから、今回の接続表では部門

を設けず、17 年及び 23 年表の概念・定義・範囲に合

わせる形で、27年値の分割を行った。 

なお、平成 27 年値の具体的な分割先は、「社会福祉

（国公立）★★」、「社会福祉（非営利）★」及び「社

会福祉」である。 

 

４ 飲食サービス部門の取扱い 

 

平成 27 年表では 23 年表の「飲食サービス」部門を

「飲食店」部門及び「持ち帰り・配達飲食サービス」

部門に分割したが、今回接続表では、推計資料の制約

により 17年及び 23年の遡及推計が困難であることか

ら、「飲食サービス」部門（「飲食店」部門及び「持ち

帰り・配達飲食サービス」部門の合計）を基本分類と

した。 

 

５ 調整項の取扱い 

 

輸出品の国内流通に係る消費税を平成17年表では輸

出部門の１部門として「調整項」部門に計上、23年表

では国内需要の１部門として「調整項」部門として別

掲していたが、27年表では調整項相当額を「輸出（普

通貿易）」部門に計上することとしたため、今回接続表

においては27年表と同様に、17年表及び23年表の推計

を行った。また、調整項相当額は還付されることから、

名目表においては、輸出額が過大計上にならないよう、

その総額を「卸売」部門との交点でマイナス計上し、

その推計によって国内生産額や最終需要額に影響を及

ぼさない対応としている。 

実質表については、「輸出（普通貿易）」として他の

輸出部門と同様に輸出品インフレータを用いて実質化

しているため、実質化された調整項相当額の総額と

「卸売」部門でのマイナス計上額が一致しなくなるこ

とに留意されたい。 
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〔参考２〕 

接続産業連関表作成のための改定点 
 

 

本項では、平成17―23―27年接続産業連関表を作成する

に当たり、平成 17 年、23 年及び 27 年表のうち部門の統

合・分割・廃止や推計方法の改定を行った部門について、

改定点及び改定前後の国内生産額を記載している。 

なお、部門統合や分割の詳細については、第５章の当該

部門における記載を参照されたい。 

（注）１ 単純な部門統合による計数の改定については、記載を

省略している。 

２ 産業連関表上における部門名については、『』を付して

いる。 

３ （改定値）のコードは、平成17―23―27年接続産業連

関表における部門コードである。また、改定前の国内生

産額は、当該部門コードに対応する平成17、23及び27年

表における部門の値（部門統合した場合は基本分類を合

算した値）である。 

４ 記載している国内生産額は名目値であり、単位は百万

円である。 

 

１ 内生部門 

 

列コード 行コード 部門名称 

0111-01  米 

 0111-011 米 

 0111-012 稲わら 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

0111-01 平成 17 年 2,028,737 2,022,337 

0111-012 17 年 71,488 65,088 

 

列コード 行コード 部門名称 

 0113-001 野菜 

0113-01  野菜（露地） 

0113-02  野菜（施設） 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 部門統合、推計方法 

平成 17 年表において、『野菜（露地）』、『野菜（施設）』

の推計方法を 23 年表に合わせ、再推計を行った。 

 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

  0113-001 平成 17 年 2,035,509 2,032,741 

0113-01 17 年 1,320,489 1,315,301 

0113-02 17 年 715,020 717,440 

 

列コード 行コード 部門名称 

0116-01 0116-011 飼料作物 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 216,081 212,999 

 

列コード 行コード 部門名称 

0116-02 0116-021 種苗 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 98,119 88,213 

 

列コード 行コード 部門名称 

0116-03 0116-031 花き・花木類 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 470,971 439,193 
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列コード 行コード 部門名称 

0116-09  その他の非食用耕種作物 

 0116-091 葉たばこ 

 0116-092 生ゴム（輸入） 

 0116-093 綿花（輸入） 

 0116-099 他に分類されない非食用耕

種作物 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

0116-09 平成 17 年 93,130 92,726 

0116-099 17 年 8,810 8,406 

 

列コード 行コード 部門名称 

0121-01  酪農 

 0121-011 生乳 

 0121-019 その他の酪農生産物 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

0121-01 平成 17 年 968,426 879,993 

0121-019 17 年 287,158 198,725 

 

列コード 行コード 部門名称 

0121-02 0121-021 肉用牛 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 771,583 772,890 

 

列コード 行コード 部門名称 

0121-03 0121-031 豚 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 502,129 506,315 

 

列コード 行コード 部門名称 

0121-05 0121-051 肉鶏 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 253,686 262,306 

 

列コード 行コード 部門名称 

0121-09 0121-099 その他の畜産 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 部門統合、推計方法 

平成17年表において、推計方法を23年表に合わせ、再

推計を行った。また、平成27年表において、23年表の行

部門『羊毛』、『他に分類されない畜産』を統合したた

め、23年表でも同様とした。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 71,437 65,986 

 

列コード 行コード 部門名称 

0131-02 0131-021 農業サービス（獣医業を除

く。） 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 538,665 479,779 
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列コード 行コード 部門名称 

0151-01 0151-011 育林 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 832,732 370,742 

 

列コード 行コード 部門名称 

0152-01 0152-011 素材 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 部門統合、推計範囲、推計方法 

平成 17 年表において、推計範囲を 23 年表に合わせ、

細品目「林地残材」を屑・副産物の「木くず」としたた

め推計から除外し、細品目「薪炭材等の原木」を推計に

加えた。また、平成 27 年表において 23 年表の行部門

『国産』と『輸入』を統合するとともに、17年表及び23

年表において、推計方法を27年表に合わせ、再推計を行

った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 229,060 230,611 

23 年 219,727 222,546 

 

列コード 行コード 部門名称 

0153-01 0153-011 特用林産物（狩猟業を含む。） 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成 17 年表において、推計範囲を 23 年表に合わせ、

山菜等を推計に加えた。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 206,946 219,694 

 

列コード 行コード 部門名称 

0171-01 0171-011 海面漁業 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 部門統合、推計方法 

平成 17 年表において『沿岸漁業』、『沖合漁業』及び

『遠洋漁業』を『海面漁業』に部門統合するとともに、

推計方法を 23 年表に合わせ、再推計を行った。また、平

成 27 年表において、23 年表の行部門『国産』と『輸入』

を統合したため、17 年表及び 23 年表でも同様とした。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,059,428 1,059,409 

 

列コード 行コード 部門名称 

 0172-001 内水面漁業・養殖業 

0172-01  内水面漁業 

0172-02  内水面養殖業 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法 

平成 17 年表において、『内水面漁業』は推計範囲を 23

年表に合わせ、遊漁を除くとともに、推計方法を23年表

に合わせ、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

0172-001 平成 17 年 109,795 86,486 

0172-01 17 年 49,915 26,974 

0172-02 17 年 59,880 59,512 

 

列コード 行コード 部門名称 

0621-01 0621-011 砂利・採石 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表及び23年表について、推計方法を27年表に

合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 271,512 271,814 

23年 168,089 169,308 

 

列コード 行コード 部門名称 

0629-09  

0629-091 

0629-092 

0629-093 

0629-094 

 

0629-099 

その他の鉱物 

鉄鉱石 

非鉄金属鉱物 

石灰石 

窯業原料鉱物（石灰石を除

く。） 

他に分類されない鉱物 

（担当府省庁） 経済産業省 
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（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法   

① 平成17年表について、「非鉄金属鉱物」の推計範

囲を27年表に合わせるため、細品目「その他の非鉄

金属鉱物（硫化鉄鉱含）（輸出分）」を国内生産額

（及び輸出額）から除外した。また平成23年表につ

いても細品目「その他の金属鉱物」の再推計を行っ

た。 

② 平成23年表について、「窯業原料鉱物（石灰石を

除く。）」の単価推計方法を27年表に合わせるた

め、再推計を行った。 

③ 平成17年表及び23年表について、『他に分類され

ない鉱物』の推計方法を27年表に合わせるため、再

推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

0629-09 平成 17 年 180,343 176,482 

23 年 142,528 141,353 

0629-092 17 年  22,448  18,889 

23 年  31,199  32,525 

0629-094 23 年  24,599  24,850 

0629-099 17 年   7,789   7,487 

23 年   5,533   2,781 

 

列コード 行コード 部門名称 

1111-01  食肉 

 1111-011 牛肉 

 1111-012 豚肉 

 1111-013 鶏肉 

 1111-014 その他の食肉 

 
1111-015 と畜副産物（肉鶏処理副産

物を含む。） 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

1111-01 平成 17 年 1,573,149 2,011,047 

 1111-011 17 年 742,458 920,890 

 1111-012 17 年 534,089 646,136 

1111-013 17 年 241,557 388,976 

 

 

 

列コード 行コード 部門名称 

1111-02  酪農品 

 1111-021 飲用牛乳 

 1111-022 乳製品 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料、推計範囲 

平成 17 年表において、推計資料を 23 年表に合わせ、

単価を原課業務資料から酒類食品統計年報における推計

値（生産額／生産量）に変更し、推計範囲を23年表に合

わせ、細品目「農業経営体生産分」を推計に加えた。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

1111-02 平成 17 年 1,978,055 1,960,284 

1111-021 17 年 697,136 633,000 

1111-022 17 年 1,280,919 1,327,284 

 

列コード 行コード 部門名称 

1111-09 1111-099 その他の畜産食料品 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法、部門再編 

① 平成 23 年表において、『肉加工品』の細品目に

「農業経営体生産分」を追加したため、17年表値の

再推計を行った。  

② 平成 23 年表において、『その他の食料品』のうち

細品目「畜産食品（別掲を除く。）」の生産額につい

ては、経済センサス-活動調査組替集計により推計

したため、17年値については工業統計により再推計

を行った。 

③ 平成 27 年表において、23 年表の『肉加工品』及

び『畜産びん・かん詰』のうち細品目「食肉びん・

かん詰」並びに『その他の食料品』のうち細品目

「畜産食品（別掲を除く。）」を統合して『その他の

畜産食料品』とした。 

（ 改 定 値 ） 

 

 

 

 

 

列コード 行コード 部門名称 

1112-01 1112-011 冷凍魚介類 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計資料 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 823,926 986,825 

23 年 1,140,571 1,140,531 
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平成 17 年表において、23 年表に合わせ、推計範囲か

ら船上冷凍を控除するとともに、細品目「副産物」の推

計資料を工業統計とした。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,370,052 1,199,434 

 

列コード 行コード 部門名称 

1112-02 1112-021 塩・干・くん製品 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料 

平成17年表において、細品目「副産物」の推計資料を

23 年表に合わせ、工業統計とした。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 517,664 514,969 

 

列コード 行コード 部門名称 

1112-03 1112-031 水産びん・かん詰 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料 

平成17年表において、細品目「副産物」、「半製品及び

仕掛品」の推計資料を23年表に合わせ、工業統計とした。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 124,311 124,124 

 

列コード 行コード 部門名称 

1112-04 1112-041 ねり製品 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料 

平成 17 年表において、推計資料を 23 年表に合わせ、

工業統計とした。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 399,861 422,763 

 

列コード 行コード 部門名称 

1112-09 1112-099 その他の水産食料品 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料 

平成 17 年表において、推計資料を 23 年表に合わせ、

工業統計とした。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 806,079 875,674 

 

列コード 行コード 部門名称 

1113-01  精穀 

 1113-011 精米 

 1113-019 その他の精穀 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料 

平成 17 年表において、推計資料を 23 年表に合わせ、

食料需給表及び工業統計に基づく推計とした。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

1113-01 平成 17 年 2,594,954 2,453,722 

1113-011 17 年 2,566,695 2,431,529 

1113-019 17 年 28,259 22,193 

 

列コード 行コード 部門名称 

1113-02  製粉 

 1113-021 小麦粉 

 1113-029 その他の製粉 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料 

平成 17 年表において、『その他の製粉』の推計資料を

23 年表に合わせ、工業統計とした。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

1113-02 平成 17 年 544,807 558,998 

 1113-029 17 年 106,002 120,193 

 

列コード 行コード 部門名称 

1114-01 1114-011 めん類 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料、推計範囲 

平成 17 年表において、推計資料を 23 年表に合わせ、

単価を全て酒類食品統計年報における推計値（生産額／

生産量）に変更し、推計範囲を23年表に合わせ、細品目

「農業経営体生産分」、「半製品及び仕掛品」を推計に加
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えた。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 859,084 834,226 

 

列コード 行コード 部門名称 

1114-02 1114-021 パン類 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料、推計範囲 

平成 17 年表において、推計資料を 23 年表に合わせ、

主として工業統計とし、推計範囲を23年表に合わせ、細

品目「製造小売分」、「農業経営体生産分」、「半製品及び

仕掛品」を推計に加えた。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,410,617 1,454,175 

 

列コード 行コード 部門名称 

1114-03 1114-031 菓子類 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成 17 年表において、推計範囲を 23 年表に合わせ、

細品目「製造小売分」、「農業経営体生産分」、「半製品及

び仕掛品」を推計に加えた。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 2,482,530 2,948,569 

 

列コード 行コード 部門名称 

1115-01 1115-011 農産保存食料品 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法、部門再編 

① 平成 23 年表において、17 年表の『農産びん・か

ん詰』、『農産保存食料品（びん・かん詰を除く。）』

の細品目に「農業経営体生産分」を追加し、17年表

について再推計を行った。 

②  平成 23 年表において、17 年表の『農産保存食料

品（びん・かん詰を除く。）』のうち細品目「その他

の農産保存食料品」の生産額については、経済セン

サス-活動調査組替集計により再推計を行った（17

年値についても工業統計により再推計）。 

③ 平成 27 年表において、23 年表の『農産びん・か

ん詰』のうち、統合品目「野菜飲料」以外及び『農

産保存食料品（びん・かん詰を除く。）』を統合し、

『農産保存食料品』に再編した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 522,141 763,630 

23 年 709,128 690,982 

 

列コード 行コード 部門名称 

1116-02 1116-021 でん粉 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成17年表において、推計範囲を23年表に合わせ、細

品目「半製品及び仕掛品」を推計に加えた。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 166,017 166,153 

 

列コード 行コード 部門名称 

1116-03 1116-031 ぶどう糖・水あめ・異性化糖 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成17年表において、推計範囲を23年表に合わせ、細

品目「半製品及び仕掛品」を推計に加えた。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 142,314 142,356 

 

列コード 行コード 部門名称 

1116-04  動植物油脂 

 1116-041 植物油脂 

 1116-042 動物油脂 

 1116-043 加工油脂 

 1116-044 植物原油かす 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 部門統合、推計範囲 

平成17年表において、列部門『植物油脂』、『動物油脂』

を統合して『動植物油脂』とし、17 年表において、行部

門『動物油脂』に含まれていた精製ラードを行部門『加

工油脂』に統合し、推計範囲を 23 年表に合わせ、『動物

油脂』に細品目「半製品及び仕掛品」を推計に加えた。 
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（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

1116-04 平成 17 年 553,406 553,413 

 1116-042 17 年 32,484 23,966 

 1116-043 17 年 136,603 145,128 

 

列コード 行コード 部門名称 

1116-05 1116-051 調味料 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料、推計範囲 

平成17年表において、推計資料を23年表に合わせ、主

として工業統計とし、また、推計範囲を 23 年表に合わせ、

細品目「農業経営体生産分」を推計に加えた。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,442,436 1,751,012 

 

列コード 行コード 部門名称 

1119-01 1119-011 冷凍調理食品 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成17年表において、推計範囲を23年表に合わせ、細

品目「半製品及び仕掛品」を推計に加えた。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 542,745 542,681 

 

列コード 行コード 部門名称 

1119-02 1119-021 レトルト食品 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成17年表において、推計範囲を23年表に合わせ、細

品目「半製品及び仕掛品」を推計に加えた。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 203,701 203,688 

 

列コード 行コード 部門名称 

1119-03 1119-031 そう菜・すし・弁当 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成 17 年表において、推計範囲を 23 年表に合わせ、

細品目「農業経営体生産分」、「半製品及び仕掛品」を推

計に加えた。また、細品目「製造小売分」は、料理品小

売業のうち製造分を推計しているが、平成19年の日本標

準産業分類の改定により、「料理品小売業」の一部が

「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分割されたため、

17 年表において、持ち帰り・配達飲食サービス業に係る

製造分を控除した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 2,625,439 2,027,134 

 

列コード 行コード 部門名称 

1119-09 1119-099 その他の食料品 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法、部門再編 

① 平成23年表において、細品目に「農業経営体生産

分」を追加したことから、17年表において再推計を

行った。 

② 平成23年表において、生産額（一部の品目を除

く）を経済センサス-活動調査組替集計により再推

計を行った（17年値についても工業統計により再推

計を行った。）。 

③ 平成27年表において、23年表の『畜産びん・かん

詰』のうち細品目「調理特殊びん・かん詰」を本部

門に統合するとともに、23年表の本部門のうち細品

目「畜産食品（別掲を除く。）」を『その他の畜産

食料品』に統合した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,353,143 2,100,927 

23 年 2,229,521 2,229,565 

 

列コード 行コード 部門名称 

1129-01 1129-011 茶・コーヒー 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法 

平成 17 年表において、推計範囲を 23 年表に合わせ、

細品目「農業経営体生産分」、「半製品及び仕掛品」を推

計に加えた。また、それ以外の細品目も推計方法を平成

23 年表に合わせて変更した。 
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（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 902,000 895,735 

 

列コード 行コード 部門名称 

1129-02 1129-021 清涼飲料 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法、部門再編 

① 平成27年表において、23年表の『農産びん・かん

詰』のうち統合分類「野菜飲料」を本部門に統合し

た。 

② 本部門の細品目に「農業経営体生産分」を追加し

たため、平成17年表及び23年表について再推計を行

った。 

③ 平成23年表推計時に、相手売渡価格（小売業者へ

の販売価格）であった販売金額を生産者価格ベース

に変換して推計したため、17年表についても再推計

を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 3,602,359 2,710,318 

23 年 2,690,783 2,708,929 

 

列コード 行コード 部門名称 

1131-01 1131-011 飼料 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料 

平成 17 年表において、推計資料を 23 年表に合わせ、

工業統計とした。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,186,017 947,214 

 

列コード 行コード 部門名称 

1131-02 1131-021 有機質肥料（別掲を除く。） 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計資料 

平成 17 年表において、推計資料を 23 年表に合わせ、

工業統計とした。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 206,711 60,223 

 

列コード 行コード 部門名称 

1512-02 1512-021 絹・人絹織物（合繊長繊維織

物を含む。） 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、『絹・人絹織物（合繊長繊維織

物を含む。）』の推計方法を17年表及び27年表に合わせ

るため、細品目「化学繊維タイヤコード」について再推

計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 129,761 143,312 

 

列コード 行コード 部門名称 

1512-09 1512-099 その他の織物 

1519-09  

1519-091 

1519-099 

その他の繊維工業製品 

綱・網 

他に分類されない繊維工業

製品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編 

平成23年表において、17年表の『その他の繊維工業製

品』に含まれていた細品目「細幅織物」を分割し、『そ

の他の織物』に含めたことから、17年表についても同様

に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

1512-09 平成 17 年 136,573 183,803 

1519-09 17 年 594,452 547,222 

1519-099 17 年 519,961 472,731 

 

列コード 行コード 部門名称 

1521-01 1521-011 織物製衣服 

1522-09 1522-099 その他の衣服・身の回り品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編 

平成23年表において、17年表の「その他の衣服・身の

回り品」に含まれていた細品目「足袋類」を分割し、   

「織物製衣服」に含めたことから、17年表についても同

様に再推計を行った。 
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（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

1521-01 平成 17 年 1,026,365 1,029,393 

1522-09 17 年 208,503 205,475 

 

列コード 行コード 部門名称 

1611-01 1611-011 製材 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法 

平成 17 年表において、推計範囲を 23 年表に合わせ、

細品目「工場残材」、「木くず」を屑・副産物の「木くず」

としたため推計から除外するとともに、推計方法を23年

表に合わせ再推計した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 676,592 669,761 

 

列コード 行コード 部門名称 

1611-02 1611-021 合板・集成材 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 分割 

平成27年表において、23年表の本部門に含まれていた

細品目「床板」を分割し、列部門『その他の木製品』及

び行部門『建設用木製品』に含めたことから、17年表及

び23年表について再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 748,635 569,430 

23 年 500,716 365,545 

 

列コード 行コード 部門名称 

1611-03 1611-031 木材チップ 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせ再

推計した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 71,817 72,104 

 

 

列コード 行コード 部門名称 

1619-09  

1619-091 

1619-099 

その他の木製品 

建設用木製品 

他に分類されない木製品 

1649-09 1649-099 その他のパルプ・紙・紙加工品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編 

① 平成23年表において、17年表の『その他のパル

プ・紙・紙加工品』に含まれていた品目群「繊維板」

を分割し、『建設用木製品』に含めたことから、17

年表についても同様に再推計を行った。 

② 平成27年表において、23年表の「合板・集成材」  

に含まれていた細品目「床板」を分割し、「建設用

木製品」に含めたことから、17年表及び23年表につ

いても同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

1619-09 

 

平成 17 年 1,008,334 1,221,203 

23 年 844,102  979,273 

1619-091  17 年 700,856 913,725  

23 年 623,844  759,015 

1649-09 17 年 906,476 872,812 

 

列コード 行コード 部門名称 

1621-01 1621-011 木製家具 

1621-02 1621-021 金属製家具 

1621-09 1621-099 その他の家具・装備品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編、推計方法 

平成23年表において、17年表の『木製家具・装備品』

及び『金属製家具・装備品』に含まれていた装備品や木

製・金属製以外の家具を分割・再編し、『その他の家

具・装備品』を新設したことから、17年表についても同

様に再推計を行った。また、『金属製家具』の推計方法

を平成23年表及び27年表に合わせるため、再推計を行っ

た。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

1621-01 平成 17 年 1,168,278 990,021 

1621-02 17 年 781,314 553,183 

1621-09 17 年 － 472,734 
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列コード 行コード 部門名称 

1631-01 1631-011 パルプ 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、単価推計方法を27年表に合わせ

るため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 524,845 519,012 

 

列コード 行コード 部門名称 

1632-01 1632-011 洋紙・和紙 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、細品目「不織布（湿式）」について再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 2,169,860 2,187,518 

 

列コード 行コード 部門名称 

2029-09 2029-099 その他の無機化学工業製品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表及び23年表について、推計方法を27年表に

合わせるため、細品目「その他のカリウム塩類」につい

て再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

2029-09 

 

平成 17 年 786,795 812,154 

23 年 944,321 966,572 

 

列コード 行コード 部門名称 

2041-01  

2041-012 

2041-013 

2041-014 

2041-015 

2041-016 

2041-019 

脂肪族中間物 

酢酸 

二塩化エチレン 

アクリロニトリル 

エチレングリコール 

酢酸ビニルモノマー 

その他の脂肪族中間物 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、「その他の脂肪族中間物」の推

計方法を27年表に合わせるため、細品目「その他の脂肪

族系中間物（別掲を除く）」について再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

2041-01 平成 23 年 2,031,768 2,011,137  

2041-019 23 年 1,501,859 1,481,228  

 

列コード 行コード 部門名称 

2041-02  

 

2041-021 

2041-022 

2041-023 

2041-025 

2041-029 

環式中間物・合成染料・有機

顔料 

合成染料・有機顔料 

スチレンモノマー 

合成石炭酸 

カプロラクタム 

その他の環式中間物 

2049-09 2049-099 その他の有機化学工業製品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編、推計方法 

平成23年表において、17年表の『その他の有機化学工

業製品』に含まれていた細品目「アゾ顔料」を分割し、

『合成染料・有機顔料』に含めたことから、17年表につ

いても同様に再推計を行った。また、『合成染料・有機

顔料』の推計方法を平成27年表に合わせるため、細品目

「ピグメントレジンカラー」について再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

2041-02 平成 17 年 1,549,619 1,594,619 

2041-021 17 年 38,929 83,929 

2049-09 17 年 1,017,591 997,464 

 

 

列コード 行コード 部門名称 

2111-01  

2111-011 

2111-012 

2111-013 

2111-014 

2111-015 

2111-016 

2111-017 

2111-018 

2111-019 

石油製品 

ガソリン 

ジェット燃料油 

灯油 

軽油 

Ａ重油 

Ｂ重油・Ｃ重油 

ナフサ 

液化石油ガス 

その他の石油製品 
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（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成23年表について、「灯油」の推計方法を27  

年表に合わせるため、再推計を行った。 

② 平成23年表について、「軽油」の推計方法を27  

年表に合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

2111-01 平成 23 年 17,781,919  17,591,596  

2111-013 23 年 1,389,540 1,379,983 

2111-014 23 年 3,819,146  3,638,380 

 

列コード 行コード 部門名称 

2211-01  プラスチック製品 

 2211-011 プラスチックフィルム・シ

ート 

 2211-012 プラスチック板・管・棒 

 2211-013 プラスチック発泡製品 

 2211-014 工業用プラスチック製品 

 2211-015 強化プラスチック製品 

 2211-016 プラスチック製容器 

 2211-017 プラスチック製日用雑貨・

食卓用品 

 2211-019 その他のプラスチック製品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編 

平成23年表において、17年表の「強化プラスチック製

品」に含まれていた細品目「発砲・強化プラスチック

製品の加工品」のうち発泡製品分を分割し、「プラス

チック発泡製品」に含めたことから、17年表について

も同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

2211-01 平成 17 年 10,635,171 10,635,171 

2211-013 17 年 546,195 553,911 

2211-015 17 年 402,752 395,036 

 

列コード 行コード 部門名称 

2221-01 2221-011 タイヤ・チューブ 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,056,993 1,075,524 

 

列コード 行コード 部門名称 

2511-01  

2511-011 

2511-012 

板ガラス・安全ガラス 

板ガラス 

安全ガラス・複層ガラス 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表について、『板ガラス』の推計方法を23年

表及び27年表に合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

2511-01 平成 17 年 648,547 706,330 

2511-011 17 年 128,469 186,252 

 

列コード 行コード 部門名称 

2511-09  

2511-091 

2511-099 

その他のガラス製品 

ガラス製加工素材 

他に分類されないガラス製

品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表について、『他に分類されないガラス製品』

の推計方法を23年表及び27年表に合わせるため、再推計

を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

2511-09 平成 17 年 862,796 805,013 

2511-099 17 年 581,098 523,315 

 

列コード 行コード 部門名称 

2521-01 2521-011 セメント 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、細品目「セメントクリンカ」（在庫純増）の再推計

を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 352,838 352,875 
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列コード 行コード 部門名称 

2531-01  

2531-011 

2531-012 

2531-013 

陶磁器 

建設用陶磁器 

工業用陶磁器 

日用陶磁器 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、『工業用陶磁器』の推計方法を

27年表に合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

2531-01 平成 23 年 767,190 625,120 

2531-012 23 年 562,997 420,927 

 

列コード 行コード 部門名称 

2611-02 2611-021 フェロアロイ 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17年表について、推計方法を 23年表及び 27年表

に合わせるため、細品目「フェロアロイ類似製品」につ

いて再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 257,770 265,285 

 

列コード 行コード 部門名称 

2721-01 2721-011 電線・ケーブル 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表及び23年表について、推計方法を27年表に

合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,072,195 1,181,465 

23 年 1,494,694 1,351,156 

 

列コード 行コード 部門名称 

2729-03 2729-031 非鉄金属素形材 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 1,051,071 1,063,043 

 

列コード 行コード 部門名称 

2729-09 2729-099 その他の非鉄金属製品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 771,832 670,028 

 

列コード 行コード 部門名称 

2914-01 2914-011 冷凍機・温湿調整装置 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 1,228,342 1,197,999 

 

列コード 行コード 部門名称 

2919-09 2919-099 その他のはん用機械 

3019-09 

 

 

 

 

 

 

 

3019-091 

3019-092 

3019-093 

3019-094 

3019-095 

3019-096 

3019-099 

その他の生産用機械 

木材加工機械 

パルプ装置・製紙機械 

印刷・製本・紙工機械 

鋳造装置 

プラスチック加工機械 

食品機械・同装置 

他に分類されない生産用機

械 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編、推計方法 

① 平成23年表について、「他に分類されないはん用   

機械」の推計方法を27年表に合わせるため、再推計

を行った。 

② 平成23年表において、17年表の「その他の一般 
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産業機械及び装置」を分割し、行部門「包装・荷造

機械」及び行部門「動力伝導装置」を新設（ただし

今回接続表では推計資料の制約等により「包装・荷

造機械」は「他に分類されない生産用機械」に、

「動力伝導装置」と「他に分類されないはん用機

械」は「その他のはん用機械」にそれぞれ統合）、

その他の品目は17年表の「その他の一般機械器具及

び部品」とともに「他に分類されないはん用機械」

に統合したことから、17年表についても同様に再編

した。また、「その他のはん用機械」の推計方法を

平成27年表に合わせるため、品目群「動力伝導装

置」の再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

2919-09 平成 17 年 3,550,338 3,003,140 

23 年 2,164,480 2,145,763 

3019-09 17 年 2,315,410 2,642,140 

3019-099 17 年 640,283 967,013 

 

列コード 行コード 部門名称 

3012-01 3012-011 建設・鉱山機械 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 2,781,966 2,764,063 

 

列コード 行コード 部門名称 

3017-01 3017-011 半導体製造装置 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表について、推計方法を23年表及び27年表に

合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 2,104,966 2,247,467 

 

列コード 行コード 部門名称 

3111-01 3111-011 複写機 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 520,140 655,761 

 

列コード 行コード 部門名称 

3116-01 3116-011 武器 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表及び23年表について、推計方法を27年表に

合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 502,075 360,512 

23 年 434,571 418,069 

 

列コード 行コード 部門名称 

3211-04 3211-041 フラットパネル・電子管 

3299-09 3299-099 その他の電子部品 

3399-09 3399-099 その他の電気機械器具 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編、推計方法 

① 平成27年表において、23年表の「その他の電子部

品」に含まれていた細品目「その他のフラットパネ

ル」を分割し、「フラットパネル・電子管」に含め

たことから、23年表について再推計を行った。 

なお、平成17年表についても同様に再推計する必

要があるが、資料の制約などにより変更を見送っ

た。また、平成23年表について、「電子管」の推計

方法を27年表に合わせるため、再推計を行った。 

② 平成23年表において、17年表の「その他の電気機

械器具」に含まれていた細品目「シリコンウエハ

（表面研磨したもの）」を分割し、「その他の電子

部品」に含めたことから、17年表についても同様に

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

 

コード 改定年 改定前 改定後 

3211-04 平成 23 年 263,237 224,036 

3299-09 17 年 9,080,331 9,568,970 

23 年 7,316,238 7,271,111 

3399-09 17 年 1,434,509 945,870 
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列コード 行コード 部門名称 

3311-01 

 

 

 

3311-011 

3311-012 

回転電気機械 

発電機器 

電動機 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

  平成17年表について、「発電機器」及び「電動機」の

推計方法を23年表及び27年表に合わせるため、再推計を

行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

3311-01 平成 17 年 1,097,185 1,102,949 

3311-011 17 年 168,352 246,767 

3311-012 17 年 928,833 856,182 

 

列コード 行コード 部門名称 

3311-02 3311-021 変圧器・変成器 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表について、推計方法を23年表及び27年表に

合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 233,700 333,253 

 

列コード 行コード 部門名称 

3321-01 3321-011 民生用エアコンディショナ 

3321-02 3321-021 民生用電気機器（エアコンを

除く。） 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表及び23年表について、『民生用エアコンデ

ィショナ』及び『民生用電気機器（エアコンを除く。）』

の推計方法を27年表に合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

3321-01 平成 17 年 889,905 900,051 

23 年 1,002,559 1,008,379 

3321-02 17 年 1,760,787 1,910,495 

23 年 1,561,632 1,516,553 

 

 

列コード 行コード 部門名称 

3399-02 3399-021 電気照明器具 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

 

 

 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表及び23年表について、推計方法を27年表に

合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 686,538 967,863 

23 年 481,840 607,202 

 

列コード 行コード 部門名称 

3411-02 3411-021 携帯電話機 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、推計方法を17年表及び27年表に

合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 844,207 611,856 

 

列コード 行コード 部門名称 

3411-04 3411-041 ラジオ・テレビ受信機 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 742,929 954,359 
 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 920,899 912,136 

列コード 行コード 部門名称 

3411-01 3411-011 有線電気通信機器 
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列コード 行コード 部門名称 

3331-01 3331-011 電子応用装置 

3412-01 3412-011 ビデオ機器・デジタルカメラ 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編、推計方法 

平成23年表において、17年表の『電子応用装置』に含

まれていた細品目「産業用録画・再生装置（放送用を除

く）」、「産業用ビデオカメラ（放送用を除く）」及び

これらの部分品・取付具・附属品を分割し、『ビデオ機

器・デジタルカメラ』に含めたことから、17年表につい

ても同様に再推計を行った。また、平成23年表について、

『電子応用装置』の推計方法を27年表に合わせるため、

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

3331-01 平成 17 年 1,652,737 1,498,776 

23 年 1,499,285 1,195,248 

3412-01 17 年 1,535,804 1,689,765 

 

列コード 行コード 部門名称 

3421-01 3421-011 パーソナルコンピュータ 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表について、推計方法を17年表及び27年表に

合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 1,080,461 625,562 

 

列コード 行コード 部門名称 

3521-01 3521-011 トラック・バス・その他の自

動車 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成23年表において、17年表の「トラック・バス・そ

の他の自動車」と「自動車車体」のうちトラックの運転

台及び荷台を統合し、「トラック・バス・その他の自動

車」としたことから、17年表についても同様に再推計を

行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 3,414,598  4,407,488  
 

列コード 行コード 部門名称 

3599-09  

3599-091 

3599-099 

その他の輸送機械 

産業用運搬車両 

他に分類されない輸送機械 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法 

平成17年表について、『産業用運搬車両』の推計方法

を23年表及び27年表に合わせるため、細品目「フォーク

リフトトラックの部分品・取付具・附属品」の再推計を

行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

3599-09 平成 17 年 849,595 911,259 

3599-091 17 年 620,576 682,240 

 

列コード 行コード 部門名称 

3919-01 3919-011 身辺細貨品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成17年表について、推計方法を27年表に合わせるた

め、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 407,813 378,451 

 

列コード 行コード 部門名称 

3115-01 3115-011 光学機械・レンズ 

3919-09 3919-099 その他の製造工業製品 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編 

平成23年表において、17年表の「その他の光学機械」

に含まれていた品目群「眼鏡（枠を含む）」を分割し、

「その他の製造工業製品」に含めたことから、17年表に

ついても同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

3115-01 平成 17 年 947,445 818,597 

3919-09 17 年 1,988,999 2,117,847 
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列コード 行コード 部門名称 

4121-01 4121-011 建設補修 

（担当府省庁） 国土交通省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成27年表において、建築に係る「建設補修」部門の

産出のうち、建築物の維持・修理については中間消費、

機能向上や耐用年数の向上を伴う改装・改修については

国内総固定資本形成に計上したことから、17年表及び23

年表についても同様の再推計を行った。 

   

列コード 行コード 部門名称 
4131-02 4131-021 河川・下水道・その他の公共

事業 

（担当府省庁） 国土交通省 

（改定事項・内容）推計資料 

     平成 23 年表以降、海岸事業の推計資料を変更したた

め、平成 17 年表も同様に再推計した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 7,039,706 6,567,391 

 

列コード 行コード 部門名称 

4131-03 4131-031 農林関係公共事業 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成 17 年表において、推計方法を 23 年表に合わせた

ことから再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,521,255 1,931,058 

 

列コード 行コード 部門名称 

 4611-001 事業用電力 

4611-01  事業用火力発電 

4611-02  事業用発電（火力発電を除

く。） 

4611-03 4611-031 自家発電 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成23年表において電気事業法の改正に伴う推計範囲

の変更（共同発電等の「みなし卸電気事業者」を「自

家発電」（卸供給事業者）として扱う）を行ったた

め、17年表についても23年表及び27年表と比較可能と

なるよう推計範囲の拡大を行った。 

この変更により、平成17年表の事業用発電（『事業

用火力発電』及び『水力・その他の事業用発電』）部

門に含まれていた上記事業者の使用燃料や雇用者所得

などの投入額が「自家発電」に移ることになるが、同

額を事業用発電部門が「自家発電」からの融通電力と

して投入（購入）することになるため、事業用発電側

の国内生産額や産出額に変更は生じない。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

4611-03 平成 17 年 1,057,336 2,045,596 

 

列コード 行コード 部門名称 

4711-03 4711-031 下水道★★ 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表において、『資本減耗引当(社会資本等減耗

分）』が時価評価で推計され、また27年表において、『資

本減耗引当(社会資本等減耗分）』の定義・範囲が変更さ

れたことに伴い、17 年表及び 23 年表についても再推計

を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,342,381 1,485,661 

23 年 1,533,755 1,632,156 

 

列コード 行コード 部門名称 

4811-01 4811-011 廃棄物処理（公営）★★ 

（担当府省庁） 環境省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表において、『資本減耗引当(社会資本等減耗

分）』が時価評価で推計されたため、17 年表も同様に推

計した。また、平成27年表において、ＦＩＳＩＭを計上

していることから、17 年表及び 23 年表についても同様

の再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,144,911 1,316,038 

23 年 922,375 1,030,459 
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列コード 行コード 部門名称 

(3921-01) (3921-011) 再生資源回収・加工処理 

5111-01 5111-011 卸売 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

①  今回接続表では、推計資料の制約等により実質値

の推計が困難であるため、『再生資源回収・加工処

理』を設けない。『再生資源回収・加工処理』経費

のうち、「コスト運賃分を除く経費」を『卸売』に

含めた。なお「コスト運賃分を除く経費」には、再

生資源卸売業以外の活動（容器包装リサイクル等）

が含まれるが、これらも推計資料の制約等から『卸

売』に含めた。 

② 平成17年表及び23年表の『調整項』について、平

成27年表では部門設定しないとともに、その総額を

『卸売』の交点にて控除する表章形式となっている

ことから、17年表及び23年表についても控除推計を

行った。 

③ 仲介貿易売買差額(貿易収支)について、平成27年

表において『卸売』と『輸出（特殊貿易）』の交点

に一括計上し、国内生産額に含めたことから、17年

表及び23年表においても追加推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

3921-01 平成 17 年 870,586 － 

23 年 1,183,089 － 

27 年 995,232 － 

5111-01 17 年 70,310,014 69,810,975 

23 年 55,509,306 56,091,939 

27 年 50,628,789 51,256,949 

 

列コード 行コード 部門名称 

5112-01 5112-011 小売 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

① 平成23年表において、17年表の『小売』（料理品

小売業）に含まれていた持ち帰り・配達飲食サービ

スが『飲食サービス』に統合されたことから、17年

表についても「持ち帰り・配達飲食サービス」のう

ち商業マージン額相当分を『小売』の国内生産額か

ら控除した。 

② 従前より、医薬品小売業のうち処方箋に基づく薬

局の調剤分については医療部門の範囲に含まれるこ

とから『小売』の国内生産額には含めていないが、

平成23年表の『医療（調剤）』において、保険外診

療に係る調剤分について追加推計されていることか

ら、17年表についても「保険外診療に係る調剤分」

のうち商業マージン額相当分を『小売』の国内生産

額から控除した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 35,964,498 34,268,795 

 

列コード 行コード 部門名称 

5311-01  金融 

 5311-011 公的金融（ＦＩＳＩＭ） 

 5311-012 民間金融（ＦＩＳＩＭ） 

（担当府省庁） 金融庁 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表において、帰属利子方式による推計からＦ

ＩＳＩＭ方式による推計に変更されたため、17 年表につ

いても、同様に再推計を行った。また、国民経済計算と

の整合性の観点から、平成 17 年表及び 23 年表の国内生

産額の再推計を行った（国民経済計算の非市場生産者Ｆ

ＩＳＩＭを反映）。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

5311-01 平成 17 年 30,060,903 29,103,038 

23 年 21,289,109 21,628,188 

5311-011 17 年 7,255,359 6,519,0922 

23 年 4,100,501 4,315,871 

5311-012 17 年 14,337,271 14,108,516 

23 年 9,743,694 9,867,403 

 

列コード 行コード 部門名称 

5312-01 5312-011 生命保険 

（担当府省庁） 金融庁 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法 

  平成 17 年表及び 23 年表について、推計範囲、推計方

法を 27 年表に合わせた再推計を行った（17、23 年表で

「社会保険事業★★」に含まれていた社会保障基金に該

当しないものを加算）。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 7,423,497 7,457,178 

23 年 8,797,918 9,022,145  
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列コード 行コード 部門名称 

5312-02 5312-021 損害保険 

（担当府省庁） 金融庁 

（改定事項・内容） 推計方法 

   平成27年表において、損害保険部門の生産額に定型保

証を含めることとなったことから、17 年表及び 23 年表

の国内生産額について再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 3,254,883 3,648,926 

23 年 2,006,886 2,346,164 

 

列コード 行コード 部門名称 

5511-01 5511-011 不動産仲介・管理業 

（担当府省庁） 国土交通省 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成27年表において、その他の手数料を分譲住宅

の販売マージンに変更し、また、非住宅の売買仲介

手数料を新たに推計したことから、17年表及び23年

表についても再推計を行った。 

② 平成27年表において、中古住宅仲介手数料の推計

資料を変更したため、17年表及び23年表についても

同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 3,367,713 5,631,471 

23 年 3,508,735 4,968,501 

 

列コード 行コード 部門名称 

5511-02 5511-021 不動産賃貸業 

（担当府省庁） 国土交通省 

（改定事項・内容） 推計方法 

   平成27年表において、非住宅不動産の賃料収入の推計

資料を変更したことから、23 年表についても同様の資料

を使用し再推計を行った。平成17年表については、推計

資料の制約などにより、この再推計は行わなかった。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 8,767,310 8,298,332 

 

 

 

列コード 行コード 部門名称 

5722-01 5722-011 道路貨物輸送（自家輸送を除

く。） 

（担当府省庁） 国土交通省 

（改定事項・内容） 部門統合 

平成 23 年表において、「郵便法」の改正により、『郵

便・信書便』に含まれていた小包郵便物を本部門に統合

したため、17 年表について同様に統合した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 13,301,170 13,588,695 

 

列コード 行コード 部門名称 

5789-02 5789-021 水運施設管理（国公営）★★ 

5789-03 5789-031 水運施設管理 

（担当府省庁） 国土交通省 

（改定事項・内容） 部門分割 

平成27年表において、国民経済計算との整合性を確保

するため、「水運施設管理★★」に含まれていた地方公

営企業会計の港湾事業及び港湾運営会社等が港湾区域内

で行う一部施設の管理活動を『水運施設管理』に分割し

たため、17年表及び23年表について同様に分割し再推計

を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

5789-02 平成 17 年 111,250 82,875 

23 年 107,603 78,573 

5789-03 17 年 － 107,857 

23 年 － 101,534 

 

列コード 行コード 部門名称 

5789-05 5789-051 航空施設管理（公営）★★ 

5789-06 5789-061 航空施設管理 

（担当府省庁） 国土交通省 

（改定事項・内容） 部門再編 

平成27年表において、国民経済計算との整合性を確保

するため、『航空施設管理（国公営）★★』に含まれて

いた国が行う空港の管理及び航空交通管制活動を分割し、

『航空施設管理』に含めたことから、17年表及び23年表

について同様に再推計を行った。 
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（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

5789-05 平成 17 年 153,240 17,570 

23 年 143,207 21,851 

5789-06 17 年 87,937 295,554 

23 年 64,905 247,896 

 

列コード 行コード 部門名称 

5791-01 5791-011 郵便・信書便 

（担当府省庁） 総務省 

（改定事項・内容） 部門統合、部門分割 

① 平成27年表において、「その他の通信サービス」

に含まれていた簡易郵便局の郵便事業及び郵便切手

類販売所(手数料)を本部門に統合したことから、17

年表及び23年表についても同様の再推計を行った。 

② 平成23年表以降、本部門に含まれていた小包郵便

物を「道路貨物輸送(自家輸送を除く。)」に統合し

たことから、17年表についても同様の再推計を行っ

た。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,903,830 1,647,148 

23 年 1,405,039 1,428,627 

 

列コード 行コード 部門名称 

5911-01 5911-011 固定電気通信 

（担当府省庁） 総務省 

（改定事項・内容） 部門統合、推計方法 

① 平成27年表において、「その他の電気通信」及び

「その他の通信サービス」に含まれていた有線放送

電話を本部門に統合したことから、17年表及び23年

表についても同様の再推計を行った。 

なお、平成23年表の「その他の電気通信」に含ま

れていたサーバ・ハウジング・サービス、サーバ・

ホスティング・サービスの「インターネット附随サ

ービス」への統合については、推計資料の制約など

によりこの再推計は行わなかった。 

② 平成23年表については、推計方法を27年表に合わ

せた再推計を行った。平成17年表については、推計

資料の制約などによりこの再推計は行わなかった。 

 

 

 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 7,029,918 7,038,049 

23 年 8,377,338 7,013,645 

 

列コード 行コード 部門名称 

5911-02 5911-021 移動電気通信 

（担当府省庁） 総務省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表については、推計方法を27年表に合わせた

再推計を行った。平成17年表については、推計資料の制

約などによりこの再推計は行わなかった。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 9,158,162 8,301,395 

 

列コード 行コード 部門名称 

5911-03 5911-031 電気通信に附帯するサービス 

（担当府省庁） 総務省 

（改定事項・内容） 部門分割、推計資料 

① 平成27年表において、「その他の通信サービス」

に含まれていた有線放送電話は「固定電気通信」

に、簡易郵便局の郵便事業及び郵便切手類販売所

(手数料)は「郵便・信書便」にそれぞれ統合したこ

とから、17年表及び23年表についても同様の再推計

を行った。 

② 平成 17 年表及び 23 年表について、推計資料の変

更などに伴い、27 年表に合わせた再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 74,532 296,884 

23 年 133,014 406,941 

 

列コード 行コード 部門名称 

5941-01 5941-011 インターネット附随サービス 

（担当府省庁） 総務省 

（改定事項・内容） 部門統合 

平成23年表の「その他の電気通信」に含まれていたサ

ーバ・ハウジング・サービス、サーバ・ホスティング・

サービスの本部門への統合については、推計資料の制約

などにより再推計を行わなかった。 
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列コード 行コード 部門名称 

5951-01 5951-011 映像・音声・文字情報制作

（新聞・出版を除く。） 

（担当府省庁） 総務省 

（改定事項・内容） 部門統合 

平成 23 年表において『その他の対事業所サービス』

に含まれていた音声・文字情報制作に係る活動及び広

告制作並びに『ニュース供給・興信所』に含まれてい

たニュース供給を本部門に統合したため、17 年表につ

いても同様に統合、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 2,289,971 2,761,741 

 

列コード 行コード 部門名称 

6111-01 6111-011 公務（中央）★★ 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成 23 年表において、金融部門においてＦＩＳＩ

Ｍ方式が導入されたため、17 年表についても同様に

再推計を行った。 

② 平成23年表において『資本減耗引当(社会資本等減

耗分）』が時価評価で推計され、また27年表において、

『資本減耗引当(社会資本等減耗分）』の定義・範囲

が変更されたことに伴い、17 年表及び 23 年表につい

ても同様に再推計を行った。 

③ 平成 27 年表において、『間接税（関税・輸入品商

品税を除く。）」に含まれていた中央政府の手数料の

うち、市場生産者の支払分（電波利用料収入、許可

料収等）を本部門の財・サービスの販売に含めるよ

う変更したことから、17 年表及び 23 年表について

も同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 12,133,410 14,771,197 

23 年 12,507,444 13,664,127 

 

列コード 行コード 部門名称 

6112-01 6112-011 公務（地方）★★ 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成 23 年表において、金融部門においてＦＩＳＩ

Ｍ方式が導入されたため、17 年表についても同様に

再推計を行った。 

② 平成 23 年表において、『資本減耗引当(社会資本等

減耗分）』が時価評価で推計され、また平成27年表に

おいて、『資本減耗引当(社会資本等減耗分）』の定

義・範囲が変更されたことに伴い、17 年表及び 23 年

表についても同様に再推計を行った。 

③ 平成 27 年表において『間接税（関税・輸入品商品

税を除く。）』に含まれていた地方政府の手数料のう

ち、市場生産者の支払分を本部門の財・サービスの

販売に含めるよう変更したことから、17 年表及び 23

年表についても同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 26,404,467 24,812,138 

23 年 26,897,750 25,593,594 

 

列コード 行コード 部門名称 

6311-01 6311-011 学校教育（国公立）★★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成 27 年表において、高等教育機関の活動のうち

研究活動分を「学術研究機関」各部門に含め、本部門

から除外したことから、17 年表及び 23 年表について

も同様に再推計を行った。 

② 平成 27 年表において、学校に附属する研究機関の

活動のうち、教育活動分を本部門に含めたことから、

17 年表及び 23 年表についても同様に再推計を行った。 

③ 平成 23 年表において『資本減耗引当（社会資本等

減耗分）』が時価評価で推計され、また 27 年表におい

て、『資本減耗引当（社会資本等減耗分）』の定義・範

囲が変更され、さらに研究開発の資本化に基づき『資

本減耗引当（社会資本等減耗分）』を付加価値として

計上したことから、17 年表及び 23 年表についても同

様に再推計を行った。 

④ 平成 27 年表において、ＦＩＳＩＭを計上したこと

から、17 年表及び 23 年表についても同様に再推計を

行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 14,596,976 14,546,222 

23 年 13,974,332 14,446,577 
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列コード 行コード 部門名称 

6311-02 6311-021 学校教育（私立）★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成 27 年表において、高等教育機関の活動のうち

研究活動分を「学術研究機関」各部門に含め、本部

門から除外したことから、17年表及び23年表につい

ても同様に再推計を行った。 

② 平成 27 年表において、学校に附属する研究機関の

活動のうち、教育活動分を本部門に含めたことから、

17 年表及び 23 年表についても同様に再推計を行った。 

③ 平成 23 年表において『資本減耗引当』が時価評価

で推計され、また 27 年表において、『資本減耗引当』

の定義・範囲が変更され、さらに研究開発の資本化に

基づき『資本減耗引当』を付加価値として計上したこ

とから、17 年表及び 23 年表についても同様に再推計

を行った。 

④ 平成 27 年表において、ＦＩＳＩＭを計上したこと

から、17 年表及び 23 年表についても同様に再推計を

行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 5,734,541 6,238,907 

23 年 6,016,859 6,577,834 

 

列コード 行コード 部門名称 

6311-03 6311-031 学校給食（国公立）★★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表において『資本減耗引当（社会資本等減耗

分）』が時価評価で推計され、また27年表において、『資

本減耗引当（社会資本等減耗分）』の定義・範囲が変更

されたことから、17 年表及び 23 年表についても同様に

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 744,970 749,211 

23 年 657,057 654,676 

 

列コード 行コード 部門名称 

6311-04 6311-041 学校給食（私立）★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表において『資本減耗引当』が時価評価で推

計され、また 27 年表において、『資本減耗引当』の定

義・範囲が変更されたことから、17 年表及び 23 年表に

ついても同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 3,462 3,913 

23 年 6,196 6,620 

 

列コード 行コード 部門名称 

6312-01 6312-011 社会教育（国公立）★★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成 27 年表において、ＦＩＳＩＭを計上したこ

とから、17年表及び23年表についても同様に再推

計を行った。 

② 平成 23 年表において『資本減耗引当（社会資本

等減耗分）』が時価評価で推計され、また 27 年表

において、『資本減耗引当（社会資本等減耗分）』

の定義・範囲が変更されたことから、17 年表及び

23 年表についても同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,063,613 1,002,321 

23 年 820,614 866,120 

 

列コード 行コード 部門名称 

6312-02 6312-021 社会教育（非営利）★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成 27 年表において、ＦＩＳＩＭを計上したこ

とから、17年表及び23年表についても同様に再推

計を行った。 

② 平成 23 年表において『資本減耗引当』が時価評

価で推計され、また 27 年表において、『資本減耗

引当』の定義・範囲が変更されたことから、17 年

表及び23年表についても同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 287,739 288,030 

23 年 379,144 374,442 
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列コード 行コード 部門名称 

6312-03 6312-031 その他の教育訓練機関（国公

立）★★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成 27 年表において、ＦＩＳＩＭを計上したこ

とから、17年表及び23年表についても同様に再推

計を行った。 

② 平成 23 年表において『資本減耗引当（社会資本

等減耗分）』が時価評価で推計され、また 27 年表

において、『資本減耗引当（社会資本等減耗分）』

の定義・範囲が変更されたことから、17 年表及び

23 年表についても同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 535,947 551,933 

23 年 385,144 403,153 

 

列コード 行コード 部門名称 

6321-01 6321-011 自然科学研究機関（国公立）

★★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成27年表において、高等教育機関の活動のうち

自然科学に関する研究活動分を本部門に含めたこと

から、17年表及び23年表についても同様に再推計を

行った。 

② 平成27年表において、国公立学校に附属して設置

される研究機関の活動のうち、教育活動分を「学校

教育（国公立）★★」に含め、本部門から除外した

ことから、17年表及び23年表についても同様に再推

計を行った。 

③ 平成23年表において『資本減耗引当（社会資本等

減耗分）』が時価評価で推計され、また27年表にお

いて、『資本減耗引当（社会資本等減耗分）』の定

義・範囲が変更され、さらに研究開発の資本化に基

づき『資本減耗引当（社会資本等減耗分）』を付加

価値として計上したことから、17年表及び23年表に

ついても同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,365,308 3,328,038 

23 年 1,349,220 3,196,742 

 

列コード 行コード 部門名称 

6321-02 6321-021 人文・社会科学研究機関（国

公立）★★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

①  平成27年表において、高等教育機関の活動のうち

人文・社会科学に関する研究活動分を本部門に含め

たことから、17年表及び23年表についても同様に再

推計を行った。 

②  平成27年表において、国公立学校に附属して設置

される研究機関の活動のうち、教育活動分を「学校

教育（国公立）★★」に含め、本部門から除外した

ことから、17年表及び23年表についても同様に再推

計を行った。 

③ 平成23年表において『資本減耗引当（社会資本等

減耗分）』が時価評価で推計され、また27年表にお

いて、『資本減耗引当（社会資本等減耗分）』の定

義・範囲が変更され、さらに研究開発の資本化に基

づき『資本減耗引当（社会資本等減耗分）』を付加

価値として計上したことから、17年表及び23年表に

ついても同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 63,475 246,675 

23 年 57,329 222,958 

 

列コード 行コード 部門名称 

6321-03 6321-031 自然科学研究機関（非営利）★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

①  平成27年表において、高等教育機関の活動のうち

自然科学に関する研究活動分を本部門に含めたこと

から、17年表及び23年表についても同様に再推計を

行った。 

②  平成27年表において、私立学校に附属して設置さ

れる研究機関の活動のうち、教育活動分を「学校教

育（私立）★」に含め、本部門から除外したことか

ら、17年表及び23年表についても同様に再推計を行

った。 

③  平成23年表において『資本減耗引当』が時価評価

で推計され、また27年表において、『資本減耗引

当』の定義・範囲が変更され、さらに研究開発の資

本化に基づき『資本減耗引当』を付加価値として計
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上したことから、17年表及び23年表についても同様

に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 257,562 913,761 

23 年 199,391 789,235 

 

列コード 行コード 部門名称 

6321-04 6321-041 人文・社会科学研究機関（非営

利）★ 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

①  平成27年表において、高等教育機関の活動のうち

人文・社会科学に関する研究活動分を本部門に含め

たことから、17年表及び23年表についても同様に再

推計を行った。 

②  平成27年表において、私立学校に附属して設置さ

れる研究機関の活動のうち、教育活動分を「学校教

育（私立）★」に含め、本部門から除外したことか

ら、17年表及び23年表についても同様に再推計を行

った。 

③  平成23年表において『資本減耗引当』が時価評価

で推計され、また27年表において、『資本減耗引

当』の定義・範囲が変更され、さらに研究開発の資

本化に基づき『資本減耗引当』を付加価値として計

上したことから、17年表及び23年表についても同様

に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 29,182 405,678 

23 年 24,421 449,660 

 

列コード 行コード 部門名称 

6321-05 6321-051 自然科学研究機関 

6321-06 6321-061 人文・社会科学研究機関 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表において『資本減耗引当』が時価評価で推

計され、また27年表において、『資本減耗引当』の定義・

範囲が変更され、さらに研究開発の資本化に基づき『資

本減耗引当』を付加価値として計上したことから、17年

表及び23年表についても同様に再推計を行った。 

 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

6321-05 平成 17 年 538,224 552,315 

23 年 638,685 658,474 

6321-06 平成 17 年 5,179 5,434 

23 年 6,811 7,136 

 

列コード 行コード 部門名称 

6322-01 6322-011 企業内研究開発 

（担当府省庁） 文部科学省 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成27年表において、営業余剰を計上したことから、

17年表及び23年表についても同様に再推計を行った。 

② 平成23年表において『資本減耗引当』が時価評価で

推計され、また 27 年表において、『資本減耗引当』の

定義・範囲が変更され、さらに研究開発の資本化に基

づき『資本減耗引当』を付加価値として計上したこと

から、17 年表及び 23 年表についても同様に再推計を

行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 10,895,178 11,119,687 

23 年 9,849,959 10,094,413 

 

列コード 行コード 部門名称 

6411-01 6411-011 医療（入院診療） 

6411-02 6411-021 医療（入院外診療） 

6411-03 6411-031 医療（歯科診療） 

6411-04 6411-041 医療（調剤） 

6411-05 6411-051 医療（その他の医療サービス） 

（担当府省庁） 厚生労働省 

（改定事項・内容） 部門再編、推計方法 

① 平成23 年表において、「医療（国公立）」、

「医療（公益法人等）」及び「医療（医療法人

等）」を再編したため、17 年表についても同様に

再推計を行った。 

② 「医療（その他の医療サービス）」については、

平成23年表のみ副業を加算していることから、副業

分を除く再推計を行った。 
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（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

6411（注） 

 

平成 17 年 36,233,071 36,424,940 

23 年 42,768,160 41,838,873 

6411-01 17 年 － 13,557,240 

6411-02 17 年 － 13,602,532 

6411-03 17 年 － 2,987,988 

6411-04 17 年 － 4,637,491 

6411-05 17 年 － 1,639,689 

 23 年 2,215,782 1,286,495 

（注）統合小分類（182 部門）コード 

 

列コード 行コード 部門名称 

6421-01 6421-011 保健衛生（国公立）★★ 

（担当府省庁） 厚生労働省 

（改定事項・内容） 推計方法、推計範囲 

平成 17表及び 23年表について、推計方法を 27年表に

合わせた再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 649,701 706,563 

23 年 619,166 657,312 

 

列コード 行コード 部門名称 

6431-01 6431-011 社会保険事業★★ 

（担当府省庁） 厚生労働省 

（改定事項・内容） 部門統合、部門分割、推計範囲、推計     

方法 

① 平成 23 年表において、「社会保険事業（国公立）

★★」と「社会保険事業（非営利）★」を統合した

ため、17 年表について同様に統合した。 

② 平成 27 年表において、23 年表以前は本部門に含ま

れていた社会保障基金に該当しないものが「生命保

険」に統合されるとともにＦＩＳＩＭを推計するこ

とになったため、17 年表及び 23 年表について同様に

再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,366,198 1,614,478 

23 年 1,976,957 1,655,321 

 

 

列コード 行コード 部門名称 

6431-02 6431-021 社会福祉（国公立）★★ 

6431-03 6431-031 社会福祉（非営利）★ 

6431-04 6431-041 社会福祉 

（担当府省庁） 厚生労働省 

（改定事項・内容） 部門統合、推計範囲、推計方法 

① 平成27年表において新設された「保育所」は、推

計資料の制約から遡及して推計することができない

ため、国公立、非営利、市場生産者に分割し、「社

会福祉（国公立）★★」、「社会福祉（非営利）

★」、「社会福祉」に統合した。 

  なお、平成17年表の「社会福祉（非営利）★」及

び「社会福祉（産業）」については、推計資料の制

約により、23年及び27年表と一部推計方法が異な

る。 

② 平成27年表において、ＦＩＳＩＭを推計すること

になったため、17年表及び23年表も同様に再推計を

行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

6431-02 平成 17 年 1,681,820 2,109,928 

23 年 1,928,978 2,083,006 

27 年 1,367,261 2,330,245 

6431-03 17 年 3,266,181 3,310,484 

23 年 3,151,020 3,202,547 

27 年 3,230,291 4,760,499 

6431-04 17 年 302,131 259,056 

27 年 945,925 1,169,997 

 

列コード 行コード 部門名称 

6599-01 6599-011 会員制企業団体 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

 平成 27 年表における政府及び独立行政法人等の格付

に合わせたことにより、対象範囲が変更されたため、23

年表の計数を見直した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 1,143,088 1,143,199 
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列コード 行コード 部門名称 

6599-02 6599-021 対家計民間非営利団体（別掲

を除く。）★ 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成23年表において、金融部門においてＦＩＳＩ

Ｍ方式が導入されたため、17 年表も同様に再推計を

行った。 

② 平成 23 年表において、『資本減耗引当』が時価評

価で推計され、また 27 年表において、『資本減耗引

当(社会資本等減耗分）』の定義・範囲が変更された

ことに伴い、17年表及び23年表の再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 3,894,804 3,913,235 

23 年 4,022,510 3,805,123 

 

列コード 行コード 部門名称 

6631-10 6631-101 自動車整備 

（担当府省庁） 国土交通省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成27年表において、国民経済計算との整合性を確保

するため、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定の業

務（検査登録手数料収入）について、本部門に含めるこ

ととなったため、17年表及び23年表について同様に再推

計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 6,438,119 6,495,562 

23 年 5,935,874 5,980,674 

 

列コード 行コード 部門名称 

6632-10 6632-101 機械修理 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編 

平成23年表について、推計方法を17年表及び27年表に

合わせるため、再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 23 年 6,652,998 4,718,086 

 

 

列コード 行コード 部門名称 

6699-09 6699-099 その他の対事業所サービス 

（担当府省庁） 経済産業省 

（改定事項・内容） 部門再編、推計方法 

① 平成23年表について、推計方法を27年表に合わせ

るため、再推計を行った。 

② 平成23年表において、17年表の『ニュース供給・

興信所』に含まれていた細品目「興信所」を分割し、

『その他の対事業所サービス』に含めたことから、

17年表についても同様に再推計を行った。 

③ 平成23年表において、17年表の『その他の対事業

所サービス』に含まれていた音声・文字情報制作に

係る活動及び広告制作業の活動を分割し、『映像・

音声・文字情報制作業』に含めたことから、17年表

についても同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 15,487,531 14,931,218 

23 年 19,772,193 22,132,443 

 

列コード 行コード 部門名称 

6721-01 6721-011 飲食サービス 

（担当府省庁） 農林水産省 

（改定事項・内容） 部門統合 

平成23年表において、『一般飲食店（除喫茶店）』、『喫

茶店』及び『遊興飲食店』を統合した上で、『小売』に

含まれていた持ち帰り・配達飲食サービスについても本

部門の範囲としたため、17 年表について同様に統合した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 20,949,107 25,784,305 

 

コード 行コード 部門名称 

6731-04 6731-041 浴場業 

（担当府省庁） 厚生労働省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成 23 年表において、「ソープランド業」が「その他

の洗濯・理容・美容・浴場業」に統合されたため、17 年

表について同様に統合した。 
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（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 572,930 412,286 

 

列コード 行コード 部門名称 

6731-09 6731-099 その他の洗濯・理容・美容・

浴場業 

（担当府省庁） 厚生労働省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成 23 年表において、「ソープランド業」が統合され

たため、17 年表についても同様に統合した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 602,419 763,063 

 

列コード 行コード 部門名称 

6741-04 6741-041 スポーツ施設提供業・公園・

遊園地 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 部門統合 

平成23年表において、日本標準産業分類の改定により、

17 年表まで「個人教授業」に含まれていたフィットネス

クラブを本部門に統合したため、17 年表についても再推

計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 2,071,017 2,418,095 

 

列コード 行コード 部門名称 

6799-03 6799-031 個人教授業 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 部門分割 

平成23年表において、日本標準産業分類の改定により、

17 年表まで本部門に含まれていたフィットネスクラブを

分割し『スポーツ施設提供業・公園・遊園地』に統合し

たため、17 年表についても再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 3,495,906 3,148,828 

 

 

 

列コード 行コード 部門名称 

6799-09 6799-099 その他の対個人サービス 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成27年表推計において、「スポーツ振興くじ」の払

戻額を控除していることから、17 年表及び平成 23 年表

についても同様の再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,729,830 1,722,396 

23 年 1,850,328 1,808,724 

 

２ 最終需要部門 

 

列コード 行コード 部門名称 

7111-00  家計外消費支出（列） 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成27年表において、「娯楽・スポーツ費」を本部門

から『家計消費支出』へ含めたことから、17年表及び23

年表の国内生産額について、「娯楽・スポーツ費」を除

外した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 16,802,674 16,569,092 

23 年 13,633,296 13,466,280 

 

列コード 行コード 部門名称 

7211-00  家計消費支出 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成27年表において、『家計外消費支出（列）』に含ま

れていた「娯楽・スポーツ費」について本部門に含めた

ため、17年表及び23年表について同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 274,862,569 280,089,826 

23 年 276,497,315 275,340,038 

 

 

  

- 87 - 



列コード 行コード 部門名称 

7212-00  対家計民間非営利団体消費支

出 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

①  平成27年表において、研究・開発の資本化に伴い、

非市場生産者（対家計民間非営利団体）★の研究・

開発への支出分を『総固定資本形成（民間）』へ振

り替えたことから、17 年表及び 23 年表について同

様に再推計を行った。 

②  平成23年表において、評価方法を時価評価に変更

したことや、平成27年表において、定義・範囲が拡

大されたことに伴い、非市場生産者（対家計民間非

営利団体）★の『資本減耗引当』が改定されたため、

17 年表及び 23 年表について再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 6,010,726 6,215,766 

23 年 6,324,130 6,764,314 

 

列コード 行コード 部門名称 

7311-01  中央政府集合的消費支出 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

① 平成 27 年表において、中央政府に分類される非市

場生産者（一般政府）★★の研究・開発への支出分

を『国内総固定資本形成（公的）』へ振り替えたた

め、17年表及び23年表について同様に再推計を行っ

た。 

② 平成27年表において、防衛装備品への支出分を

『国内総固定資本形成（公的）』へ振り替えたた

め、17年表及び23年表について同様に再推計を行っ

た。 

③ 平成 27 年表において、「公的金融(ＦＩＳＩＭ)」

部門の産出額のうち中央銀行の非市場産出分を、従

来の金融部門から『公務（中央）★★』部門の中間

投入に振り替えたことに伴い、生産額の合計から算

出する『公務（中央）★★』部門の国内生産額の増

加分を本部門に含めたため、17 年表及び 23 年表につ

いて同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 9,841,064 9,108,365 

23 年 9,536,671 7,752,466 

 

列コード 行コード 部門名称 

7311-02  地方政府集合的消費支出 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成 27 年表において、地方政府に分類される非市場生

産者（一般政府）★★の研究・開発への支出分を『国内

総固定資本形成（公的）』へ振り替えたため、17 年表及

び 23 年表について同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 15,324,377 15,275,590 

23 年 16,215,189 14,923,657  

 

列コード 行コード 部門名称 

7311-03  中央政府個別的消費支出 

7311-04  地方政府個別的消費支出 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成 27 年表において、医療部門の社会扶助給付につい

て、国民経済計算と整合的になるよう、中央と地方に分

割したため、17年表及び23年表について同様に再推計を

行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

7311-03 平成 17 年 36,335,970 34,729,501 

23 年 43,819,133 40,898,149 

7311-04 17 年 15,188,494 17,146,129 

23 年 15,147,428 17,684,401 

 

列コード 行コード 部門名称 

7321-01  中央政府集合的消費支出 

（社会資本等減耗分） 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

① 平成 23 年表において、時価評価を導入したため、

17 年表について再推計を行った。 

② 平成 27 年表において、新たに資本化された研究・

開発（非市場生産者（一般政府）★★のうち中央政

府分）や防衛装備品等の固定資産から発生する減耗

分を加算したため、17年表及び23年表について同様

に再推計を行った。 
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（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 2,224,827 6,652,750 

23 年 3,146,887 6,961,188 

 

列コード 行コード 部門名称 

7321-02  地方政府集合的消費支出 

（社会資本等減耗分） 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

① 平成 23 年表において、時価評価を導入したため、

17 年表について再推計を行った。 

② 平成 27 年表において、新たに資本化された研究・

開発（非市場生産者（一般政府）★★のうち地方政

府分）等の固定資産から発生する減耗分を加算した

ため、17 年表及び 23 年表について同様に再推計を行

った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 9,550,524 8,704,343 

23 年 9,085,528 9,478,141 

 
 

列コード 行コード 部門名称 

7321-03  中央政府個別的消費支出 

（社会資本等減耗分） 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成23年表において、時価評価を導入したため、17年

表について再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 699,377 672,906 

 

列コード 行コード 部門名称 

7321-04  地方政府個別的消費支出 

（社会資本等減耗分） 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成23年表において、時価評価を導入したため、17年

表について再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 1,876,944 1,806,523 
 

列コード 行コード 部門名称 

7411-00  国内総固定資本形成（公的） 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

① 平成27年表において、2008ＳＮＡの「研究・開発

の資本化」、「防衛装備品の資本化」に対応して定

義・範囲を拡張したため、17年表及び23年表につい

て同様に再推計を行った。 

② 平成 27 年表において、建築に係る『建設補修』部

門の産出のうち、機能や耐用年数の向上を伴う工事

は固定資産とみなし、同部門に含める定義範囲を拡

張したため、17 年、23 年表について同様に再推計を

行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 23,817,652 27,777,946 

23 年 20,401,047 24,109,925 

 

列コード 行コード 部門名称 

7511-00  国内総固定資本形成（民間） 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

① 平成27年表において、2008ＳＮＡの「研究・開発

の資本化」、「所有権移転費用の扱いの精緻化」に

対応して定義範囲を拡張したため、17年表及び23年

表について同様に再推計を行った。 

② 平成 27 年表において、建築に係る「建設補修」部

門の産出のうち、機能や耐用年数の向上を伴う工事

は固定資産とみなし、同部門に含める定義範囲を拡

張したため、17年表及び23年表について同様に再推

計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 89,983,903 111,934,525 

23 年 70,983,359 90,772,109 

 

列コード 行コード 部門名称 

7611-04  原材料在庫純増 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成27年表において、2008ＳＮＡの「防衛装備品の資

本化」に対応して、定義・範囲を拡張したため、17 年表
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及び 23 年表について同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 -213,558 -213,353 

23 年 -148,847 -161,560 

 

列コード 行コード 部門名称 

8011-02  輸出（特殊貿易） 

（担当府省庁） 総務省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

① 平成 23 年表において、金融部門がＦＩＳＩＭ方式

で推計されたため、17 年表について同様に再推計を

行った。 

② 平成27年表において、『企業内研究開発』に国際収

支統計から得られる輸出入を計上することとしたた

め、23年表について再推計を行った。 

③ 平成27年表において2008ＳＮＡへの対応として、

国際収支統計における「仲介貿易商品」の正の輸出

及び負の輸出の合計額を、コスト商業として「卸売」

部門の「輸出（特殊貿易）」部門に一括して計上し

国内生産額に含めたため、17年表及び23年表につい

て同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 8,202,571 9,769,908 

23 年 8,461,981 9,965,844 

 

列コード 行コード 部門名称 

8411-02  （控除）輸入（特殊貿易） 

（担当府省庁） 総務省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

① 平成23年表において、金融部門がＦＩＳＩＭ方式

で推計されたため、17 年表について同様に再推計を

行った。 

② 平成27年表において、『企業内研究開発』に国際

収支統計から得られる輸出入を計上することとした

ため、23年表について再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 -8,275,456 -8,384,559 

23 年 -8,140,425 -8,851,639 
 

列コード 行コード 部門名称 

8611-01  （控除）輸入品商品税 

（担当府省庁） 総務省 

（改定事項・内容） 推計方法 

平成23年表において、輸入品にかかる内国消費税のう

ち、たばこ税について推計方法を見直したため、17年表

について同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 -3,890,422 -4,267,272 

 

３ 粗付加価値部門 

 

列コード 行コード 部門名称 

 7111-001 宿泊・日当 

 7111-002 交際費 

 7111-003 福利厚生費 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成27年表において、「娯楽・スポーツ費」を本部門

から「その他の給与及び手当」へ含めたことから、17年

表及び23年表の国内生産額について、「娯楽・スポーツ

費」を除外した。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

7111-001 平成 17 年 4,826,162 4,839,460 

23 年 4,261,177 4,261,026 

7111-002 平成 17 年 4,872,053 4,885,478 

23 年 3,028,198 3,027,512 

7111-003 平成 17 年 7,104,459 6,844,154 

23 年 6,343,921 6,177,742 

 

列コード 行コード 部門名称 

 9111-000 賃金・俸給 

（担当府省庁） 厚生労働省 

（改定事項・内容） 推計範囲 

平成23年表において、役員賞与を本部門に含めること

としたため、17 年表について同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 219,862,084 220,979,713 
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列コード 行コード 部門名称 

 9112-000 社会保険料（雇用主負担） 

 9113-000 その他の給与及び手当 

（担当府省庁） 厚生労働省 

（改定事項・内容） 推計範囲    

  ① 平成27年表において、「社会保険（雇用主負

担）」に含まれていた厚生年金基金並びに「その他

の給与及び手当」に含まれていた厚生年金基金の上

乗せ給付に係る掛金及び確定給付企業年金への掛金

に替えて、確定給付型企業年金に係る勤務費用及び

当該年金制度運用に係る費用を「その他の給与及び

手当」に含めたため、17年表及び23年表について再

推計を行った。 

  ② 平成27年表において、「福利厚生費」に含まれて

いた娯楽・スポーツ費を「その他の給与及び手当」

に含めたため、17年表及び23年表について再推計を

行った。 

  ③ 平成27年表において、雇用者ストックオプション

を「その他の給与及び手当」に含めたため、17年表

及び23年表について再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

コード 改定年 改定前 改定後 

9112-000 平成 17 年 23,871,984 23,061,037 

23 年 25,764,948 25,337,656 

9113-000 平成 17 年 15,083,456 16,523,262 

23 年 13,240,959 14,213,564 

 

列コード 行コード 部門名称 

 9211-000 営業余剰 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

① 平成23年表において、「役員賞与」を本部門から

除き、『賃金・俸給』へ含めたため、17年表につい

て同様に再推計を行った。※ 

② 平成23年表において、「事業税」を『間接税（関

税・輸入品商品税を除く。）』から除き、本部門へ

統合したため、17年表において同様に再推計を行っ

た。 

③ 平成27年表において、「地方法人特別税」を『間

接税（関税・輸入品商品税を除く。）』から除き、

本部門へ統合したため、17年表及び23年表について

同様に再推計を行った。 

※ 「役員賞与」については、内数の推計値を平

成 12―17―23 接続表値から変更している。 

 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 99,584,574 107,396,761 

23 年 86,806,105 85,703,110 

 

列コード 行コード 部門名称 

 9311-000 資本減耗引当 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲、推計方法 

① 平成23年表において、時価評価を導入したため、

平成 17 年表について同様に再推計を行った。 

②  平成27年表において、2008ＳＮＡの「研究・開発

の資本化」、「所有権移転費用の扱いの精緻化」に対

応して、定義・範囲を拡張したため、17年表及び23

年表について同様に再推計を行った。（注） 

③ 平成27年表において、建築に係る『建設補修」部

門の産出のうち、機能や耐用年数の向上を伴う工事

は固定資産とみなし、定義・範囲を拡張したため、

17年表及び23年表について同様に再推計を行った。          

  （注） 『企業内研究開発』に係る資本減耗は、研

究開発を行った各部門の資本減耗に含まれる。 

また、私立の高等教育機関が行う研究開発

（附属研究所等の活動を除く。）は『学校教

育（私立） ★』が取得したものとされるた

め、資本減耗も同部門に計上する。私立の高

等教育機関の附属研究所等が行う研究開発は、

『自然科学研究機関（非営利）★』や『人

文・社会科学研究機関（非営利）★』が取得

したものとされるため、資本減耗も同部門に

計上する。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 82,293,174 107,219,902 

23 年 85,689,911 106,666,950 

 

列コード 行コード 部門名称 

 
9321-000 資本減耗引当（社会資本等

減耗分） 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計方法 

① 平成23年表において、時価評価を導入したため、

17年表について同様に再推計を行った。また、『中
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央政府集合的消費支出（社会資本等減耗分）』、

『地方政府集合的消費支出（社会資本等減耗

分）』、『中央政府個別的消費支出（社会資本等減

耗分）』及び『地方政府個別的消費支出（社会資本

等減耗分）』のそれぞれの部門での推計範囲の変更

を反映して、17年表及び23年表について再推計を行

った。 

②  平成27年表において、2008ＳＮＡの「研究・開発

の資本化」、「防衛装備品の資本化」に対応して、定

義・範囲を拡張したため、17 年表及び 23 年表につ

いて同様に再推計を行った。（注） 

③ 平成27年表において、建築にかかる『建設補修』

のうち、機能や耐用年数の向上を伴う工事は固定資

産とみなし、定義・範囲を拡張したため、17 年表及

び 23 年表について同様に再推計を行った。 

（注）   国公立の高等教育機関が行う研究開発

（附属研究所等の活動を除く。）は『学校教育

（国公立） ★★』が取得したものとされるた

め、資本減耗も同部門に計上する。国公立の

高等教育機関の附属研究所等が行う研究開発

は、『自然科学研究機関（国公立）★★』や

『人文・社会科学研究機関（国公立）★★』

が取得したものとされるため、資本減耗も同

部門に計上した。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 14,351,672 17,836,522 

23 年 14,018,046 18,224,960 

 

列コード 行コード 部門名称 

 
9411-000 間接税（関税・輸入品商品

税を除く。） 

（担当府省庁） 内閣府 

（改定事項・内容） 推計範囲 

① 平成23年表において、事業税を間接税から除き、

『営業余剰』に含めたため、17 年表について同様に

再推計を行った。 

② 平成27年表において、政府手数料（強制手数料、

電波利用料収入及び許可料（道路整備特別会計）は、

間接税から除き、『公務（中央）★★』及び『公務

（地方）★★』に含めたため、17 年表及び 23 年表

について同様に再推計を行った。 

③ 平成27年表において、地方法人特別税を間接税か

ら除き、『営業余剰』に含めたため、17 年表につい

て同様に再推計を行った。 

（ 改 定 値 ） 

改定年 改定前 改定後 

平成 17 年 37,531,113 32,447,105 

23 年 31,934,109 30,154,583 
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〔参考３〕

(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

0111-011 米 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 玄米、くず米

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 玄米

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0111-012 稲わら 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 稲わら

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 穀物のわら及び殻

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 穀物のわら及び殻

0111-021 小麦 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 小麦

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 小麦

0111-022 大麦 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 六条大麦、二条大麦（ビール麦）、裸麦

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 大麦及び裸麦

0112-011 かんしょ 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A かんしょ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A かんしょ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A かんしょ

0112-012 ばれいしょ 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A ばれいしょ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ばれいしょ

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0112-021 大豆 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 大豆

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 大豆、採油用の大豆の粉及びミール

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0112-029 その他の豆類 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A いんげん豆、小豆、らっかせい

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A えんどう、ひよこ豆、緑豆、小豆、いんげん豆、竹小豆、
ひら豆、そら豆、その他の豆（さやを除いたもの）、落花
生、ローカストビーン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 小豆、その他の豆（さやを除いたもの）

0113-001 野菜 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A かぼちゃ、ピーマン、きゅうり、メロン、すいか、なす、
トマト、いちご、さやえんどう、スイートコーン、えだま
め、さやいんげん、キャベツ、はくさい、ほうれんそう、
ねぎ、たまねぎ、にら、みつば、しゅんぎく、にんにく、
レタス、セルリー、カリフラワー、ブロッコリー、こまつ
な、アスパラガス、ふき、たけのこ、ちんげんさい、だい
こん、かぶ、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも、
れんこん、しょうが、もやし

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A トマト、たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキ、カリ
フラワー、ブロッコリー、芽キャベツ、レタス、チコ
リー、にんじん及びかぶ、ごぼう、きゅうり及びガーキ
ン、えんどう、ささげ属又はいんげんまめ属の豆、その他
の豆、アスパラガス、なす、セルリー、ピーマン、とうが
らし属又はピメンタ属の果実、スイートコーン、かぼ
ちゃ、その他の野菜、すいか、メロン、ストロベリー、
しょうが

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A たまねぎ及びシャロット、にんじん及びかぶ、リーキ、
キャベツ、レタス、その他の野菜、メロン、ストロベ
リー、しょうが

0114-011 果実 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A みかん、りんご、ぶどう、日本なし、西洋なし、もも、す
もも、おうとう、うめ、びわ、かき、くり、キウイフルー
ツ、パインアップル

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A オレンジ、マンダリン・ダンジェリン及びうんしゅうみか
ん並びクレメンタイン・ウィルキングその他これらに類す
るかんきつ類の交雑種、グレープフルーツ、レモン、ライ
ム、りんご、ココやしの実、ブラジルナット、カシュー
ナット、スイートアーモンド、ヘーゼルナット、くるみ、
くり、ピスタチオナット、マカダミアナット、ペカン、そ
の他のナット、バナナ、なつめやしの実、いちじく、パイ
ナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチ
ン、ぶどう、パパイヤ、さくらんぼ、ラズベリー・ブラッ
クベリー・桑の実及びローガンベリー、クランベリー・ビ
ルベリーその他のバキニウム属の果実、キウイフルーツ、
ブラックカーラント・ホワイトカーラント・レッドカーラ
ント及びグーズベリー、その他の果実

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A オレンジ、マンダリン・ダンジェリン及びうんしゅうみか
ん並びクレメンタイン・ウィルキングその他これらに類す
るかんきつ類の交雑種、りんご、アーモンド、くり、ぶど
う、なし、さくらんぼ、桃、かき

0115-011 砂糖原料作物 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A さとうきび、てんさい

0115-021 コーヒー豆・カカオ豆（輸入） 農林水産省 輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A コーヒー（いったものを除く。)、カカオ豆

0115-029 その他の飲料用作物 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 茶、ホップ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ホップ

0115-091 雑穀 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A そば

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ライ麦、オート、とうもろこし、グレーンソルガム、そ
ば、カナリーシード

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0115-099 他に分類されない食用耕種作物 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A なたね、その他の油糧作物、他に分類されない食用耕種作
物

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 亜麻の種、菜種、ひまわりの種、ごま、マスタードの種、
けしの種、大麻の種、ひまの種、サフラワーの種、その他
の採油用の種及び果実、カッサバ芋、アロールート・サ
レップ・菊芋、ペッパー、とうがらし属又はピメンタ属の
果実（乾燥したもの）、丁子、肉ずく、肉ずく花、カルダ
モン類、アニス又は大ういきょうの種、コリアンダーの
種、クミンの種、サフラン、うこん、月けい樹の葉及びタ
イム、その他の香辛料、こんにゃく芋

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ごま、アロールート・サレップ・菊芋、バニラ豆

インフレータ作成の詳細

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

- 93 - 



(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

0116-011 飼料作物 農林水産省 国内生産品 農業経営統計（農林水産省） A 牧草、青刈りとうもろこし、ソルゴー

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ルタバガ・飼料用のビートその他の飼料用の根菜類・飼料
用の乾草・クローバー・セインホイン・飼料用のケール・
ルーピン・ベッチその他これらに類する飼料用植物

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0116-021 種苗 農林水産省 国内生産品 農業物価統計（農林水産省） B 種苗及び苗木、球根

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A りん茎・塊茎・塊根・球茎・冠根及び根茎、根を有しない
挿穂及び接ぎ穂、樹木及び灌木、生きている植物及び根を
有する挿穂及び接ぎ穂、スイートコーン（播種用）、えん
どう（播種用）、いんげん豆（播種用）、そら豆（播種
用）、その他の豆（播種用）、ライ麦（播種用）、オート
（播種用）、播種用のとうもろこし、てん菜の種、飼料用
植物の種、チモシーの種、園芸用草花の種、大根の種、野
菜の種、その他の播種用の種・果実及び胞子

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0116-031 花き・花木類 農林水産省 国内生産品 農業物価統計（農林水産省） B 切花、鉢物

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A しゃくなげ・つつじその他のつつじ属の植物、ばら、ら
ん、切花及び花芽、こけ及び地衣、植物の葉・枝その他の
部分

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0116-091 葉たばこ 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 葉たばこ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A たばこ、くずたばこ

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0116-092 生ゴム（輸入） 農林水産省 輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 天然ゴム、バラタ・グタペルカ・グアユール・チクルその
他これらに類する天然ガム

0116-093 綿花（輸入） 農林水産省 輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A コットンリンター、実綿及び繰綿、その他の綿のくず

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 綿の糸くず、その他の綿のくず

0116-099 他に分類されない非食用耕種作物 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A い

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A セメンシナその他のサントニン採取用のもの・麻黄及び沈
香、甘草、ヤボランジ葉・パチュリ葉・センナ葉・ウワウ
ルシ葉・ホミカ・クベバ・コロシント実・コルセクム子・
トンカ豆・ストロファンツス子・プランタゴプシリウムの
種・キナ皮・コンズランゴ皮・カスカラソグラダ・斗根・
りんどう・ゲンチアナ根・セネガ根・遠志・甘松香・コロ
ンボ根・海葱・ヤラッパ根・デリス根・インド蛇木根・木
香・白及・キューベ根・槐花及び大黄、除虫菊、びゃくだ
ん、植物性材料（香料用、医療用、殺虫用、殺菌用、組物
用、詰物用、ほうき又はブラシ用、染色用又はなめし
用）、はとむぎ、いぐさ・七島い、雁皮並びにナット及び
種、たぶの木又はへちまの植物性生産品、水ごけ、かしわ
の葉、さるとりいばらの葉、植物性生産品、亜麻、亜麻の
トウ及びくず、ジュートその他の紡織用靱皮繊維及びその
くず

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 植物性材料（香料用、医療用、殺虫用、殺菌用、組物
用）、その他の植物性生産品、亜麻のトウ及びくず

0121-011 生乳 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 生乳

0121-019 その他の酪農生産物 農林水産省 国内生産品 ・生産農業所得統計（農林水産省）
・農業物価統計（農林水産省）
・畜産物流通統計（農林水産省）

A 乳子牛（と畜向け）、乳子牛（肉用肥育向け）、乳廃牛、
乳子牛の成長増加

0121-021 肉用牛 農林水産省 国内生産品 ・生産農業所得統計（農林水産省）
・農業物価統計（農林水産省）
・畜産物流通統計（農林水産省）

A と畜向け肉用牛、肥育向け子畜

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 牛

0121-031 豚 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 豚

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 豚

0121-041 鶏卵 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 鶏卵、廃鶏、不正常卵

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 殻付きの鳥卵

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 殻付きの鳥卵

0121-051 肉鶏 農林水産省 国内生産品 生産農業所得統計（農林水産省） A 肉鶏

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鶏

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0121-099 その他の畜産 農林水産省 国内生産品 ・生産農業所得統計（農林水産省）
・日本貿易統計（財務省）

A 羊毛、軽種馬、やぎ、はちみつ、うずらの卵

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 羊毛、羊毛のノイル、羊毛又は繊獣毛のくず、純粋種の繁
殖用の馬、純粋種の繁殖用以外の馬、その他の動物(霊長
類）、かめ目、ワニ目、トカゲ亜目、猛きん類、おうむ
目、無尾目、有尾目、天然はちみつ、アイボリー並びにそ
の粉及びくず、角及びひづめ、かめの甲、ホエールボー
ン、ホエールボーンヘア、その他のもの、枝角、つめ及び
くちばし、牛の精液、わに皮、とかげ皮、へび皮、ミンク
の原毛皮、原毛皮、繭、くず繭、カシミヤやぎの毛、繊獣
毛、繊獣毛のノイル

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0131-011 獣医業 農林水産省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 獣医代

0131-021 農業サービス（獣医業を除く。） 農林水産省 国内生産品 ・農業経営統計（農林水産省）
・農業物価統計（農林水産省）
・業務統計（農林水産省）

A 共同乾燥施設、土地改良区、航空防除、青果物共同選果
場、稲作共同育苗事業、種付業

0151-011 育林 農林水産省 国内生産品 山元立木価格（日本不動産研究所） A 素材仕向分、育林の成長増加

- 94 - 



(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

0152-011 素材 農林水産省 国内生産品 ・生産林業所得統計（農林水産省）
・特用林産基礎資料（農林水産省）

A すぎ、ひのき、あか・くろまつ、からまつ・えぞまつ・と
どまつ、その他の針葉樹、広葉樹、しいたけ用ほだ木の原
木、薪炭材等の原木

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 木材(粗のもの)(まつ属、シトカスプルース、もみ属又は
とうひ属、からまつ属、ひのき属、つが属、ねずこ属、と
がさわら属、その他の針葉樹、ダークレッドメランチ・ラ
イトレッドメランチ及びメランチバカウ、ホワイトラワ
ン・ホワイトメランチ・ホワイトセラヤ・イエローメラン
チ及びアラン、クルイン又はカプール、チーク、ラミン・
ジョンコン・メルパウ・ジェルトン及びケンパス、オク
メ・オべチュ・サぺリ・シポ・アカジョアフリカ・マコレ
及びイロコ、その他の熱帯産木材、オーク、ビーチ、桐、
ふたばがき科)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 木材(粗のもの)(針葉樹、その他)

0153-011 特用林産物（狩猟業を含む。） 農林水産省 国内生産品 ・生産林業所得統計（農林水産省）
・特用林産基礎資料（農林水産省）

A まつたけ、しいたけ（生）、しいたけ（乾）、なめこ、え
のきたけ、ひらたけ、ぶなしめじ、まいたけ、竹材、薪、
木炭

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A まつたけ、トリフ、しいたけ、きのこ（はらたけ属のも
の）、きくらげ、びんろう子、アラビアゴム、セラックそ
の他の精製ラック、シードラック、天然のガム・樹脂・ガ
ムレジン及びオレオレジン、生漆、竹、とう、漆ろう及び
はぜろう、カルナバろう、植物性ろう、しか皮、きつねの
原毛皮、薪材、木炭、やし殻炭、天然コルク

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A きのこ、しいたけ、アラビアゴム、竹、漆ろう及びはぜろ
う、植物性ろう、薪材、木炭

0171-011 海面漁業 農林水産省 国内生産品 漁業生産額（農林水産省） A まぐろ類、かじき類、かつお類、さめ類、さけ・ます類、
このしろ、にしん、いわし類、あじ類、さば類、さんま、
ぶり類、ひらめ・かれい類、たら類、ほっけ、きちじ、は
たはた、にぎす類、あなご類、たちうお、たい類、いさ
き、さわら類、すずき類、いかなご、あまだい類、ふぐ
類、その他の魚類、いせえび、くるまえび、その他のえび
類、ずわいがに、べにずわいがに、がざみ類、その他のか
に類、あわび類、さざえ、あさり類、ほたてがい、その他
の貝類、するめいか、あかいか、その他のいか類、おきあ
み類、たこ類、うに類、海産ほ乳類、その他の水産動物
類、こんぶ類、その他の海藻類、捕鯨業（くじら類）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A さけ・まぐろ・にしん・さば・あじ・えび・かに・たこ・
はまぐり・あさり・うに・ひじき・わかめ等の海産魚介類
（生鮮、冷蔵又は生きているもの）、天然真珠

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0171-021 海面養殖業 農林水産省 国内生産品 漁業生産額（農林水産省） A ぎんざけ、ぶり類、まあじ、しまあじ、まだい、ひらめ、
ふぐ類、その他の魚類、ほたてがい、かき類（殻付き）、
その他の貝類、くるまえび、ほや類、その他の水産動物
類、真珠、こんぶ類、わかめ類、のり類、もずく類、その
他の海藻類、ぶり類（種苗）、まだい（種苗）、ひらめ
（種苗）、真珠母貝、ほたてがい（種苗）、かき類（種
苗）、くるまえび（種苗）、わかめ類（種苗）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 観賞用以外の魚（養魚用の稚魚)(生きているもの）、ぶ
り・たい・ふぐ・かき（生鮮、冷蔵又は生きているも
の）、養殖真珠

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 観賞用以外の魚(生きているもの）、かき、ほや、養殖真
珠

0172-001 内水面漁業・養殖業 農林水産省 国内生産品 漁業生産額（農林水産省） A さく河性さけ・ます類、陸封性さけ・ます類、わかさぎ、
あゆ、しらうお、こい、ふな、うぐい・おいかわ、うな
ぎ、はぜ類、しじみ、えび類、ます類、あゆ、こい、うな
ぎ、淡水真珠

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A かえるの脚、こい及び金魚、観賞用の魚、うなぎ、ます、
しじみ、ふ化用の魚卵

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 金魚、観賞用の淡水魚、うなぎ、こい

0611-011 石炭 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 石炭（精炭）、亜炭（精炭）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 無煙炭、歴青炭、石炭(無煙炭及び歴青炭を除く。)、亜炭
(黒玉を除く。)、泥炭(ピートリッターを含む。)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 歴青炭、無煙炭、泥炭

0611-012 原油 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 原油

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 石油及び歴青油(原油)、粗油(軽質油及びその調製品を除
く。)

0611-013 天然ガス 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ガス田ガス・炭田ガス（構造性）、ガス田ガス・炭田ガス
（水溶性）、油田ガス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 液化天然ガス

0621-011 砂利・採石 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 砂利・砂

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 天然の砂(けい砂を除く。)、パミスストーン、スレート、
大理石及びトラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は
建築用の石灰質の岩石及びアラバスター、花こう岩、砂
岩、石碑用又は建築用の岩石(花こう岩及び砂岩を除
く。)、小石、砂利及び砕石並びにシングル及びフリン
ト、大理石の粒、破片及び粉、岩石の粒、破片及び粉(大
理石を除く。)、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてない
ものに限る。)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 天然の砂(けい砂及び砂状の金属鉱を除く。)、パミスス
トーン、スレート、大理石及びトラバーチン、花こう岩、
その他の石碑用又は建築用の岩石(花こう岩、砂岩を除
く。)、小石、砂利及び砕石並びにシングル及びフリン
ト、岩石の粒、砕片及び粉(大理石のものを除く。)、蛭
石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

0621-021 砕石 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 砕石、切石、間知石、割石、割ぐり石、その他

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A スラグ、ドロス、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に
生ずるものに限る。)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A スラグ、ドロス、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に
生ずるものに限る。)

0629-091 鉄鉱石 経済産業省 国内生産品 ・国内生産額表（総務省）
・日本貿易統計（財務省）

A 鉄鉱石〔平成27年の単価は実績がないため、輸入単価の23
年と27年の変化率を23年国産単価に乗じて用いた。〕

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄鉱(硫化鉄鉱を除く。)

0629-092 非鉄金属鉱物 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 金鉱（含有量）、銀鉱（含有量）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 硫化鉄鉱、マンガン鉱、銅鉱、ニッケル鉱、アルミニウム
鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、クロム鉱、タングステン鉱、トリウム
鉱、モリブデン鉱、チタン鉱、ジルコニウム鉱、ニオブ
鉱、タンタル鉱及びバナジウム鉱、銀鉱、その他の貴金属
鉱、アンチモン鉱

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

0629-093 石灰石 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 石灰石

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 石灰石その他の石灰質の岩石

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 石灰石その他の石灰質の岩石

0629-094 窯業原料鉱物（石灰石を除く。） 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A けい石、けい砂、ドロマイト、木節・頁岩粘土、がいろ目
粘土、ろう石、長石、風化花こう岩（含むサバ）、陶石、
ろう石クレー、陶石クレー、カオリン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A けい砂、石英(天然の砂を除く。)、けい岩、カオリンその
他のカオリン系粘土、耐火粘土、ばん土頁岩、その他の粘
土(ベントナイトを除く。)、アルダルーサイト、カイアナ
イト及びシリマナイト、ムライト、シャモット及びダイナ
スアース、ドロマイト、ドロマイトラミングミックス、天
然石膏及び天然無水石膏、ステアタイト及びタルク、長
石、白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト、そ
の他の鉱物、ガラスのくず及び塊

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A けい砂(砂状の金属鉱を除く。)、石英(天然の砂を除
く。)、けい岩、カオリンその他のカオリン系粘土、耐火
粘土、その他の粘土(ベントナイトを除く。)、アンダルー
サイト、カイアナイト及びシリマナイト、ムライト、シャ
モット及びダイナスアース、けいそう土その他これに類す
るけい酸質の土、ドロマイト、ドロマイトラミングミック
ス、天然石膏及び天然無水石膏、ステアタイト(天然のも
の)及びタルク、長石、白榴石、ネフェリン及びネフェリ
ンサイアナイト、鉱物(その他のもの)、ガラスのくず及び
塊、貴石及び半貴石

0629-099 他に分類されない鉱物 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ベントナイト、けいそう土（粗鉱）、酸性白土（粗鉱）、
滑石（精鉱）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 硫黄、ベントナイト、天然のりん酸カルシウム及びりん酸
アルミニウムカルシウム並びにりん酸塩を含有する白亜、
天然の硫酸バリウム(重晶石)、雲母、天然ほう酸塩及びそ
の精鉱並びに天然ほう酸(天然のほう酸ナトリウムを除
く。)、ほたる石、キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグ
ネシウム)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 硫黄、ベントナイト、雲母(はく離雲母を含む。)、天然ほ
う酸塩及びその精鉱並びに天然ほう酸、ほたる石

1111-011 牛肉 農林水産省 国内生産品 ・畜産物流通統計（農林水産省）
・部分肉取引実績（日本食肉流通セン
ター）

A 和牛めす、和牛去勢、和牛おす、乳牛めす、乳牛おす、そ
の他の牛めす、その他の牛おす、子牛

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 牛肉

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 牛肉

1111-012 豚肉 農林水産省 国内生産品 ・畜産物流通統計（農林水産省）
・部分肉取引実績（日本食肉流通セン
ター）

A 豚肉

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 豚肉

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 豚肉

1111-013 鶏肉 農林水産省 国内生産品 日経商品情報（日本経済新聞社） A 肉用若鶏（ブロイラー）、廃鶏、その他の肉用鶏

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鶏肉

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鶏肉

1111-014 その他の食肉 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 馬肉

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A いのしし、羊、やぎ、馬・ろ馬・ら馬又はヒニー、七面
鳥、あひる、うさぎ、その他の肉

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1111-015 と畜副産物（肉鶏処理副産物を含
む。）

農林水産省 国内生産品 ・東京都中央卸売市場年報（東京都）
・食鳥市況情報（農林水産省）

A 牛皮、子牛皮、豚皮、馬皮、内臓、肉鶏処理副産物

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 牛の臓器・舌・くず肉、豚の臓器・くず肉、鶏の肝臓、豚
毛、あなぐまの毛、動物の腸、羽毛、オセイン及び酸処理
した骨、骨粉、骨及びボーンコア、じゃ香、牛黄、アン
バーグリス・海狸香・シベット及びカンタリス・肝汁、動
物の腱・筋及び原皮くず、馬毛及びそのくず、その他の動
物性生産品、牛皮又は馬類の動物の皮、羊皮

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1111-021 飲用牛乳 農林水産省 国内生産品 酒類食品統計年報（日刊経済通信社） A 牛乳、加工乳

輸 入 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1111-022 乳製品 農林水産省 国内生産品 ・酒類食品統計年報(日刊経済通信社)
・アイスクリーム類及び氷菓販売金額
（日本アイスクリーム協会）

A 乳飲料、乳酸菌飲料、発酵乳、全粉乳、調製粉乳、脱脂粉
乳、れん乳、バター、チーズ、クリーム、アイスクリー
ム、アイスミルク、ラクトアイス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ミルク及びクリーム、ヨーグルト、ホエイ、ミルクの天然
の組成分から成る物品及び調製品、バター、チーズ、乳糖
及び乳糖水、アイスクリーム、カゼイン、カゼイナート

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ミルク及びクリーム、ヨーグルト、ミルクの天然の組成分
から成る物品、バター、チーズ、乳糖及び乳糖水、育児食
用の調製品、アイスクリーム、カゼイン、カゼイナート
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

1111-099 その他の畜産食料品 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 肉製品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 卵黄、豚の肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製し
たもの)、ソーセージ、調製した肉・くず肉及び血

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 卵黄、卵白、殻付きでない鳥卵、ソーセージ、調製した
肉・くず肉及び血

1112-011 冷凍魚介類 農林水産省 国内生産品 ・東京都中央卸売市場年報（東京都）
・冷凍食品に関連する統計データ（日
本冷凍協会）

A 生鮮冷凍魚介類、包装冷凍魚介類

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A さけ・ます・まぐろ・かつお・にしん・さば・あじ・え
び・かに・いか・たこ・はまぐり・あさり等の海産魚介類
（冷凍したもの）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A さけ・ます・まぐろ・かつお・さば・えび・かに・いか等
の海産魚介類（冷凍したもの）

1112-021 塩・干・くん製品 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 塩干・塩蔵品、素干・煮干、くん製品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 魚の卵・魚のフィレ・いか・かに・えび・たこ・貝等
（塩・干・くん製品）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 魚の卵・魚のフィレ・いか・たこ・貝等（塩・干・くん製
品）

1112-031 水産びん・かん詰 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 水産びん・かん詰

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A さけ・いわし・かつお・まぐろ・かに（気密容器入りのも
の）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A いわし・まぐろ・さば・さんま・かき（気密容器入りのも
の）

1112-041 ねり製品 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B フィッシュソーセージ、かまぼこ、揚かまぼこ、ちくわ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 魚肉ソーセージ、かまぼこその他のねり製品

1112-099 その他の水産食料品 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 干のり、削り節、かつお節、水産物漬物、つくだ煮

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 魚の粉、ミール及びペレット、海草その他の藻類（紙状に
抄製したもの）、寒天、節類、魚・甲殻類・軟体動物・水
棲無脊椎のエキス及びジュース、魚・甲殻類・軟体動物・
水棲無脊椎の調製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 魚の粉・ミール及びペレット、干しのり、干しこんぶ、寒
天、魚・甲殻類・軟体動物・水棲無脊椎のエキス及び
ジュース、魚・甲殻類・軟体動物・水棲無脊椎の調製品

1113-011 精米 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 精米

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 精米、砕米

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 精米

1113-019 その他の精穀 農林水産省 国内生産品 ・経済センサス‐活動調査組替集計
（総務省）
・工業統計調査組替集計（総務省）

A 精麦

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ライ麦粉、とうもろこし粉、米粉、穀粉、ひき割り及び
ミール（とうもろこし、オート、米）、ばれいしょの粉及
びミール、ばれいしょのフレーク・粒及びペレット、粉及
びミール（豆、カッサバ芋、バナナ、その他）、ふすま・
ぬかその他のかす

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1113-021 小麦粉 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 小麦粉

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 小麦粉及びメスリン粉

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 小麦粉及びメスリン粉

1113-029 その他の製粉 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ふすま、こんにゃく

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A とうもろこし粉、米粉、穀粉、ひき割り及びミール（とう
もろこし、オート、米）、ばれいしょの粉及びミール、ば
れいしょのフレーク・粒及びペレット、粉及びミール
（豆、カッサバ芋、サゴやし、バナナ、その他）、ふす
ま・ぬかその他のかす

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1114-011 めん類 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 即席めん、生めん、乾めん、パスタ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A パスタ、ビーフン、うどん・そうめん及びそば、クース
クース

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A パスタ、うどん・そうめん及びそば、インスタントラーメ
ン

1114-021 パン類 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 食パン、菓子パン、調理パン・サンドイッチ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A クリスプブレッド、ジンジャーブレッド、ラスク・トース
トパン、パン・乾パン、ピザ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A クリスプブレッド、ジンジャーブレッド、ラスク・トース
トパン

1114-031 菓子類 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 飴菓子、チョコレート、チューインガム、せんべい、ビス
ケット、米菓、和生菓子、洋生菓子、スナック菓子、油菓
子、その他の菓子、冷凍菓子、ココア粉（無糖）、調整コ
コア、ココアケーキ、原料用チョコレート、洋生用チョコ
レート、氷菓

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 砂糖菓子、キャンディー類、キャラメル、ココアペース
ト、カカオ脂、ココア粉、チョコレート菓子・ココア調製
食品、もち・だんご、スイートビスケット、ワッフル・ウ
エハー、米菓、ビスケット・クッキー・クラッカー、ベー
カリー製品、氷菓、チューインガム

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 砂糖菓子、キャンディー類、ココアペースト、カカオ脂、
ココア粉、チョコレート・ココア調製食品、スイートビス
ケット、ワッフル・ウエハー、米菓、ベーカリー製品、
チューインガム

- 97 - 



(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

1115-011 農産保存食料品 農林水産省 国内生産品 ・缶詰時報（日本缶詰協会）
・酒類食品統計年報(日刊経済通信社)
・冷凍食品に関連する統計データ（日
本冷凍協会）

A 野菜・果物漬物、冷凍野菜・果実、果実びん・かん類、野
菜びん・かん類、ジャムびん・かん類

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 調製きのこ類・豆類・野菜・果物・野菜スープ（気密容器
入りのもの）、ジャム、フルーツピューレ・ペースト、フ
ルーツゼリー、ジュース、冷凍野菜・豆類・果物、乾燥野
菜・果物

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ジャム・フルーツピューレ・ペースト・フルーツゼリー、
ジュース、冷凍野菜・豆類・果物、乾燥野菜・果物、調製
きのこ類・豆類・野菜・果物

1116-011 精製糖 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A てんさい糖、甘しゃ糖、精製糖（輸入原料）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A しょ糖

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 甘しゃ糖・てん菜糖・しょ糖

1116-019 その他の砂糖・副産物 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 含みつ糖、糖みつ、ビートパルプ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 甘しゃ糖（粗糖）、ハイ・テスト・モラセス、甘しゃ糖み
つ、ビートパルプ・バガス

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1116-021 でん粉 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B コーンスターチ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A とうもろこしでん粉、ばれいしょでん粉、マニオカでん
粉、サゴでん粉、その他のでん粉、イヌリン、タピオカ、
でん粉かす

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 小麦でん粉、とうもろこしでん粉、ばれいしょでん粉、マ
ニオカでん粉、その他のでん粉、タピオカ

1116-031 ぶどう糖・水あめ・異性化糖 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ぶどう糖、水あめ、異性化糖

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A かえで糖、かえで糖水、ぶどう糖及びぶどう糖水、果糖、
砂糖水、人造はちみつ、糖類及び糖水

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A かえで糖及びかえで糖水、ぶどう糖及びぶどう糖水、果糖
及び果糖水、その他の糖類

1116-041 植物油脂 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 大豆油、なたね油、米ぬか油、ごま油、その他の食用植物
油脂、非食用植物油脂

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 大豆油、落花生油、オリーブ油、パーム油、ひまわり油、
サフラワー油、綿実油、やし油、パーム核油、菜種油、亜
麻仁油、とうもろこし油、ひまし油、ごま油、カメリヤ
油、米油、その他の植物性油脂

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 大豆油、オリーブ油、パーム油、ひまわり油及びサフラ
ワー油、綿実油、菜種油、亜麻仁油、とうもろこし油、ひ
まし油、ごま油

1116-042 動物油脂 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 牛脂、豚脂、魚油、その他の動物油

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 家きんの脂肪、豚脂、牛脂、ラードステアリン・ラード
油・オレオステアリン・オレオ・タロー油、魚の肝油、魚
の油脂、海棲哺乳動物の油脂、ウールグリース、その他の
動物性油脂、みつろう、昆虫ろう、脂肪性物質

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 魚の肝油、魚の油脂、ウールグリース、ラノリン、その他
の動物性油脂

1116-043 加工油脂 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A マーガリン、ショートニング、その他の食用加工油脂

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A マーガリン、植物性油脂、離型油、ショートニング

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A マーガリン

1116-044 植物原油かす 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 大豆油かす、なたね油かす、米ぬか油かす、ごま油かす、
その他の食用油かす、非食用油かす

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 大豆油かす、綿実油かす、菜種油かす、やし油かす、パー
ム油かす、その他の植物性の油かす

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1116-051 調味料 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 調味料

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ペッパー・とうがらし属又はピメンタ属の果実・けい皮及
びシナモンツリーの花・丁子・肉ずく・カルダモン類・コ
リアンダーの種・クミンの種・サフラン・うこん・月けい
樹の葉及びタイム（破砕し又は粉砕したもの）、カレー、
その他の香辛料、カラメル、トマトピューレ・ペースト・
ケチャップ・ソース、醤油、マスタード、マヨネーズ、ド
レッシング、その他のソース・スープ、食酢、グルタミン
酸ソーダ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ペッパー・とうがらし属又はピメンタ属の果実（破砕し又
は粉砕したもの）、うこん、カレー、その他の香辛料、ト
マトケチャップ・ソース、醤油、マスタード、味噌、食
酢、グルタミン酸ソーダ

1119-011 冷凍調理食品 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 冷凍調理食品

輸 入 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1119-021 レトルト食品 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A レトルト食品

輸 入 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1119-031 そう菜・すし・弁当 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B そう菜、すし・弁当・おにぎり

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1119-099 その他の食料品 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 豆類、あん、もち、こんにゃく、即席みそ汁、即席スー
プ、茶づけ・ふりかけ、納豆、パン粉

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A きのこ菌糸、麦芽、小麦グルテン、ベーカリー製品用混合
物・生地、麦芽エキス、シリアル、酵母、調製食料品、植
物性たんぱく、たんぱく質濃縮物、こんにゃく、栄養補給
食品、アルブミン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 小麦グルテン、ベーカリー製品用混合物・生地、麦芽エキ
ス、シリアル、酵母、調製食料品、たんぱく質濃縮物、ア
ルブミン
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

1121-011 清酒 財務省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 清酒

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 清酒及び濁酒

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1121-021 ビール類 財務省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ビール

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ビール

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1121-031 ウイスキー類 財務省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ウィスキー

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A バーボンウィスキー、ウィスキー、ブランデー

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1121-099 その他の酒類 財務省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B しょうちゅう、果実酒類、リキュール類

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ぶどう酒、ジン、ラム、リキュール、その他の発酵酒、そ
の他の蒸留酒

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1129-011 茶・コーヒー 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 茶・コーヒー

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A コーヒー（いったもの）、コーヒー代用物、緑茶、紅茶、
部分発酵茶、マテ、インスタントコーヒー、コーヒーのエ
キス、コーヒーの調製品、インスタントティー、茶のエキ
ス、茶の調製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A コーヒー（いったもの）、コーヒー代用物、緑茶、紅茶、
コーヒーのエキス、コーヒーの調製品、茶のエキス・調製
品

1129-021 清涼飲料 農林水産省 国内生産品 清涼飲料水関係統計資料（全国清涼飲
料工業会）

A 炭酸飲料、果実飲料、トマトジュース、その他の野菜
ジュース、茶系飲料、コーヒー飲料、ミネラル・ウォー
ター、スポーツ・機能性飲料、乳性飲料、他に分類されな
い清涼飲料

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉱水及び炭酸水、水、トマトジュース、その他の野菜
ジュース、アルコールを含有しない飲料

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉱水及び炭酸水、水、トマトジュース

1129-031 製氷 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 人造氷

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1131-011 飼料 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 配合飼料、ペットフード

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 魚のくず、ルーサンのミール及びペレット、魚の粉・ミー
ル及びペレット、ペットフード、ソリュブル、飼料用調製
品

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1131-021 有機質肥料（別掲を除く。） 農林水産省 国内生産品 農業物価統計（農林水産省） B 有機質肥料

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 動物性又は植物性の肥料

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1141-011 たばこ 財務省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B たばこ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、喫煙用たばこ、
シートたばこ、たばこのエキス及びエッセンス、その他の
製造たばこ及び製造たばこ代用品

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1511-011 紡績糸 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 器械生糸（含玉糸）、純綿糸（落綿糸を含む）、混紡綿糸
（落綿糸を含む）、ビスコース・スフ糸（混紡を含む）、
アクリル紡績糸（混紡を含む）、ポリエステル紡績糸（混
紡を含む）、ビニロン紡績糸（混紡を含む）、純そ毛糸、
混紡そ毛糸、純紡毛糸、混紡紡毛糸、綿縫糸、綿ねん糸、
絹（生糸）縫糸、絹（生糸）ねん糸、合成繊維縫糸、その
他の合成繊維ねん糸

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 生糸、絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸、紡毛糸、梳毛糸、粗獣
毛製又は馬毛製の糸、綿糸、亜麻糸、ジュートその他の紡
織用靱皮繊維の糸、コイヤヤーン、大麻糸、ラミー糸、そ
の他の植物性紡織用繊維の糸、合成繊維糸、紡織用繊維の
フロック及びダスト、金属を交えた糸

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 生糸、絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸並びに天然てぐす、紡毛
糸、梳毛糸、粗獣毛製又は馬毛製の糸、綿糸、亜麻糸、
ジュートその他の紡織用靱皮繊維の糸、大麻糸、ラミー
糸、その他の植物性紡織用繊維の糸、合成繊維糸、紡織用
繊維のフロック、ダスト及びミルネップ、金属を交えた糸

1512-011 綿・スフ織物（合繊短繊維織物を含む。） 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 綿織物、合繊紡績糸織物

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 綿織物、その他の綿織物、合成繊維の短繊維の織物、ポリ
エステルの短繊維の織物、アクリル又はモダクリルの短繊
維の織物、再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物、パイ
ル織物、コール天、シェニール織物、テリー織物、もじり
織物

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 綿織物、その他の綿織物、合成繊維の短繊維の織物、ポリ
エステルの短繊維の織物、アクリル又はモダクリルの短繊
維の織物、再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物、パイ
ル織物及びシェニール織物、テリー織物、もじり織物

1512-021 絹・人絹織物（合繊長繊維織物を含む。） 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 絹織物、合繊長繊維織物

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 絹ノイル織物、絹織物、合成繊維の長繊維の糸の織物、合
成繊維のストリップの織物、コール天、その他のパイル織
物及びシェニール織物(合繊長繊維製のもの)、タイヤコー
ドファブリック、ふるい用の布

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 絹ノイル織物、絹織物、合成繊維の長繊維の糸の織物、合
成繊維のストリップの織物、コール天、その他のパイル織
物及びシェニール織物(合繊長繊維製のもの)、タイヤコー
ドファブリック、ふるい用の布
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

1512-099 その他の織物 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 毛織物

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 紡毛織物、梳毛織物、亜麻織物、ジュートその他の紡織用
靱皮繊維の織物、ラミー織物、大麻織物及び紙糸の織物、
その他の植物性紡織用繊維の織物、パイル織物及びシェ
ニール織物(羊毛製又は繊獣毛製又はその他の紡織用繊維
製のもの)、タフテッド織物類、もじり織物(綿製又は絹製
以外のもの)、手織りのつづれ織物及びプチポワン、つづ
れ織り風にした織物、細幅織物、金属糸又は金属を交えた
糸の織物

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 紡毛織物、梳毛織物、亜麻織物、ジュートその他の紡織用
靱皮繊維の織物、その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙
糸の織物、パイル織物及びシェニール織物(羊毛製又は繊
獣毛製又はその他の紡織用繊維製のもの)、タフテッド織
物類、もじり織物(綿製ものを除く。)、手織りのつづれ織
物及びプチポワン、つづれ織り風にした織物、細幅織物、
金属糸又は金属を交えた糸の織物

1513-011 ニット生地 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 綿丸編ニット生地、合成繊維丸編ニット生地、その他の繊
維製丸編ニット生地、たて編ニット生地、横編ニット生地
（半製品を含む）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A メリヤス編物及びクロセ編物

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1514-011 染色整理 経済産業省 国内生産品 ・国内生産額表（総務省）
・企業物価指数（日本銀行）

B 紡績糸、綿・スフ織物（合繊短繊維織物を含む。）、絹・
人絹織物（合繊長繊維織物を含む。）、その他の織物、
ニット生地

1519-091 綱・網 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ロープ、漁網

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ひも、綱及びケーブル、結び網地（ひも又は綱から製造し
たものに限る。）及び漁網その他の網（紡織用繊維製のも
のに限る。）、ひも・綱又はケーブルの製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ひも、綱及びケーブル、結び網地（ひも又は綱から製造し
たものに限る。）及び漁網その他の網（紡織用繊維製のも
のに限る。）、ひも・綱又はケーブルの製品

1519-099 他に分類されない繊維工業製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 不織布、レース

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 不織布

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 不織布

1521-011 織物製衣服 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B シャツ・ブラウス、男子用スーツ・ズボン類、女子用スー
ツ・スカート類、学生服、既製和服・帯、作業衣

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 男子用スーツ類、女子用スーツ類、男子用ズボン類、女子
用スカート類、コート、子供服、作業衣

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1521-021 ニット製衣服 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 男子用下着、女子用下着、ファンデーション下着、ニット
製アウターシャツ類、セーター、スポーツウエア

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 男子用下着、女子用下着、ファンデーション下着、パジャ
マ、シャツ、ブラウス、ポロシャツ、Ｔシャツ、トレー
ナー、セーター

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1522-099 その他の衣服・身の回り品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ソックス、パンティストッキング、手袋

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製の衣類
及び衣類附属品、毛皮製品、人造毛皮及びその製品、段階
的圧縮靴下、その他のパンティストッキング及びタイツ、
その他の女子用の長靴下、その他の靴下類、手袋、ミトン
及びミット、ショール、スカーフ、マフラー、マンティー
ラ、ベールその他これらに類する製品、ネクタイ、ハンカ
チ、ベルト(紡織用繊維製のもの)、その他の衣類附属品、
衣類の部分品及び衣類附属品の部分品、帽子（帽体を含
む）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製の衣類
及び衣類附属品、毛皮製品、人造毛皮及びその製品、段階
的圧縮靴下、その他のパンティストッキング及びタイツ、
その他の女子用の長靴下、その他の靴下類、手袋、ミトン
及びミット、ショール、スカーフ、マフラー、マンティー
ラ、ベールその他これらに類する製品、ネクタイ、ハンカ
チ、その他の衣類附属品、衣類の部分品及び衣類附属品の
部分品、帽子（帽体を含む）

1529-011 寝具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ふとん、羽毛ふとん

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 毛布及びひざ掛け、ベッドリネン、ベッドスプレッド、寝
袋、羽根布団(羽根又は羽毛を詰物に使用したもの)、布団
(人造繊維のみを詰物に使用したもの)、その他の布団、寝
具その他これに類する物品(その他のもの)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 毛布及びひざ掛け、ベッドリネン、ベッドスプレッド、寝
袋、寝具その他これに類する物品(その他のもの)

1529-021 じゅうたん・床敷物 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 敷物

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、床用敷物(リ
ノリウム以外の紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したも
の)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、床用敷物(紡
織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの)

1529-091 繊維製衛生材料 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 衛生材料

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これに類する製品(医薬を染
み込ませ若しくは塗布し又は医薬用若しくは獣医用として
小売用の形状若しくは包装にしたもの)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これに類する製品(医薬を染
み込ませ若しくは塗布し又は医薬用若しくは獣医用として
小売用の形状若しくは包装にしたもの)
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

1529-099 他に分類されない繊維既製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 繊維製帆布、タオル

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン、
カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテ
ンバランス及びベッドバランス、その他の室内用品(ベッ
ドスプレッドを除く。)、包装に使用する種類の袋、ター
ポリン及び日よけ、テント、帆（ボート用、セールボード
用又はランドクラフト用のものに限る。）並びにキャンプ
用品（空気マットレスを除く。）、床掃除用の布、皿洗い
用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の布、救命
胴衣及び救命帯、その他の紡織用繊維の製品(ドレスパ
ターンを含む。)、帽子用のすべり革、裏、カバー、ハッ
トファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひ
も、化粧用のパフ及びパッド

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン、
カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテ
ンバランス及びベッドバランス、室内用品(ベッドスプ
レッドを除く。)、包装に使用する種類の袋、ターポリン
及び日よけ、テント、帆、キャンプ用品、床掃除用の布、
皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の布
(紡織用繊維製のもの)、救命胴衣及び救命帯(紡織用繊維
製のもの)、その他の紡織用繊維の製品(ドレスパターンを
含む。)、帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファン
デーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも、化粧
用のパフ及びパッド

1611-011 製材 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 板、ひき割、ひき角、その他の製材

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 製材

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1611-021 合板・集成材 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 普通合板、特殊合板、集成材

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 合板、集成材

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1611-031 木材チップ 農林水産省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 木材チップ

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 木材チップ

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1619-091 建設用木製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 造作材、パーティクルボード、繊維板、住宅建築用木製組
立材料

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード及
びウェファーボードその他これらに類するボード、繊維
板、木製の窓及びフランス窓並びにこれらの枠、こけら
板、くい及びはり、組み合わせた床用パネル、建築用木工
品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード、
繊維板、木製の窓及びフランス窓並びにこれらの枠、くい
及びはり、組み合わせた床用パネル、木製建具及び建築用
木工品

1619-099 他に分類されない木製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 木箱、防腐木材

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 木材(粗のもの)、たが材、割ったポール及びくい、木毛及
び木粉、引抜材、玉縁及び繰形、加工木材、改良木材、木
製容器及びケーブルドラム、木製容器の部分品、靴の木
型、コンクリート型枠(木製のもの)、割ばし、木製の食卓
用品及び台所用品、木製の小像その他の装飾品、寄せ木し
又は象眼した木材、衣類用ハンガー(木製のもの)、竹製の
くし、コルク及びその製品、かご細工物、枝条細工物その
他の製品及びへちま製品、木製履物及び部分品、その他の
木製品、その他の部分品(木製のもの)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A たが材、割ったポール、木製のくい、木製の棒及びチップ
ウッドその他これに類するもの、木毛及び木粉、改良木
材、木製容器及びケーブルドラム、木製容器の部分品、木
製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、
柄及び握り並びに靴の木型、コンクリート型枠(木製のも
の)、木製の食卓用品及び台所用品、木製の小像その他の
装飾品、衣類用ハンガー(木製のもの)、コルク及びその製
品、かご細工物、枝条細工物その他の製品及びへちま製
品、履物の部分品、その他の木製品、その他の部分品(木
製のもの)

1621-011 木製家具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 木製机・いす、木製流し台セット、たんす、木製棚、ベッ
ド・マットレス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 腰掛け及びその部分品（木製のもの）、木製家具、家具の
部分品(木製のもの)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 腰掛け及びその部分品（木製のもの）、木製家具

1621-021 金属製家具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B スチール机・いす、金属製流し台セット、金属製棚

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台、腰掛け及びその
部分品(金属製のもの)、金属製家具、家具の部分品(金属
製のもの)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ステンレス鋼製の台所用流し及び洗面台、腰掛け及びその
部分品(金属製のもの)、金属製家具、家具の部分品

1621-031 木製建具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 非金属製建具

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 戸及びその枠並びに敷居、木製の建具及び床柱、欄間

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 戸及びその枠並びに敷居

1621-099 その他の家具・装備品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 宗教用具、事務所用・店舗用装備品、窓・扉用日よけ、
ベッド・マットレス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A よろい戸、日よけその他これらに類する製品及びこれらの
部分品、木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁、腰掛
け(大理石製のもの)、仏壇、プラスチック製家具、大理石
製の家具、竹製又はとう製の家具、家具(その他のもの)、
マットレスサポート、マットレス、石盤、黒板その他これ
らに類する板

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A よろい戸、日よけその他これらに類する製品及びこれらの
部分品、木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁、プラ
スチック製家具、竹製又はとう製の家具、その他の材料製
の家具、マットレスサポート、マットレス、石盤、黒板そ
の他これらに類する板
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

1631-011 パルプ 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A クラフトパルプ（さらし、針葉樹）、クラフトパルプ（さ
らし、広葉樹）、クラフトパルプ（未ざらし）、サーモメ
カニカルパルプ、リファイナーグラウンドパルプ、砕木パ
ルプ、その他製紙パルプ、溶解パルプ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 機械木材パルプ、化学木材パルプ、その他の木材パルプ、
コットンリンターパルプ、古紙パルプ、その他の繊維素繊
維を原料とするパルプ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 機械木材パルプ、化学木材パルプ、その他の木材パルプ、
コットンリンターパルプ、古紙パルプ、その他の繊維素繊
維を原料とするパルプ

1631-021 古紙 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 古紙

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 古紙

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 古紙

1632-011 洋紙・和紙 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 新聞巻取紙、上級印刷紙（非塗工）、中級印刷紙（非塗
工）、下級印刷紙（非塗工）、薄葉印刷紙（非塗工）、微
塗工印刷用紙、アート紙（塗工）、コート紙（塗工）、軽
量コート紙（塗工）、その他塗工印刷紙、色上質紙（特殊
印刷）、その他特殊印刷用紙、複写原紙、フォーム用紙、
ＰＰＣ用紙、情報記録紙、その他情報用紙、重袋用両更ク
ラフト紙、その他両更クラフト紙、その他未ざらし包装
紙、純白ロール紙、さらしクラフト紙、その他さらし包装
紙、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、タオル用
紙、その他衛生用紙、加工原紙、電気絶縁紙、その他工業
用雑種紙、家庭用雑種紙、不織布（湿式）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 新聞用紙、筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供す
る種類の紙及び板紙(塗布してないもの並びに無機物質を
塗布したもの)、家庭用又は衛生用に供する種類の紙、ク
ラフト紙及びクラフト板紙(クラフトライナーを除
く。)(重量が1㎡につき225g未満のもの)、サルファイト包
装紙、その他の紙(塗布してないもの)、複写紙及び転写紙
並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート、製造た
ばこ用巻紙

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 新聞用紙、筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供す
る種類の紙及び板紙(塗布してないもの並びに無機物質を
塗布したもの)、家庭用又は衛生用に供する種類の紙、ク
ラフト紙及びクラフト板紙(クラフトライナーを除
く。)(重量が1㎡につき225g未満のもの)、サルファイト包
装紙、その他の紙(塗布してないもの)、複写紙及び転写紙
並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート、製造た
ばこ用巻紙

1632-021 板紙 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 外装用ライナー（クラフト）、外装用ライナー（ジュー
ト）、内装用ライナー、中しん原紙、マニラボール、白
ボール、黄・チップ・色板紙、建材原紙、紙管原紙、その
他板紙

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A クラフトライナー、その他のクラフト紙及びクラフト板紙
(重量が1㎡につき225g以上のもの)、段ボール用中芯原
紙、テストライナー(再生ライナーボード)、その他の板紙
(塗布してないもの)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A クラフトライナー、その他のクラフト紙及びクラフト板紙
(重量が1㎡につき225g以上のもの)、段ボール用中芯原
紙、テストライナー(再生ライナーボード)、その他の板紙
(塗布してないもの)

1633-011 段ボール 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 段ボールシート

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A コルゲート加工をした紙及び板紙（ロール状又はシート状
のもの）

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1633-021 塗工紙・建設用加工紙 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B アスファルト塗工紙、ノーカーボン紙、壁紙・ふすま紙

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 硫酸紙、耐脂紙、接着剤を使用して張り合わせた紙及び板
紙、クラフト紙及びクラフト板紙(無機物質を塗布したも
の)(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類
のものを除く。)、その他の紙及び板紙(無機物質を塗布し
たもの)、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセル
ロース繊維のウェブ（塗布し、染み込ませ、被覆し、表面
に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したもの）、壁紙そ
の他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 硫酸紙、耐脂紙、接着剤を使用して張り合わせた紙及び板
紙、クラフト紙及びクラフト板紙(無機物質を塗布したも
の)(筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類
のものを除く。)、その他の紙及び板紙(無機物質を塗布し
たもの)、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセル
ロース繊維のウェブ（塗布し、染み込ませ、被覆し、表面
に着色し若しくは装飾を施し又は印刷したもの）、壁紙そ
の他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー

1641-011 段ボール箱 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 段ボール箱

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 段ボール製の箱及びケース

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 段ボール製の箱及びケース

1641-099 その他の紙製容器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 重包装紙袋、軽包装紙袋、紙箱

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロー
ス繊維のウェブ製の箱及びケース(段ボール製のものを除
く。)、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類
箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商
店等において使用する種類のもの、紙製又は板紙製の盆、
皿、コップその他これらに類する製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 紙製、板紙製、セルロースウォッディング製又はセルロー
ス繊維のウェブ製の箱及びケース(段ボール製のものを除
く。)、袋その他の包装容器及び紙製又は板紙製の書類
箱、レタートレイその他これらに類する製品で事務所、商
店等において使用する種類のもの、紙製又は板紙製の盆、
皿、コップその他これらに類する製品
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

1649-011 紙製衛生材料・用品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ティッシュペーパー、トイレットペーパー、紙タオル・紙
ナプキン、生理用品、大人用紙おむつ、子供用紙おむつ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A トイレットペーパー、ハンカチ、クレンジングティッ
シュ、化粧用ティッシュ及びタオル、その他の家庭用品、
衛生用品及び病院用品(テーブルクロス及びナプキンを除
く。)、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用
のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(製
紙用パルプ製、紙製、セルロースウォッディング製、セル
ロース繊維のウェブ製又は紡織用繊維のウォッディング製
のもの)

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

1649-099 その他のパルプ・紙・紙加工品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 封筒、日用紙製品、紙管

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 再生セルロース製の板、シート、フィルム、はく及びスト
リップ、製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィル
タースラブ及びフィルタープレート、封筒、通信用カー
ド、便せん等を紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰
め合わせたもの、テーブルクロス及びナプキン及び衣類及
び衣類附属品、  紙製又は板紙製の文房具及び事務用品、
アルバム（見本用又は収集用のものに限る。）並びにブッ
クカバー、紙製又は板紙製のラベル、製紙用パルプ製、紙
製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに
類する糸巻類、その他の紙、板紙、セルロースウォッディ
ング及びセルロース繊維のウェブ並びに製紙用パルプ、
紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維
のウェブのその他の製品、紙糸

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A バインダー、書類挟み、ファイルカバー、アルバム、封
筒、通信用カード、テーブルクロス及びナプキン、帳簿、
会計簿、雑誌帳、注文帳、領収帳、メモ帳、日記帳その他
これらに類する製品、紙製又は板紙製のラベル、フィル
ターペーパー及びフィルターペーパーボード（紙製又は板
紙製のもの）、自動記録装置用に印刷したロール、シート
及び円盤（紙製又は板紙製のもの）、紙テープ、紙・板
紙・セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェ
ブの製品、紙糸

1911-011 印刷・製版・製本 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 平版印刷物、凸版印刷物、おう版印刷物、特殊印刷物、
フォトマスク

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A リーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートの
もの)、設計図及び図案(手書き原図に限る。)並びに手書
き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複
写したもの、デカルコマニア、その他の印刷物（印刷した
絵画及び写真を含む。）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 有価証券、印刷物、絵画及びデザイン（印刷したもの）、
写真（印刷したもの）、デカルコマニア、リーフレット、
設計図及び図案（手書き）並びに手書き文書

2011-011 化学肥料 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A アンモニア、尿素、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウ
ム、過りん酸石灰、熔成りん肥、高度化成（粒状）、普通
化成（粒状）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 無水アンモニア、塩化アンモニウム、窒素肥料、りん酸肥
料、カリ肥料、その他の鉱物性肥料及び化学肥料

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A カリ肥料、窒素肥料、オルトりん酸水素二アンモニウム肥
料、りん酸肥料、無水アンモニア

2021-011 ソーダ灰 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ソーダ灰

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ソーダ灰、炭酸二ナトリウム(ソーダ灰を除く。)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 炭酸二ナトリウム

2021-012 か性ソーダ 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A か性ソーダ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 水酸化ナトリウム(かせいソーダ)

2021-013 液体塩素 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 液体塩素

輸 入 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2021-019 その他のソーダ工業製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 塩素ガス、塩酸（合成）、塩酸（副生）、塩素酸ナトリウ
ム、次亜塩素酸ナトリウム溶液

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ナトリウム、塩化水素(塩酸)、次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩
及び次亜臭素酸塩(次亜塩素酸カルシウムを除く。)、炭酸
水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ナトリウム、塩化水素(塩酸)、次亜塩素酸塩、商慣行上次
亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及び
次亜臭素酸塩、炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム)

2029-011 酸化チタン 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 酸化チタン（アナタース型）、酸化チタン（ルチル型）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A チタンの酸化物、二酸化チタンをもととした顔料及び調製
品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A チタンの酸化物、二酸化チタンをもととした顔料及び調製
品

2029-012 カーボンブラック 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A カーボンブラック

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 炭素(カーボンブラックその他の形態のもの。)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 炭素(カーボンブラックその他の形態のもの。)

2029-019 その他の無機顔料 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 酸化亜鉛、酸化第二鉄、フタロシアニン系顔料

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 酸化亜鉛及び過酸化亜鉛、鉄の酸化物、一酸化鉛(リサー
ジ)、鉛丹及びオレンジ鉛、クロム化合物をもととした顔
料及び調製品、その他の着色料及び調製品、ルミノホアと
して使用する種類の無機物、調製顔料、調製乳白剤、調製
絵の具その他これらに類する調製品、その他の顔料及び染
料その他の着色料

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 酸化亜鉛及び過酸化亜鉛、鉄の酸化物及び水酸化物、一酸
化鉛(リサージ)、クロム化合物をもととした顔料及び調製
品、その他の着色料及び調製品、ルミノホアとして使用す
る種類の無機物、調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具その
他これらに類する調製品、その他の顔料及び染料その他の
着色料
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2029-021 圧縮ガス・液化ガス 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 酸素ガス、液化酸素、窒素ガス、液化窒素、アルゴン、水
素、溶解アセチレン、炭酸ガス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ヘリウム、希ガス(アルゴン及びヘリウムを除く。)、窒
素、酸素

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 水素、アルゴン、希ガス(アルゴンを除く。)、窒素、酸素

2029-031 原塩 財務省 輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 工業塩

2029-032 塩 財務省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 食塩

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2029-099 その他の無機化学工業製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B カリウム塩、過酸化水素、けい酸ナトリウム、活性炭

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 天然の炭酸マグネシウム並びに溶融マグネシア、焼結マグ
ネシア及びその他の酸化マグネシウム(マグネシアクリン
カーを除く。)、無機化学品及び貴金属、希土類金属、放
射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(塩素、昇
華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄、炭素、希ガス、窒
素、酸素、けい素、セレン、アルカリ金属及びアルカリ土
類金属(カルシウムを除く。)、希土類金属、スカンジウム
及びイットリウム、水銀、塩化水素(塩酸)、無水アンモニ
ア及びアンモニア水、水酸化ナトリウム(かせいソーダ)、
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛、酸化アルミニウム及び水酸化ア
ルミニウム、鉄の酸化物、アースカラー、チタンの酸化
物、一酸化鉛(リサージ)、鉛丹及びオレンジ鉛、アンチモ
ンの酸化物、塩化アンモニウム、次亜塩素酸塩、商慣行上
次亜塩素酸カルシウムとして取引する物品、亜塩素酸塩及
び次亜臭素酸塩、三硫化アンチモン、炭酸二ナトリウム、
炭酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム)、コロイド状貴金
属、放射性の元素及び同位元素並びにこれらの化合物並び
にこれらの物品を含有する混合物及び残留物、酸化ランタ
ン、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又
は有機の化合物及びこれらの金属の混合物の無機又は有機
の化合物(その他のもの)を除く。)、四塩化炭素、第四級
アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレシチン
その他のホスホアミノリピド(コリン並びにその塩及びレ
シチンその他のホスホアミノリピドを除く。)、活性炭、
金属炭化物の混合物

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 酸化マグネシウム(マグネシアクリンカーを除く。)、溶融
マグネシア及び焼結マグネシア、無機化学品及び貴金属、
希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化
合物(塩素、昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄、炭
素、水素、希ガス、窒素、酸素、けい素、セレン、アルカ
リ金属及びアルカリ土類金属(カルシウムを除く。)、希土
類金属、スカンジウム及びイットリウム、水銀、塩化水素
(塩酸)、無水アンモニア及びアンモニア水、水酸化ナトリ
ウム(かせいソーダ)、酸化亜鉛及び過酸化亜鉛、酸化アル
ミニウム及び水酸化アルミニウム、鉄の酸化物及び水酸化
物、アースカラー、チタンの酸化物、一酸化鉛(リサー
ジ)、アンチモンの酸化物、塩化アンモニウム、次亜塩素
酸塩、商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引する物
品、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩、炭酸二ナトリウム、炭
酸水素ナトリウム(重炭酸ナトリウム)、コロイド状貴金
属、放射性の元素及び同位元素並びにこれらの化合物並び
にこれらの物品を含有する混合物及び残留物を除く。)、
第四級アンモニウム塩、水酸化第四級アンモニウム及びレ
シチンその他のホスホアミノリピド(レシチンその他のホ
スホアミノリピドについては、化学的に単一であるかない
かを問わない。)(コリン並びにその塩及びレシチンその他
のホスホアミノリピドを除く。)、活性炭

2031-011 エチレン 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A エチレン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A エチレン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A エチレン

2031-012 プロピレン 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A プロピレン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A プロペン(プロピレン)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プロペン(プロピレン)

2031-019 その他の石油化学基礎製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ブタン、ブチレン、ブタジエン、分解ガソリン

輸 入 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2031-021 純ベンゼン 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 純ベンゼン（非石油系を含む）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ベンゼン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ベンゼン

2031-022 純トルエン 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 純トルエン（非石油系含む）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A トルエン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A トルエン

2031-023 キシレン 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A キシレン（非石油系を含む）

輸 入 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A キシレン異性体の混合物

2031-029 その他の石油化学系芳香族製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A オルソキシレン、パラキシレン、芳香族混合溶剤

輸 入 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A オルト-キシレン、メタ-キシレン、パラ-キシレン

2041-012 酢酸 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 酢酸

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 酢酸

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 酢酸

2041-013 二塩化エチレン 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 二塩化エチレン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 二塩化エチレン(ISO)(1,2-ジクロロエタン)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 二塩化エチレン(ISO)(1,2-ジクロロエタン)

2041-014 アクリロニトリル 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A アクリロニトリル

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A アクリロニトリル

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A アクリロニトリル

2041-015 エチレングリコール 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A エチレングリコール

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A エチレングリコール(エタンジオール)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A エチレングリコール(エタンジオール)

- 104 - 



(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2041-016 酢酸ビニルモノマー 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 酢酸ビニルモノマー

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 酢酸ビニル

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 酢酸ビニル

2041-019 その他の脂肪族中間物 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 合成オクタノール、合成ブタノール、トリクロルエチレ
ン、無水マレイン酸、酸化エチレン、エチレングリコール
エーテル、アセトアルデヒド、酢酸エチル、酸化プロピレ
ン、プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、
エピクロルヒドリン、合成アセトン、メチルイソブチルケ
トン、アクリル酸エステル（モノマー）、メチルエチルケ
トン、塩化ビニル（モノマー）、メタクリル酸エステル
（モノマー）、イソプロピルアルコール、無水酢酸、メラ
ミン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A エチル-ターシャリ-ブチルエーテル（バイオマス由来エタ
ノールを原料としたもの）、エチルアルコール、ドデカン
-1-オール（ラウリルアルコール）、ヘキサデカン-1-オー
ル（セチルアルコール）、オクタデカン-1-オール（ステ
アリルアルコール）、非環式飽和一価アルコール、非環式
二価アルコール、エーテルアルコール、酢酸エチル、飽和
非環式モノカルボン酸、アクリル酸のエステル、フェノー
ル官能のカルボン酸

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A エチル-ターシャリ-ブチルエーテル（バイオマス由来エタ
ノールを原料としたもの）、エチルアルコール、アミノア
ルコールのエステル、非環式飽和一価アルコール、非環式
二価アルコール、エーテルアルコール、酢酸エチル、飽和
非環式モノカルボン酸、アクリル酸のエステル、ニトリル
官能化合物、環式炭化水素、アルコール官能のカルボン
酸、アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸、フェ
ノール官能のカルボン酸

2041-021 合成染料・有機顔料 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 合成染料、ピグメントレジンカラー、アゾ顔料

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 有機合成着色料及びこの調製品で有機合成着色料をもとと
したもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種
類の合成した有機物、レーキ顔料及びレーキ顔料をもとと
した調製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 有機合成着色料及びこの調製品で有機合成着色料をもとと
したもの及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種
類の合成した有機物、レーキ顔料及びレーキ顔料をもとと
した調製品

2041-022 スチレンモノマー 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A スチレンモノマー

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A スチレン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A スチレン

2041-023 合成石炭酸 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A フェノール

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 石炭酸（ヒドロキシベンゼン）及びその塩

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 石炭酸（ヒドロキシベンゼン）及びその塩

2041-025 カプロラクタム 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A カプロラクタム

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 6-ヘキサンラクタム(イプシロン-カプロラクタム)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 6-ヘキサンラクタム(イプシロン-カプロラクタム)

2041-029 その他の環式中間物 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A テレフタル酸（高純度のもの）、ジメチルテレフタレー
ト、無水フタル酸、ジフェニルメタンジイソシアネート、
シクロヘキサン、アニリン、ビスフェノールＡ、トルイレ
ンジイソシアネート、ニトロベンゼン・クロルベンゼン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A テレフタル酸及びその塩、シクロヘキサン、非縮合ピリジ
ン環を有する化合物、クロロベンゼン、オルト-ジクロロ
ベンゼン及びパラ-ジクロロベンゼン、シクロヘキサノー
ル、メチルシクロヘキサノール及びジメチルシクロヘキサ
ノール、飽和脂環式アルコール、不飽和脂環式アルコール
及びシクロテルペンアルコール、芳香族アルコール、多価
フェノール、飽和脂環式ケトン、不飽和脂環式ケトン及び
シクロテルペンケトン、非環式アミド、複素環式化合物

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A シクロヘキサン、フェノール及びフェノールアルコール、
キノン、テレフタル酸、芳香族モノアミン及びその誘導体
並びにこれらの塩、芳香族ポリアミン及びその誘導体並び
にこれらの塩、カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のア
ミド官能化合物、複素環式化合物、核酸及びその塩並びに
その他の複素環式化合物、スルホンアミド

2042-011 合成ゴム 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A スチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）クラム（油入りを除
く）、スチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）クラム（油入
り）、スチレンブタジエンラバー（ＳＢＲ）ラテックス、
アクリロニトリルブタジエンラバー（ＮＢＲ）、ポリクロ
ロプレン、ポリブタジエン、エチレンプロピレンラバー、
その他の合成ゴム

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A スチレン-ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレ
ン-ブタジエンゴム(XSBR)、ブタジエンゴム(BR)、イソブ
テン-イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハロ-イソ
ブテン-イソプレンゴム(CIIR及びBIIR)、クロロプレンゴ
ム(クロロブタジエンゴム又はCR)、アクリロニトリル-ブ
タジエンゴム(NBR)、イソプレンゴム(IR)、エチレン-プロ
ピレン-非共役ジエンゴム(EPDM)、その他の合成ゴム及び
油から製造したファクチス

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A スチレン-ブタジエンゴム(SBR)及びカルボキシル化スチレ
ン-ブタジエンゴム(XSBR)、ブタジエンゴム(BR)、イソブ
テン-イソプレンゴム(ブチルゴム又はIIR)及びハロ-イソ
ブテン-イソプレンゴム(CIIR及びBIIR)、クロロプレンゴ
ム(クロロブタジエンゴム又はCR)、アクリロニトリル-ブ
タジエンゴム(NBR)、イソプレンゴム(IR)、エチレン-プロ
ピレン-非共役ジエンゴム(EPDM)、その他の合成ゴム及び
油から製造したファクチス
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2049-011 メタン誘導品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ホルマリン、塩化メチル、塩化メチレン、フルオロカーボ
ン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチ
ル)、ジクロロメタン(塩化メチレン)、クロロホルム(トリ
クロロメタン)、非環式炭化水素のふっ素化誘導体、臭素
化誘導体及びよう素化誘導体(臭素化誘導体(その他のも
の)を除く。)、非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以
上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチ
ル)、ジクロロメタン(塩化メチレン)、クロロホルム(トリ
クロロメタン)、非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素
化誘導体及びよう素化誘導体、非環式炭化水素のハロゲン
化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限
る。)

2049-021 可塑剤 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A フタル酸系可塑剤、りん酸系可塑剤、エポキシ系可塑剤

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A オルトフタル酸ジオクチル、オルトフタル酸ジノニル及び
オルトフタル酸ジデシル、オルトフタル酸ジブチル、その
他のオルトフタル酸エステル、ゴム用又はプラスチック用
の複合した可塑剤

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A オルトフタル酸ジオクチル、オルトフタル酸ジノニル及び
オルトフタル酸ジデシル、その他のオルトフタル酸エステ
ル、ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤

2049-099 その他の有機化学工業製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A クレオソート油、ピッチ、ナフタリン、発酵エチルアル
コール、有機ゴム薬品、高級アルコール（還元、蒸留）、
くえん酸（発酵法以外のもの）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A オルガノインオルガニック化合物、アミノ酸、アミノ化合
物、糖エーテル、糖エステル、天然の重合体、有機硫黄化
合物、ヘキサメチレンジアミン、

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 芳香族エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化
誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体、芳香族ポ
リカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過
酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体

2051-011 熱硬化性樹脂 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A フェノール樹脂（成形材料）、フェノール樹脂（積層
品）、フェノール樹脂（木材加工接着剤用）、フェノール
樹脂（その他）、ユリア樹脂、メラミン樹脂（化粧板
用）、メラミン樹脂（塗料用）、メラミン樹脂（接着剤
用）、メラミン樹脂（その他）、不飽和ポリエステル樹脂
（ＦＲＰ用）、不飽和ポリエステル樹脂（その他）、アル
キド樹脂、エポキシ樹脂、けい素樹脂（シロキサン）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A エポキシ樹脂、アルキド樹脂、その他のポリエステル(不
飽和のもの)、アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレ
タン、シリコーン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A エポキシ樹脂、アルキド樹脂、その他のポリエステル(不
飽和のもの)、アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレ
タン、シリコーン

2051-021 ポリエチレン（低密度） 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ポリエチレン低密度（密度0.94未満のもの）、ポリエチレ
ン（エチレン・酢酸ビニルコポリマー）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 比重が0.94未満のポリエチレン、エチレン-酢酸ビニル共
重合体

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 比重が0.94未満のポリエチレン、エチレン-酢酸ビニル共
重合体

2051-022 ポリエチレン（高密度） 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ポリエチレン高密度（密度0.94以上のもの）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 比重が0.94以上のポリエチレン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 比重が0.94以上のポリエチレン

2051-023 ポリスチレン 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 成形材料（ＧＰ、ＨＩ）、発泡用（ＦＳ）、ＡＳ樹脂、Ａ
ＢＳ樹脂

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A スチレンの重合体、イオン交換体(ポリスチレンのもの)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A スチレンの重合体

2051-024 ポリプロピレン 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ポリプロピレン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ポリプロピレン、プロピレンの共重合体

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ポリプロピレン、プロピレンの共重合体

2051-025 塩化ビニル樹脂 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ポリマー、コポリマー、ペースト

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ポリ(塩化ビニル)、塩化ビニルの共重合体

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ポリ(塩化ビニル)、塩化ビニルの共重合体

2051-099 その他の合成樹脂 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート、ポリアセタール、
ポリエチレンテレフタレート（繊維用）、ポリエチレンテ
レフタレート（容器用）、ポリエチレンテレフタレート
（その他）、ポリブチレンテレフタレート、石油系樹脂
（ポリブテン）、石油系樹脂（石油樹脂）、メタクリル樹
脂（成形材料）、メタクリル樹脂（その他）、ポリビニル
アルコール、ふっ素樹脂、その他の樹脂

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル（飽和のも
の）、ポリアミド、エチレンの重合体、ポリ硫化物、ポリ
スルホン及びその他の合成重合体、酢酸セルロース

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル（飽和のも
の）、ポリアミド、エチレンの重合体、ポリ硫化物、ポリ
カーボネート、その他のふっ素系重合体、その他のアクリ
ル重合体、その他のポリエーテル、ポリスルホン及びその
他の合成重合体、酢酸セルロース

2061-011 レーヨン・アセテート 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 再生・半合成繊維（短繊維）、再生・半合成繊維（長繊
維）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ビスコースレーヨンの単糸、ビスコースレーヨンの短繊
維、アセテートの単糸、再生繊維又は半合成繊維の長繊維
の糸・短繊維

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 縫糸（再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの）、再生繊
維又は半合成繊維の長繊維の糸・短繊維

- 106 - 



(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2061-012 合成繊維 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ナイロン長繊維糸・短繊維、ポリエステル長繊維糸、ポリ
エステル短繊維、アクリル長繊維糸・短繊維、ビニロン長
繊維糸・短繊維、ポリプロピレン長繊維、ポリプロピレン
短繊維

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A テクスチャード加工糸、合成繊維の長繊維の糸・単繊維、
人造繊維の長繊維の糸・短繊維、紡織用繊維の糸

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A テクスチャード加工糸、強力糸、合成繊維の長繊維の糸・
短繊維・単繊維、人造繊維の長繊維の糸・短繊維、紡織用
繊維の糸

2071-011 医薬品 厚生労働省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 医薬品

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2081-011 油脂加工製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 硬化油（工業用）、直分脂肪酸、硬化脂肪酸、分別・分留
脂肪酸、精製グリセリン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 動物性又は植物性の油脂及びその分別物、アシッドオイル
及び油脂性の酸、ステアリン酸、グリセリン、パームステ
アリン、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、工業用
の脂肪性アルコール

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 動物性又は植物性の油脂及びその分別物、アシッドオイル
及び油脂性の酸、ステアリン酸、グリセリン、パームステ
アリン、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、工業用
の脂肪性アルコール

2081-012 石けん・合成洗剤 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 石けん、ハンドソープ・ボディソープ、家庭用合成洗剤、
工業用合成洗剤

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A せっけん、有機界面活性剤及びその調製品、清浄用調製品
（有機界面活性剤をもととしないもの）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A せっけん、有機界面活性剤及びその調製品

2081-013 界面活性剤（石けん・合成洗剤を除く。経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 陰イオン活性剤（硫酸エステル型、アルキルスルホネー
ト、その他のスルホン酸型、その他の陰イオン活性剤）、
陽イオン活性剤、非イオン活性剤（ＰＯＥアルキルエーテ
ル、ＰＯＥアルキルアリルエーテル、その他のエーテル、
エステル・エーテル型、多価アルコールエステル、その他
の非イオン活性剤）、両性イオン活性剤、調合界面活性
剤、柔軟仕上げ剤

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 陰イオン（アニオン）系有機界面活性剤、陽イオン（カチ
オン）系有機界面活性剤、非イオン系有機界面活性剤、有
機界面活性剤、調製界面活性剤（有機界面活性剤をもとと
したもの）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 陰イオン（アニオン）系有機界面活性剤、陽イオン（カチ
オン）系有機界面活性剤、非イオン系有機界面活性剤、有
機界面活性剤、調製界面活性剤（有機界面活性剤をもとと
したもの）

2082-011 化粧品・歯磨 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 仕上用化粧品、皮膚用化粧品、頭髪用化粧品、歯みがき

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 香水類及びオーデコロン類、メーキャップ用の調製品、歯
磨き、シャンプー、頭髪用の調製品、脱毛剤

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 香水類及びオーデコロン類、メーキャップ用の調製品、歯
磨き、シャンプー、頭髪用の調製品、脱毛剤

2083-011 塗料 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 油性塗料、ラッカー、電気絶縁塗料、溶剤系合成樹脂塗
料、水系合成樹脂塗料、無溶剤系合成樹脂塗料、シンナー

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ペイント、ワニス、合成樹脂を含有する塗料、ガラス用又
は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウ
ンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料、有機の配
合溶剤及び配合シンナー

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ペイント、ワニス、合成樹脂を含有する塗料、ガラス用又
は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウ
ンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料、有機の配
合溶剤及び配合シンナー

2083-021 印刷インキ 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 平版インキ、樹脂凸版インキ、金属印刷インキ、グラビア
インキ、その他のインキ、新聞インキ、印刷インキ用ワニ
ス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 印刷用インキ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 印刷用インキ

2084-011 農薬 農林水産省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 殺虫剤、殺菌剤、殺虫・殺菌剤、除草剤、殺そ剤、植物成
長調整剤、補助剤、その他

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 防虫菊エキス、殺虫剤、殺菌剤、除草剤

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤、除草剤、消毒剤

2089-011 ゼラチン・接着剤 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ゼラチン、にかわ、セルロース系接着剤、プラスチック系
接着剤

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ゼラチン、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその他の
にかわ、調製接着剤、ゼラチンカプセル

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ゼラチン、調製接着剤

2089-021 写真感光材料 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 写真フィルム、製版用感光材料

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 写真用ロールフィルム、一般写真用プレート及び平面状
フィルム、写真用の紙、板紙及び紡織用繊維、エックス線
写真用プレート及び（平面状又はロール）フィルム、製版
用プレート、写真用の化学調製品

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2089-091 触媒 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 石油精製用（水素化処理）、石油精製用（その他）、石油
化学品製造用、高分子重合用、油脂加工・医薬・食品製造
用、その他の工業用（無機・雰囲気ガス等）、自動車排気
ガス浄化用、その他の環境保全用

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 担体付き触媒、その他の触媒

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 担体付き触媒、その他の触媒

2089-099 他に分類されない化学 終製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ワックス、香料、漂白剤

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A リジン、植物性着色料、室内に芳香を付けるため又は室内
防臭用の調製品、たんぱく質系物質、エステル化でん粉、
酵素、ロジン及び樹脂酸、潤滑油用の添加剤、診断用又は
理化学用の試薬、化学工業において生産される化学品及び
調製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A リジン、植物性着色料、室内に芳香を付けるため又は室内
防臭用の調製品、たんぱく質系物質、エステル化でん粉、
酵素、ロジン及び樹脂酸、潤滑油用の添加剤、診断用又は
理化学用の試薬、化学工業において生産される化学品及び
調製品
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2111-011 ガソリン 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 自動車ガソリン（高級）、自動車ガソリン（並級）、その
他用ガソリン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 揮発油（自動車の燃料用のもの）、揮発油（航空機用のも
の）、その他の芳香族炭化水素混合物でASTM D86の方法に
よる温度250度における減失量加算留出容量が全容量の65%
以上のもの

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 揮発油、その他の芳香族炭化水素混合物でASTM D86の方法
による温度250度における減失量加算留出容量が全容量の
65%以上のもの

2111-012 ジェット燃料油 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ジェット燃料油

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 灯油（ジェットエンジンの燃料用のもの）

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2111-013 灯油 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 灯油

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 灯油(低重合度の混合アルキレン、ノルマルパラフィン及
びジェットエンジンの燃料用のものを除く。)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 灯油

2111-014 軽油 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 軽油

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 軽油

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 軽油

2111-015 Ａ重油 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A Ａ重油

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 重油（温度15度における比重が0.9037以下のもの）

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2111-016 Ｂ重油・Ｃ重油 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A Ｂ重油・Ｃ重油

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 重油（温度15度における比重が0.9037を超えるもの）、粗
油（温度15度における比重が0.9037を超えるもの）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 重油（温度15度における比重が0.9037を超えるもの）、粗
油（温度15度における比重が0.9037を超えるもの）

2111-017 ナフサ 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ナフサ（石油化学用）、ナフサ（その他用）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 揮発油（軽質油及びその調製品）

2111-018 液化石油ガス 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 液化石油ガス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 液化した石油ガスその他のガス状炭化水素(天然ガスを除
く。)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 液化した石油ガスその他のガス状炭化水素(天然ガスを除
く。)

2111-019 その他の石油製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 潤滑油（グリースを含む）（石油精製によるもの）、パラ
フィン、アスファルト、その他の石油精製品（精製・混合
用原料油、石油ガス）、潤滑油（購入した鉱・動・植物油
によるもの）、グリース（購入した鉱・動・植物油による
もの）、オイルコークス、その他の石油製品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 石油コークス、石油アスファルト、パラフィンろう、潤滑
油

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 石油コークス、石油アスファルト、パラフィンろう、潤滑
油

2121-011 コークス 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 石炭コークス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A コークス及び半成コークス（石炭、亜炭又は泥炭から製造
したもの）、ピッチコークス、レトルトカーボン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A コークス及び半成コークス（石炭、亜炭又は泥炭から製造
したもの）、ピッチコークス

2121-019 その他の石炭製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 粗製ベンゾール、コールタール、コークス炉ガス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性
タール、ベンゾール

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性
タール、ベンゾール

2121-021 舗装材料 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B アスファルト舗装混合材

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A アスファルトその他これに類する材料の製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A アスファルトその他これに類する材料の製品

2211-011 プラスチックフィルム・シート 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B プラスチックフィルム・シート、プラスチック床材、合成
皮革

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A エチレンの重合体製の袋、板、シート、フィルム、はく及
びストリップ、ポリエチレンテレフタレート製の板、シー
ト、フィルム、はく及びストリップ、プロピレンの重合体
製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A エチレンの重合体製の袋、板、シート、フィルム、はく及
びストリップ、ポリエチレンテレフタレート製の板、シー
ト、フィルム、はく及びストリップ、プロピレンの重合体
製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ

2211-012 プラスチック板・管・棒 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B プラスチック板、プラスチック積層品、プラスチック硬質
管、プラスチックホース、プラスチック継手、プラスチッ
ク雨どい

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製の管用継手、板、シート、フィルム、はく
及びストリップ、ふっ素樹脂製の板、シート、フィルム、
はく及びストリップ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチックの単繊維、棒及び形材、プラスチック製の管
用継手、プラスチック製の管及びホース（硬質のもの）、
その他の管及びホース、塩化ビニール製の板、シート、
フィルム、はく及びストリップ、ふっ素樹脂製の板、シー
ト、フィルム、はく及びストリップ、その他のプラスチッ
ク製の板、シート、フィルム、はく及びストリップ

2211-013 プラスチック発泡製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 軟質プラスチック発泡製品、硬質プラスチック発泡製品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック（ポリウレタン、塩化ビニルの重合体、スチ
レンの重合体、エチレンの重合体、その他のプラスチッ
ク）製のその他の板、シート、フィルム、はく及びスト
リップ（多泡性のもの）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック（ポリウレタン、塩化ビニルの重合体、スチ
レンの重合体、エチレンの重合体、ポリエステル、その他
のプラスチック）製のその他の板、シート、フィルム、は
く及びストリップ（多泡性のもの）
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2211-014 工業用プラスチック製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 輸送機械用プラスチック製品、電気機器用プラスチック製
品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製のスプール、コップ、ボビンその他これら
に類する支持物、プラスチック製の家具用又は車体用の取
付具、電気絶縁用物品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製のスプール、コップ、ボビンその他これら
に類する支持物、プラスチック製の家具用又は車体用の取
付具、電気絶縁用物品

2211-015 強化プラスチック製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 強化プラスチック管板類

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し及び洗
面台、安全帽子、がい子（ガラス製及び陶磁製のもの以外
のもの）、便器、ビデ、水洗用の水槽その他これらに類す
る衛生用品、貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する
容器

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し及び洗
面台、安全帽子、がい子（ガラス製及び陶磁製のもの以外
のもの）、便器、ビデ、水洗用の水槽その他これらに類す
る衛生用品、貯蔵槽、タンク、おけその他これらに類する
容器

2211-016 プラスチック製容器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 飲料用プラスチック容器、非飲料用プラスチック容器

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製の箱、ケース、クレート、瓶、フラスコ、
栓、ふた、キャップ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製の箱、ケース、クレート、瓶、フラスコ、
栓、ふた、キャップ

2211-017 プラスチック製日用雑貨・食卓用品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B プラスチック製日用品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製の食卓用品及び台所用品、化粧用品、その
他の家庭用品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製の食卓用品及び台所用品、化粧用品、その
他の家庭用品

2211-019 その他のプラスチック製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 再生プラスチック成形材料、廃プラスチック製品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A その他のプラスチック製品

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2221-011 タイヤ・チューブ 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A トラック・バス用タイヤ、乗用車用タイヤ、小型トラック
用タイヤ、二輪自動車用タイヤ、更生タイヤ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ゴム製の空気タイヤ、ゴム製のソリッドタイヤ及びクッ
ションタイヤ、ゴム製のインナーチューブ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ゴム製の空気タイヤ、ゴム製のソリッドタイヤ及びクッ
ションタイヤ、ゴム製のインナーチューブ

2229-091 ゴム製・プラスチック製履物 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 地下足袋、ゴム底布靴（甲が布、底がゴム製のもの）、総
ゴム靴、ゴム草履・スリッパ（スポンジ製のものを含
む）、プラスチック製靴、プラスチック製サンダル、プラ
スチック製スリッパ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 防水性の履物、スポーツ用の履物、短靴、サンダル

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 防水性の履物、スポーツ用の履物、本底及びかかと（ゴム
製又はプラスチック製のもの）

2229-099 他に分類されないゴム製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A コンベヤゴムベルト、平ゴムベルト、Ｖベルト（ファンベ
ルトを含む）、ゴムホース、ゴム管、工業用ゴム板、更生
タイヤ用練生地、再生ゴム、ゴム手袋

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 手袋、ガスケット、ワッシャーその他のシール、管及び
ホース、板、シート及びストリップ、その他のゴム製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 手袋、ガスケット、ワッシャーその他のシール、管及び
ホース、板、シート及びストリップ、配合ゴム、コンベヤ
用又は伝動用のベルト及びベルチング、その他のゴム製品

2311-011 革製履物 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 紳士用革靴（２３ｃｍ以上）、婦人用・子供用革靴、運動
用革靴、作業用革靴

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 履物（甲が革製のもの）、体操用、競技用その他これらに
類する用途に供する履物、履物の部分品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 履物（甲が革製のもの）、体操用、競技用その他これらに
類する用途に供する履物、履物の部分品

2312-011 製革・毛皮 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 成牛甲革、中小牛甲革、牛底革（クローム底革を含む）、
牛ぬめ革（茶利革を含む）、馬革、豚革、山羊・めん羊革

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 牛又は馬類の動物のなめした皮、牛又は馬類の動物の革

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 牛又は馬類の動物のなめした皮、牛又は馬類の動物の革

2312-012 かばん・袋物・その他の革製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 衣服用革手袋（合成皮革製を含む）、作業用革手袋（合成
皮革製を含む）、なめし革製旅行かばん、なめし革製書類
入かばん・学生かばん・ランドセル、なめし革製ハンド
バッグ、プラスチック製ハンドバッグ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼク
ティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに
類する容器、ハンドバッグ、ポケット又はハンドバッグに
通常入れて携帯する製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼク
ティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに
類する容器、ハンドバッグ、ポケット又はハンドバッグに
通常入れて携帯する製品、旅行用バッグ、化粧用バッグ、
リュックサック、買物袋、マップケースその他これらに類
する容器、その他の革製品及びコンポジションレザー製
品、携帯用時計のバンド及びブレスレット

2511-011 板ガラス 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 磨き板ガラス、普通・変り板ガラス、無アルカリガラス基
板

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 板ガラス、フロート板ガラス及び磨き板ガラス

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 板ガラス、フロート板ガラス及び磨き板ガラス

2511-012 安全ガラス・複層ガラス 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 合わせガラス（自動車用及び鉄道車両用）、合わせガラス
（その他）、強化ガラス、複層ガラス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 強化ガラス、合わせガラス、ガラス鏡

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 強化ガラス、合わせガラス、ガラス鏡

2511-021 ガラス繊維・同製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A フェルト、ボード、その他のガラス短繊維製品、ロービン
グ、チョップドストランド、マット、糸、布、その他のガ
ラス長繊維製品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ガラス繊維の製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ガラス繊維の製品
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2511-091 ガラス製加工素材 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ガラス製加工素材

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ガラスの球、棒及び管、ガラス製のバルブ、チューブその
他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分
品、ガラス製の信号用品及び光学用品、時計用ガラスその
他これに類するガラス及び眼鏡用並びにこれらの製造に使
用する中空球面ガラス及びそのセグメント

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ガラスの球、棒及び管、ガラス製のバルブ、チューブその
他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分
品、ガラス製の信号用品及び光学用品、時計用ガラスその
他これに類するガラス及び眼鏡用並びにこれらの製造に使
用する中空球面ガラス及びそのセグメント

2511-099 他に分類されないガラス製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 酒類用びん、清涼飲料用びん、し好・滋養飲料用びん、食
料用・調味料用容器、化粧品用容器

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B ガラス容器・器具

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2521-011 セメント 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ポルトランドセメント（普通）、ポルトランドセメント
（早強・中庸熱）、高炉セメント、その他のセメント、セ
メントクリンカ（輸出分）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A セメントクリンカー、ポートランドセメント、アルミナセ
メント

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A セメントクリンカー、ポートランドセメント、アルミナセ
メント

2521-021 生コンクリート 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 生コンクリート

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2521-031 セメント製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A コンクリート系パネル、遠心力鉄筋コンクリート管
（ヒューム管）、遠心力鉄筋コンクリート柱（ポール）、
遠心力鉄筋コンクリートくい（パイル）、コンクリート
管、空洞コンクリートブロック、土木用コンクリートブ
ロック、道路用コンクリート製品、プレストレストコンク
リート製品、テラゾー製品、厚形スレート、木材セメント
製品（パルプセメント板、木片セメント板を含む）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 建築用のブロック及びれんが、タイル、敷石、れんが、そ
の他のセメント製、コンクリート製又は人造石製の製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 建築用のブロック及びれんが、タイル、敷石、れんが、建
築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材、その他のセメ
ント製、コンクリート製又は人造石製の製品

2531-011 建設用陶磁器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 衛生陶器、タイル

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品、陶磁製の舗
装用品、炉用又は壁用のタイル及びモザイクキューブ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品、陶磁製の舗
装用品、炉用又は壁用のタイル及びモザイクキューブ、陶
磁製の台所用流し、洗面台、浴槽、ビデ、便器、水洗用水
槽その他これらに類する衛生用備付品

2531-012 工業用陶磁器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B がい子・がい管、電子機器用ファインセラミックス

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品、陶磁
製の電気絶縁用物品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 陶磁製の理化学用その他の技術的用途に供する物品、陶磁
製の電気絶縁用物品、触媒の製造に使用する触媒担体

2531-013 日用陶磁器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 陶磁器製食器

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 磁器製の食卓用品及び台所用品、陶磁製の食卓用品、台所
用品その他の家庭用品及び化粧用品、その他の陶磁製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 磁器製の食卓用品及び台所用品、陶磁製の食卓用品、台所
用品その他の家庭用品及び化粧用品、その他の陶磁製品

2591-011 耐火物 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 粘土質耐火れんが、高アルミナ質（電鋳品を含む）耐火れ
んが、塩基性れんが（ドロマイト質を含む）、ジルコン
（ジルコニアを含む）、その他の耐火れんが、耐火モルタ
ル、キャスタブル耐火物、吹付材耐火物、人造耐火材

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A マグネシアクリンカー、耐火性のセメント及びモルタル、
電気鋳造耐火れんが、耐火れんが、耐火ブロック、耐火タ
イルその他これらに類する建設用陶磁製耐火製品、その他
の陶磁製耐火製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A マグネシアクリンカー、耐火性のセメント及びモルタル、
電気鋳造耐火れんが、耐火れんが、耐火ブロック、耐火タ
イルその他これらに類する建設用陶磁製耐火製品、その他
の陶磁製耐火製品

2591-099 その他の建設用土石製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 粘土かわら、石こうボード・ロックウール製品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A プラスター、石その他の鉱物性材料の製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プラスター、石その他の鉱物性材料の製品

2599-011 炭素・黒鉛製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 炭素繊維、炭素・黒鉛製品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 人造黒鉛、黒鉛その他の炭素の製品、炭素ブラシ、炭素電
極

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 天然黒鉛、人造黒鉛、黒鉛その他の炭素の製品、炭素ブラ
シ、炭素電極

2599-021 研磨材 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 研削材・研磨材製品、研削と石

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の
天然の研磨用の材料、ミルストーン、グラインドストー
ン、グラインディングホイールその他これらに類する物
品、手研ぎ用砥石、粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材
料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の
天然の研磨用の材料、ミルストーン、グラインドストー
ン、グラインディングホイールその他これらに類する物
品、手研ぎ用砥石、粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材
料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させた物品
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2599-099 その他の窯業・土石製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 石工品、生石灰

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 加工した貴石及び半貴石、加工した合成又は再生の貴石及
び半貴石、加工した花こう岩及びその製品、舗装用の石、
縁石及び敷石

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 加工した貴石及び半貴石、加工した合成又は再生の貴石及
び半貴石、加工した花こう岩及びその製品、舗装用の石、
縁石及び敷石、ブレーキライニング及びブレーキパッド

2611-011 銑鉄 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 製鋼用銑鉄

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒、非合金銑鉄

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒、非合金銑鉄

2611-021 フェロアロイ 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A フェロマンガン（高炭素）、フェロマンガン（低炭素）、
フェロニッケル、シリコマンガン、その他のフェロアロイ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A フェロシリコン、フェロクロム、フェロニッケル、フェロ
マンガン、フェロシリコマンガン、フェロバナジウム、
フェロニオブ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A フェロシリコン、フェロクロム、フェロニッケル、フェロ
マンガン、フェロバナジウム

2611-031 粗鋼（転炉） 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 鋼塊普通鋼、鋼塊特殊鋼（インゴット）、鋼塊特殊鋼（連
続鋳造）

2611-041 粗鋼（電気炉） 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 鋼塊普通鋼、鋼塊特殊鋼（インゴット）、鋼塊特殊鋼（連
続鋳造）、鋳鋼鋳込普通鋼、鋳鋼鋳込特殊鋼

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄鋼の再溶解用のインゴット、鉄又は非合金鋼のインゴッ
トその他の一次形状のもの、ステンレス鋼のインゴットそ
の他の一次形状のもの、その他の合金鋼のインゴットその
他の一次形状のもの

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄鋼の再溶解用のインゴット、鉄又は非合金鋼のインゴッ
トその他の一次形状のもの、ステンレス鋼のインゴットそ
の他の一次形状のもの、その他の合金鋼のインゴットその
他の一次形状のもの

2612-011 鉄屑 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 鉄くず

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ステンレス鋼のくず、合金鋼のくず、鉄鋼のくず

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ステンレス鋼のくず、合金鋼のくず、鉄鋼のくず

2621-011 普通鋼形鋼 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 鋼矢板、Ｈ形鋼、大形形鋼、中小形形鋼

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄又は非合金鋼の形鋼、鋼矢板、溶接形鋼

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄又は非合金鋼の形鋼、鋼矢板、溶接形鋼

2621-012 普通鋼鋼板 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 厚板、中・薄板

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品

2621-013 普通鋼鋼帯 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 普通鋼鋼帯

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品

2621-014 普通鋼小棒 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 小形鉄筋用棒鋼、その他の小形棒鋼

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄又は非合金鋼のその他の棒

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄又は非合金鋼のその他の棒

2621-015 その他の普通鋼熱間圧延鋼材 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 軌条（付属品を含む）・外輪、大形棒鋼、中形棒鋼、管
材、バーインコイル（鉄筋用、その他用）、普通線材、特
殊線材（低炭素）、特殊線材（高炭素）、普通鋼半製品
（輸出分）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄又は非合金鋼の棒、ビレット、半製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄又は非合金鋼の棒、ビレット、半製品

2621-016 特殊鋼熱間圧延鋼材 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 炭素工具鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、その他の工具
鋼、機械構造用炭素鋼、構造用合金鋼、ばね鋼、軸受鋼、
ステンレス鋼（クロム系）、ステンレス鋼（ニッケル
系）、快削鋼、ピアノ線材、高抗張力鋼、特殊鋼半製品
（輸出分）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 特殊鋼熱間圧延鋼材

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 特殊鋼熱間圧延鋼材

2622-011 普通鋼鋼管 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 熱間鋼管（継目無鋼管、鍛接鋼管、電縫鋼管、電弧溶接鋼
管）、冷けん鋼管（再生引抜鋼管を含む）、めっき鋼管

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 普通鋼鋼管

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 普通鋼鋼管

2622-012 特殊鋼鋼管 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 熱間鋼管（継目無鋼管、電縫鋼管、電弧溶接鋼管）、冷け
ん鋼管

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 特殊鋼鋼管

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 特殊鋼鋼管

2623-011 普通鋼冷間仕上鋼材 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 磨帯鋼、冷延広幅帯鋼、冷延鋼板、冷延電気鋼帯、磨棒
鋼、鉄線、冷間圧造用炭素鋼線、硬鋼線、溶接棒心線、簡
易鋼矢板、軽量形鋼

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 冷延広幅帯鋼

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 冷延広幅帯鋼

2623-012 特殊鋼冷間仕上鋼材 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 磨帯鋼、冷延広幅帯鋼、冷延鋼板、磨棒鋼、ＰＣ鋼線、ピ
アノ線、ステンレス鋼線、冷間圧造用炭素鋼線、その他の
特殊鋼線

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 特殊鋼冷間仕上鋼材

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 特殊鋼冷間仕上鋼材

2623-021 めっき鋼材 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ブリキ、ティンフリースチール、亜鉛めっき鋼板（溶融
めっき）、亜鉛めっき鋼板（電気めっき）、その他の金属
めっき鋼板、針金、亜鉛めっき硬鋼線

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A めっき鋼材

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A めっき鋼材

2631-011 鍛鋼 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 普通鋼、特殊鋼

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A その他の合金鋼のその他の棒(鍛造したものに限るものと
し、更に加工したものを除く。)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A その他の合金鋼のその他の棒(鍛造したものに限るものと
し、更に加工したものを除く。)

2631-012 鋳鋼 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 普通鋼、特殊鋼

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2631-021 鋳鉄管 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 鋳鉄管

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鋳鉄製の管及び中空の形材

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鋳鉄製の管及び中空の形材、油又はガスの掘削に使用する
種類のドリルパイプ（鉄鋼製のもの）

2631-031 鋳鉄品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 銑鉄鋳物（球状黒鉛鋳鉄を除く）（産業機械器具用、金属
工作・加工機械用、その他の一般・電気機械用、自動車
用、その他の輸送機械用、その他用）、球状黒鉛鋳鉄（産
業機械器具用、金属工作・加工機械用、その他の一般・電
気機械用、自動車用、その他の輸送機械用、その他用）、
可鍛鋳鉄、精密鋳造品（鋳鉄、合金鋼・炭素鋼）、可鍛鋳
鉄製鉄管継手（フランジ形を含む）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A その他の鋳造製品（鉄鋼製のものに限る。）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A その他の鋳造製品（鉄鋼製のものに限る。）

2631-032 鍛工品（鉄） 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 型鍛造品（産業機械・土木建設機械用、自動車用、その他
用）、自由鍛造品（産業機械・土木建設機械用、輸送機械
用、その他用）、リングロール品（産業機械・土木建設機
械用、自動車用、その他用）、冷間鍛造品（自動車用、そ
の他用）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鍛造又は型打ちをしたその他の鉄鋼製品（更に加工したも
のを除く。）、鉄鋼製鍛造品(加工してあるもの)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鍛造又は型打ちをしたその他の鉄鋼製品（更に加工したも
のを除く。）

2699-011 鉄鋼シャースリット業 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 鉄鋼切断品(厚中板、薄板、ステンレス鋼板)

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2699-099 その他の鉄鋼製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B その他鉄鋼

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粉、その他の鉄鋼製品(その
他のもの)

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粉

2711-011 銅 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 電気銅、粗銅（輸出分）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 陰極銅及びその切断片

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 陰極銅及びその切断片

2711-021 鉛・亜鉛（再生を含む。） 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 電気鉛、鉛再生地金（活字合金を含む）、はんだ、亜鉛、
亜鉛再生地金、亜鉛合金、粗鉛（副産粗鉛を含む）（輸出
分）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉛の塊、亜鉛の塊

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉛の塊、亜鉛の塊

2711-031 アルミニウム（再生を含む。） 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A アルミナ（酸化アルミニウム）、水酸化アルミニウム、精
製アルミニウム地金、アルミニウム再生地金、アルミニウ
ム合金

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A アルミニウムの塊、アルミニウム合金の塊

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A アルミニウムの塊、アルミニウム合金の塊

2711-099 その他の非鉄金属地金 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 金地金、銀地金、金再生地金、金合金、銀再生地金、銀合
金、銅再生地金、銅合金

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 金地金、銀地金、白金地金、パラジウム、ニッケル地金、
すず地金、けい素、希土類金属、放射性元素及び放射性同
位元素並びに放射性元素の化合物

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A けい素、セレン、コロイド状貴金属、銀（加工してないも
の）、金（加工してないもの）、白金、パラジウム、ロジ
ウム、銅・すず合金（青銅）の塊、銅合金の塊、焼結した
酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物、ニッケル
の塊、タンタルの塊及び粉、チタンの塊、ガリウム、ハフ
ニウム、インジウム、ニオブ及びレニウム並びにこれらの
塊、くず及び粉

2712-011 非鉄金属屑 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 銅くず、銅合金くず、アルミニウム・同合金くず

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 銀のくず、白金のくず、銅・同合金のくず、アルミニウ
ム・同合金のくず、スラグ、その他の灰及び残留物

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 灰及び残留物、白金のくず、貴金属又は貴金属を張った金
属のくず、銅のくず、ニッケルのくず、アルミニウムのく
ず、タングステンのくず、コバルトのくず、チタンのくず

2721-011 電線・ケーブル 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 銅裸線（ユーザー向け）、巻線、機器用電線、輸送機器用
電線、その他の絶縁電線、アルミニウム線、電力ケーブ
ル、通信ケーブル

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 銅の線、銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに
類する製品、アルミニウムの線、アルミニウム製のより
線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品、電気絶
縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバー
ケーブル（個々に被覆したファイバーから成るものに限
る）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 点火用配線セットその他の配線セット、電気導体、巻線

2721-021 光ファイバケーブル 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 光ファイバケーブル（通信用ケーブル）、光ファイバ心線
（ユーザー向け）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 光ファイバー、光ファイバーケーブル

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 光ファイバー、光ファイバーケーブル

2729-011 伸銅品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 銅製品（板、条、管、棒・線）、黄銅製品（板、条、管、
棒、線）、青銅伸銅品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 精製銅のはく、板、シート及びストリップ、棒及び形材、
精製銅製の管、銅・亜鉛合金の板・シート・ストリップ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 精製銅のはく、板、シート及びストリップ、棒及び形材、
精製銅製の管、銅・亜鉛合金の板・シート・ストリップ

2729-021 アルミ圧延製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 板、円板、条、管、棒・線、形材、はく

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A アルミニウム合金の棒及び形材、アルミニウムの板、シー
ト及びストリップ、アルミニウムのはく

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A アルミニウム合金の棒及び形材、板、シート及びストリッ
プ、アルミニウム合金製の管、アルミニウムの板、シート
及びストリップ、アルミニウムのはく
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2729-031 非鉄金属素形材 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 銅・銅合金鋳物（産業機械器具用、軸受メタル用、バル
ブ・コック用（管継手用を含む）、輸送機械用、その他
用）、アルミニウム鋳物（一般機械用、自動車用、その他
の輸送機械用、その他用）、ダイカスト（一般機械用（ア
ルミニウム）、電気機械用（アルミニウム）、自動車用
（アルミニウム）、二輪自動車用（アルミニウム）、その
他用（アルミニウム）、自動車用（亜鉛）、その他用（亜
鉛））、精密鋳造品（アルミニウム合金、その他の非鉄合
金）、非鉄金属鍛造品（自動車用アルミニウム系（熱
間）、自動車用アルミニウム系（冷間）、その他用アルミ
ニウム系（熱間）、その他用アルミニウム系（冷間））

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 船舶のプロペラ及びその羽根

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 船舶のプロペラ及びその羽根

2729-041 核燃料 経済産業省 国内生産品 D 核燃料（当該部門の主要投入品目）

輸 入 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

2729-099 その他の非鉄金属製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 貴金属展伸材

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 貴金属・ニッケル（合金）の粉、板、シート、ストリッ
プ、はく、線、ロジウムの粉、マンガン・チタン・タング
ステン・タンタル・モリブデン及びその製品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 銀の粉、銀の合金、金の一次製品、ニッケルの粉及びフ
レーク、ニッケル（合金を含む）の板、シート、ストリッ
プ及びはく、ニッケル合金の管、モリブデン及びその製
品、タンタル及びその製品、チタン及びその製品、クロム
及びその製品

2811-011 建設用金属製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 鉄骨、軽量鉄骨、橋りょう、鉄塔、水門

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 足場用、枠組み用又は支柱用の物品、構造物及びその部分
品（鉄鋼製のもの）

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 足場用、枠組み用又は支柱用の物品、構造物及びその部分
品（鉄鋼製のもの）

2812-011 建築用金属製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B アルミニウムサッシ、アルミニウムドア、スチールドア、
シャッター、建築用板金製品、建具用取付具

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A アルミニウム製の戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷
居、構造物びその部分品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A アルミニウム製の戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷
居、構造物びその部分品

2891-011 ガス・石油機器・暖房・調理装置 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ガスこんろ、ガスふろ釜（バーナー付の一体のものを含
む）、ガス湯沸器、ガス炊飯器、石油温風暖房機（強制給
排気・排気式）、温水ボイラ、ガス温風暖房機（暖房方式
が強制対流のもの）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 瞬間ガス湯沸器、鉄鋼製の調理用加熱器具及び皿温め器、
ストーブ・炉・火鉢その他これらに類する物品、セントラ
ルヒーティング用のラジエーター

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 瞬間ガス湯沸器、瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器、鉄鋼製の
調理用加熱器具及び皿温め器、鉄鋼製のストーブ・炉・火
鉢その他これらに類する物品、セントラルヒーティング用
のラジエーター及びボイラー、動力駆動式の送風機を有す
るエアヒーター及び温風分配器並びにこれらの部分品（鉄
鋼製のもの）

2899-011 ボルト・ナット・リベット・スプリン
グ

経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A ボルト、ナット、リベット、木ねじ、小ねじ、押しねじ、
かさね板ばね、つるまきばね、線ばね、うす板ばね

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄鋼製のねじ、ボルト及びナット、銅製のねじ、ボルト及
びナット

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄鋼製のねじ、ボルト及びナット、銅製のねじ、ボルト及
びナット、卑金属製のリベット

2899-021 金属製容器・製缶板金製品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A １８リットル缶、食缶（缶詰用缶）、板金製タンク、高圧
容器（ボンベ）、ドラム缶

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A タンク・たる・ドラム・缶・箱その他これらに類する容器
（鉄鋼製、アルミニウム製のもの）、コンテナ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A タンク・たる・ドラム・缶・箱その他これらに類する容器
（鉄鋼製、アルミニウム製のもの）、コンテナ

2899-031 配管工事附属品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 金属製管継手、配管工事用附属品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄鋼製の管用継手、銅合金製の管用継手

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄鋼製の管用継手、銅合金製の管用継手

2899-032 粉末や金製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 粉末や金製品

2899-033 刃物・道具類 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 機械刃物、作業工具

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 手道具及び手工具、安全かみそり、安全かみそりの刃

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 手道具及び手工具、機械用又は器具用のナイフ及び刃、安
全かみそり、安全かみそりの刃

2899-091 金属プレス製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B アルミニウム製飲料用缶、金属製台所・生活用品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品、衛
生用品及びその部分品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品、衛
生用品及びその部分品、卑金属製の王冠

2899-092 金属線製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B くぎ、金網、ワイヤロープ・ＰＣ鋼より線、溶接棒

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄鋼製のより線、鉄鋼の線から製造した製品、ワイヤクロ
ス、ワイヤグリル

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄鋼製のより線、鉄鋼の線から製造した製品、くぎ、ワイ
ヤクロス、ワイヤグリル

2899-099 他に分類されない金属製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 架線金物、金庫、金属製パッキン・ガスケット、金属製
ネームプレート、フレキシブルチューブ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 建築物に適する取付具その他これに類する物品（卑金属製
のもの）、自動車に使用する種類の錠（卑金属製のも
の）、卑金属製のちようつがい

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 建築物に適する取付具その他これに類する物品（卑金属製
のもの）、自動車に使用する種類の錠（卑金属製のも
の）、卑金属製のちようつがい、食卓用品、台所用品その
他の家庭用品及びその部分品（アルミニウム製のもの）、
その他のアルミニウム製品

2911-011 ボイラ 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ボイラ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 蒸気発生ボイラー、水管ボイラー、過熱水ボイラー、蒸気
発生ボイラーの部分品、補助機器、蒸気原動機用復水器、
補助機器及び蒸気原動機用復水器の部分品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 蒸気発生ボイラー、水管ボイラー、過熱水ボイラー、蒸気
発生ボイラー及び過熱水ボイラーの部分品、補助機器、蒸
気原動機用復水器、補助機器及び蒸気原動機用復水器の部
分品
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

2911-021 タービン 経済産業省 国内生産品 ・国内生産額表（総務省）
・機械統計年報（経済産業省）

A 蒸気タービン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 蒸気タービン、液体タービン及び水車並びにこれらの調速
機、その他のガスタービン及び部分品、反動エンジン
（ターボジェットを除く。）、ピストン式の圧縮点火内燃
機関用排気タービン過給機

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 蒸気タービン、ガスタービン

2911-031 原動機 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 汎用ガソリン機関、汎用ディーゼル機関

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 原動機、原動機の部分品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 汎用ガソリン機関、汎用ディーゼル機関

2912-011 ポンプ・圧縮機 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B うず巻ポンプ、耐しょく性ポンプ、圧縮機、送風機、油圧
モータ、油圧シリンダ、油圧バルブ、空気圧シリンダ、空
気圧バルブ

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B ポンプ

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B ポンプ、圧縮機、油圧ポンプ、油圧・空気圧バルブ

2913-011 運搬機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B エレベータ、クレーン、巻上機、コンベヤ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A エレベーター・ウインチ及びキャプスタン、持上げ用・荷
扱い用・積込み用又は荷卸し用の機械、昇降機・スキップ
ホイスト又はエスカレーター及びその部分品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プーリータックル及びホイスト、天井クレーン、トランス
ポータークレーン、ガントリークレーン、橋型クレーン及
び移動式リフティングフレーム、昇降機、ローラーコンベ
ヤ、その他の連続作動式の昇降機及びコンベヤ、その他の
持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械、部分
品（昇降機・スキップホイスト又はエスカレーター用、コ
ンベヤ用、クレーン用）

2914-011 冷凍機・温湿調整装置 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 冷凍機、業務用エアコン、冷凍・冷蔵用ショーケース

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 冷凍機

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 冷凍機、業務用エアコン

2919-011 ベアリング 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 玉軸受、ころ軸受

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 軸受

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 平軸受、玉軸受、ころ軸受

2919-099 その他のはん用機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 駐車装置、変速機、歯車、ローラチェーン、工業窯炉、消
火器、バルブ、パイプ加工品、ピストンリング

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 伝動軸及びクランク、歯車及び歯車伝動機、部分品、コッ
ク・弁その他これらに類する物品及び部分品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 変速機、歯車、ローラチェーン

3011-011 農業用機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 農業用トラクタ・耕うん機、田植機、動力噴霧機、コンバ
イン、農業用乾燥機

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 農業用トラクター、農業用、園芸用又は林業用のその他の
機械及びその部分品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 農業用トラクタ

3012-011 建設・鉱山機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 掘さく機、建設用クレーン、コンクリート機械

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ロードローラー、ショベルローダー、無限軌道式トラク
ター、クレーンを装備したトラック、デリック及びその他
のクレーン、破砕機及び粉砕機、部分品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 掘さく機、建設用クレーン、建設用トラクタ

3013-011 繊維機械 経済産業省 国内生産品 ・国内生産額表（総務省）
・機械統計年報（経済産業省）

A 化学繊維機械、紡績機械、織機、編組機械、準備機械（糸
巻機・その他の準備機械）、染色仕上機械、家庭用ミシ
ン、一本針直線本縫（織物縫用・ニット縫用に限る）、ヘ
リ縫（織物縫用・ニット縫用に限る）、その他の工業用ミ
シン、その他の繊維機械

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ミシン及び部分品、フェルト又は不織布の製造用・仕上げ
用機械、紡織用繊維の織物類用機械

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 精紡機、糸巻機及びかせ機、織機、丸編機、平型編機、ミ
シン、ミシンの部分品

3016-011 金属工作機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 旋盤、研削盤、マシニングセンタ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ワイヤカット放電加工機、横旋盤、研削盤、マシニングセ
ンター、部分品及び附属品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 旋盤、研削盤、マシニングセンタ

3016-021 金属加工機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B プレス機械、ワイヤフォーミングマシン、ガス溶接・溶断
機、金属圧延用ロール

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 金属の処理用の機械、圧延機用ロール、油圧プレス、部分
品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B プレス機械

3016-031 機械工具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ダイヤモンド工具、超硬工具、空気動工具、電動工具、特
殊鋼切削工具

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 機械工具

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 機械工具、電動工具

3017-011 半導体製造装置 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ製造装置

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3019-011 金型 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 金型・同部品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 成形用の型

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 成形用の型

3019-021 真空装置・真空機器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 真空ポンプ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 真空ポンプ

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 真空ポンプ

3019-031 ロボット 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 産業用ロボット

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 産業用ロボット

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 産業用ロボット

3019-051 化学機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ろ過機、分離機、熱交換器、集じん機

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 熱交換装置、ろ過機及び清浄機、部分品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 熱交換装置、ろ過機及び清浄機、部分品
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

3019-091 木材加工機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B その他の特殊産業用機械

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 二以上の加工機能を有する機械、ひき割り機、薄切り機及
び削り機（木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチッ
クその他これらに類する硬質物の加工用のもの）、木材・
コルク・骨・硬質ゴム・硬質プラスチック等硬質物の加工
機械、部分品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 二以上の加工機能を有する機械、ひき割り機、薄切り機及
び削り機（木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチッ
クその他これらに類する硬質物の加工用のもの）、木材・
コルク・骨・硬質ゴム・硬質プラスチック等硬質物の加工
機械、部分品

3019-092 パルプ装置・製紙機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 一般産業用機械

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 乾燥機、紙又は板紙の製造機械・仕上げ用機械、繊維素繊
維を原料とするパルプの製造機械、部分品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 乾燥機、紙又は板紙の製造機械・仕上げ用機械、繊維素繊
維を原料とするパルプの製造機械、部分品

3019-093 印刷・製本・紙工機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 印刷・製版機械、製本機械

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 製本用機械（製本ミシンを含む。）、その他の製紙用パル
プ、紙又は板紙の加工機械（切断機を含む。）、印刷用コ
ンポーネントの調製用又は製造用の機器（加工機械を除
く。）、印刷用コンポーネント並びに印刷用の調製品、印
刷機並びに部分品及び附属品(印刷用コンポーネントによ
り印刷に使用するもの)

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 印刷関連機械

3019-094 鋳造装置 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 鋳造装置

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 凝結機及び成形機並びに鋳物用砂型の造型機、金属鋳造用
鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 凝結機及び成形機並びに鋳物用砂型の造型機、鋳造機、金
属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン

3019-095 プラスチック加工機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B プラスチック加工機械

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 射出成形機、押出成形機、ゴム又はプラスチックの加工機
械、部分品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B プラスチック加工機械

3019-096 食品機械・同装置 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 穀物処理機械、製パン・製菓機械、肉製品・水産製品製造
機械

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 温度変化による方法により材料を処理する機器、ホットド
リンク製造用又は食品の調理用若しくは加熱用の機器

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3019-099 他に分類されない生産用機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 包装・荷造機械

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 混合用、捏和用、破砕用、粉砕用、ふるい分け用、均質化
用、乳化用又はかくはん用の機械、電球、電子管、せん光
電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びその部分品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 包装・荷造機械

3111-011 複写機 経済産業省 国内生産品 ・国内生産額表（総務省）
・機械統計年報（経済産業省）

A デジタル式複写機、フルカラー複写機

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A その他のプリンター、複写機及びファクシミリ、感光式複
写機及び感熱式複写機

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3111-099 その他の事務用機械 経済産業省 国内生産品 ・国内生産額表（総務省）
・機械統計年報（経済産業省）

A 金銭登録機システム式（端末機としての機能を有するも
の）、謄写機（謄写版を除く）・事務用印刷機（Ｂ３版未
満のオフセット印刷機）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 金銭登録機、その他の事務用機器、事務用機器の部分品及
び附属品、タイプライターリボン

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3112-011 自動販売機 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 自動販売機

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 自動販売機、自動販売機の部分品

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3112-012 娯楽用機器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 娯楽機器

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブ
ルゲーム用又は室内遊戯用の物品（遊戯用カード、チェス
その他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属
品、ビリヤード用の物品及び附属品及びボーリングボール
を除く。）、回転木馬、スイング、射的場その他の興行用
設備及び巡回サーカス、巡回動物園又は巡回劇場の設備

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3112-019 その他のサービス用機器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 自動車整備・サービス機器

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 清浄用又は乾燥用の機械、業務用皿洗機、ジャッキ及びホ
イスト、業務用洗濯機・乾燥機

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3113-011 計測機器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 工業用長さ計、積算体積計、はかり、圧力計、流量計、精
密測定器、光分析装置、材料試験機、測量機器、公害計測
器、理化学機器

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 分析機器

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 精密測定器、分析機器

3114-011 医療用機械器具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 医療用機器、病院用器具、歯科用機器、医療用品、歯科材
料

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 医療用機器、医療用品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 医療用機器

3115-011 光学機械・レンズ 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B カメラ用レンズ・交換レンズ、顕微鏡、光学レンズ

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B カメラ用レンズ・交換レンズ

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B カメラ用レンズ・交換レンズ、顕微鏡・双眼鏡、光学レン
ズ3116-011 武器 経済産業省 国内生産品 D 武器（当該部門の主要投入品目）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 軍用の武器、けん銃、その他の火器及びこれに類する発射
火薬により作動するもの、けん銃の部分品及び附属品、軍
用の武器の部分品及び附属品、爆弾、手りゅう弾、魚雷、
機雷、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部
分品

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3211-011 半導体素子 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 発光ダイオード、光電変換素子(除発光ダイオード)、ダイ
オード、整流素子、トランジスタ、サーミスタ

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 半導体素子

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

3211-021 集積回路 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B モス型ロジック集積回路、モス型メモリ集積回路、線形回
路、混成集積回路、撮像素子

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B モス型ロジック集積回路、モス型メモリ集積回路、混成集
積回路

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B モス型メモリ集積回路、モス型集積回路（除モス型メモリ
集積回路）、線形回路・混成集積回路

3211-031 液晶パネル 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ディスプレイデバイス

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B ディスプレイデバイス

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B ディスプレイデバイス

3211-041 フラットパネル・電子管 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A Ｘ線管、その他の電子管

輸 入 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3299-099 その他の電子部品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 電子機器用抵抗器、電子機器用コンデンサ、電子機器用変
成器、水晶振動子、音響部品、超小形電動機、電子機器用
コネクタ、電子機器用スイッチ、半導体メモリメディア、
記録用テープ・ディスク、プリント配線板、スイッチング
電源、高周波組立部品、コントロールユニット、シリコン
ウエハ

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 電子機器用コンデンサ、電子機器用変成器、水晶振動子、
変換部品、接続部品、記録用テープ・ディスク、組立品、
シリコンウエハ

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 電子機器用抵抗器、電子機器用コンデンサ、電子機器用変
成器、水晶振動子、電子機器用コネクタ、電子機器用ス
イッチ、半導体メモリメディア、記録用テープ・ディス
ク、プリント配線板、組立品、シリコンウエハ

3311-011 発電機器 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A タービン発電機（交流）、エンジン発電機（交流）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 直流発電機、発電機

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 直流発電機、発電機

3311-012 電動機 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 電動機

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 直流電動機、交流電動機

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3311-021 変圧器・変成器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 変圧器

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A トランスフォーマー、部分品

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3311-031 開閉制御装置・配電盤 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 配電盤、分電盤、監視制御装置、継電器、開閉器、プログ
ラマブルコントローラ、遮断器

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 継電器、マイクロスイッチ、その他のスイッチ、自動遮断
機、電気制御用又は配電用の盤・パネル・コンソール・
机・キャビネットその他の物品

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3311-041 配線器具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 配線器具

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 配線器具、ワイヤーハーネス

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 配線器具

3311-051 内燃機関電装品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 充電発電機、始動電動機、イグニッションコイル、点火プ
ラグ

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ディストリビューター及びイグニションコイル、スター
ター及び始動充電発電機、点火プラグ

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 充電発電機、始動電動機、点火プラグ

3311-099 その他の産業用電気機器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 電力変換装置、コンデンサ、電気溶接機、産業用電熱装置

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A シリコン整流機器、スタティックコンバータ、放電管用安
定器、部分品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 電気溶接機

3321-011 民生用エアコンディショナ 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ルームエアコン

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B ルームエアコン

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3321-021 民生用電気機器（エアコンを除く。） 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 電気がま、電気冷蔵庫、クッキングヒーター、換気扇、電
気温水器・給湯機、電気洗濯機、電気掃除機、理容用電気
器具、電気温水洗浄便座

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 電子レンジ、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気掃除機、理容
用電気器具

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 民生用電気機器

3331-011 電子応用装置 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B Ｘ線装置、医療用電子応用装置、超音波応用装置、電子顕
微鏡

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B Ｘ線装置

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B Ｘ線装置、医療用電子応用装置、プロジェクタ

3332-011 電気計測器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 電気計器、電気測定器、半導体・ＩＣ測定器、工業計器、
医療用計測器

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 電気計測機器、工業計器、医療用計測器

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3399-011 電球類 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 自動車用電球、蛍光ランプ、ＨＩＤランプ

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 電球

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 電球

3399-021 電気照明器具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 白熱灯器具、蛍光灯器具

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 電気照明器具

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 電気照明器具

3399-031 電池 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 電池（鉛蓄電池、アルカリ蓄電池、リチウムイオン蓄電
池、乾電池）

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 蓄電池

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B アルカリ蓄電池、リチウムイオン蓄電池、乾電池

3399-099 その他の電気機械器具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B その他の電気機器（太陽電池、永久磁石）

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B その他の電気機器

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3411-011 有線電気通信機器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 交換機、ボタン電話装置・インターホン、搬送装置

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生す
るための機械

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3411-021 携帯電話機 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 携帯電話機

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 携帯電話機

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

3411-031 無線電気通信機器（携帯電話機を除
く。）

経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 固定局通信装置、無線応用装置、カーナビゲーションシス
テム

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 固定・移動通信装置、無線応用装置・カーナビゲーション
システム

3411-041 ラジオ・テレビ受信機 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B テレビ

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B テレビ

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3411-099 その他の電気通信機器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 交通信号保安装置、火災報知設備

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 盗難警報器・火災警報器その他これらに類する機器、表示
盤、電気式の音響信号用又は可視信号用の機器及び部分品

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3412-011 ビデオ機器・デジタルカメラ 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ビデオ機器(録画・再生装置、ビデオカメラ、デジタルカ
メラ)

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B ビデオカメラ・デジタルカメラ

3412-021 電気音響機器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B オーディオ、カーオーディオ

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B オーディオ、カーオーディオ

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3421-011 パーソナルコンピュータ 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B パーソナルコンピュータ（デスクトップ型、ノートブック
型）

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3421-021 電子計算機本体（パソコンを除く。） 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B サーバ

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3421-031 電子計算機附属装置 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 電子計算機附属装置(磁気ディスク装置、光ディスク装
置、印刷装置、表示装置、端末装置)

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 磁気ディスク装置、光ディスク装置、印刷装置、表示装置

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 外部記憶装置、印刷装置

3511-011 乗用車 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 乗用車(軽乗用車、小型乗用車（除ハイブリッド車）、普
通乗用車（除ハイブリッド車）、ハイブリッド車)

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 小型乗用車、普通乗用車

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 小型乗用車、普通乗用車

3521-011 トラック・バス・その他の自動車 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B バス、軽トラック、小型トラック、普通トラック

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ダンプカー、クレーン車、貨物自動車、特殊用途自動車、
車体、トレーラー及びセミトレーラー、その他の車両

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B バス、小型トラック、普通トラック

3522-011 二輪自動車 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 二輪自動車

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 二輪自動車

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3531-011 自動車用内燃機関 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 自動車用ガソリンエンジン、自動車用ディーゼルエンジ
ン、二輪自動車用エンジン

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ピストン式火花点火内燃機関（自動車用のもの）、ピスト
ン式圧縮点火内燃機関（自動車用のもの）、ピストン式火
花点火内燃機関及びピストン式圧縮点火内燃機関に専ら又
は主として使用する部分品（自動車用のもの）、自動車用
排気タービン過給機、内燃機関の潤滑油又は燃料油のろ過
機（自動車用のもの）、内燃機関の吸気用のろ過機、液体
又は気体のろ過機及び清浄機の部分品（自動車用のも
の）、ラジエーター

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ピストン式火花点火内燃機関、ピストン式圧縮点火内燃機
関（車両用のもの）、ピストン式火花点火内燃機関及びピ
ストン式圧縮点火内燃機関に専ら又は主として使用する部
分品、内燃機関の潤滑油又は燃料油のろ過機、内燃機関の
吸気用のろ過機、逆止弁（車両用のもの）、ラジエーター

3531-021 自動車部品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 駆動・伝導・操縦装置部品、懸架・制動装置部品、シャ
シー・車体構成部品、カーエアコン・同部品

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A バックミラー（車両用のもの）、エアコンディショナー及
び部分品（自動車に使用する種類のもの）、その他の車体
の部分品及び附属品、ブレーキ及びサーボブレーキ並びに
これらの部分品、ギヤボックス及びその部分品、車輪並び
にその部分品及び附属品、懸架装置及びその部分品、ク
ラッチ及びその部分品、ハンドル、ステアリングコラム及
びステアリングボックス並びにこれらの部分品、安全エア
バッグ及びその部分品、その他の部分品及び附属品（自動
車用のもの）

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3541-011 鋼船 国土交通省 国内生産品 造船造機統計調査（国土交通省） A 貨物船、客船、自動車航送船、油送船、漁船、貨物船（輸
出）、油送船（輸出）、その他の船舶（輸出）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 客船・遊覧船その他これらに類する船舶、貨物船及び貨客船

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3541-021 その他の船舶 国土交通省 国内生産品 ・造船造機統計調査 （国土交通省）
・工業統計調査（経済産業省）

A 木造船（20総トン以上）、木製・金属製舟艇（20総トン未
満）、プラスチック製舟艇

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A セールボート、モーターボート、ヨット・その他の娯楽用
又はスポーツ用船舶、櫓櫂船及びカヌー、その他の船舶

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3541-031 舶用内燃機関 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 舶用ディーゼル機関

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ピストン式圧縮点火内燃機関（船舶推進用のもの）

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 舶用ディーゼル機関、船外機

3541-101 船舶修理 国土交通省 国内生産品 ・企業物価指数 (日本銀行)
・企業向けサービス価格指数（日本銀
行）
・毎月勤労統計調査（厚生労働省）

D 綱・網、塗料、普通鋼鋼材、建築用金属製品、ボルト・
ナット・リベット及びスプリング、その他の金属製品、運
搬機械、内燃機関電装品、舶用内燃機関、事業用電力、卸
売、金融、雇用者所得

輸 入 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

3591-011 鉄道車両 国土交通省 国内生産品 鉄道車両等生産動態統計調査 （国土
交通省）

A 電気機関車、ディーゼル機関車、電車、ディーゼル車、貨
物車

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄道用又は軌道用の客車、貨車、保守用又は作業用の車
両、ボギー台車、ピッセル台車、車軸、車輪、エアブレー
キ、連結器、緩衝器及びこれらの部品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 鉄道用機関車、客車、貨車、保守用又は作業用の車両、ボ
ギー台車、ピッセル台車、車軸、車輪、エアブレーキ、連
結器、緩衝器及びこれらの部品

3591-101 鉄道車両修理 国土交通省 国内生産品 ・企業物価指数 （日本銀行）
・企業向けサービス価格指数（日本銀
行）
・毎月勤労統計調査（厚生労働省）

D 塗料、普通綱鋼材、建築用金属製品、ボルト・ナット・リ
ベット及びスプリング、その他の金属製品、鉄道車両、事
業用電力、卸売、金融、雇用者所得

3592-011 航空機 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 飛行機（ターボジェット機、ターボプロップ機）、ヘリコ
プタ、その他の航空機、ターボジェット発動機、ターボ
シャフト発動機

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 航空機用原動機・同部品、航空機部品

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 航空機用原動機部品、航空機部品

3592-101 航空機修理 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 機械修理（除電気機械器具）

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3599-011 自転車 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 自転車、自転車部品

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 自転車

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 自転車部品

3599-091 産業用運搬車両 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B フォークリフトトラック

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B フォークリフトトラック、フォークリフトトラック部品

3599-099 他に分類されない輸送機械 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B その他輸送用機器

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3911-011 がん具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B がん具

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B がん具

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B がん具

3911-021 運動用品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 球技用具、ゴルフ用具、釣具

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A ゴルフ用具、身体トレーニング用具、体操用具及び競技用
具、運動又は戸外遊戯に使用する物品、魚釣用具

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A ゴルフ用具、身体トレーニング用具、体操用具及び競技用
具、運動又は戸外遊戯に使用する物品、魚釣用具

3919-011 身辺細貨品 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 縫針、ミシン針

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A 宝飾品、貴金属製の身辺用細貨類、貴金属を張った卑金属
製の身辺用細貨類、卑金属製の身辺用模造細貨類、プラス
チック製の小像その他の装飾品

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A 工業用以外のダイヤモンド、貴金属製の身辺用細貨類及び
その部分品、貴金属を張った卑金属製の身辺用細貨類及び
その部分品、鉄鋼製のピン、ミシン針、ファスナー及びそ
の部分品、ボタン

3919-021 時計 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 時計

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 時計

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 時計

3919-031 楽器 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 楽器

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 楽器

輸 出 品 企業物価指数（日本銀行） B 楽器

3919-041 筆記具・文具 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 文具

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製の事務用品及び学用品、フェルトペンその
他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、ボールペ
ン

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A プラスチック製の事務用品及び学用品、フェルトペンその
他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、ボールペ
ン

3919-051 畳・わら加工品 農林水産省 国内生産品 ・企業物価指数（日本銀行）
・農業物価統計（農林水産省）

B 畳・畳床、い（い表）

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A むしろ・こも及びアンペラ、ばっかんさなだ、いぐさ又は
七島い製のシート状のもの

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3919-061 情報記録物 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B ゲーム用ソフトウェア

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

3919-099 その他の製造工業製品 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 歯ブラシ、看板・標識機、電光表示器、パレット、モデ
ル・模型品、眼鏡枠、眼鏡レンズ、線香・香、人体安全保
護具・救命具、ルームユニット

輸 入 品 日本貿易統計（財務省） A コンタクトレンズ、眼鏡用レンズ、眼鏡枠、サングラス、
傘、シートベルト、教育用、展示用その他の実物説明用の
みに適する機器及び模型、歯ブラシ、掃除用具、魔法瓶そ
の他の真空容器

輸 出 品 日本貿易統計（財務省） A コンタクトレンズ、眼鏡用レンズ、眼鏡枠、サングラス、
傘、シートベルト、教育用、展示用その他の実物説明用の
みに適する機器及び模型、歯ブラシ、掃除用具、魔法瓶そ
の他の真空容器

4111-011 住宅建築（木造） 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 木造住宅

4111-021 住宅建築（非木造） 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 非木造住宅

4112-011 非住宅建築（木造） 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 木造非住宅

4112-021 非住宅建築（非木造） 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 非木造非住宅（鉄骨鉄筋SRC、鉄筋RC、鉄骨S、コンクリー
トブロックその他CB）

4121-011 建設補修 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 建築総合、土木総合

4131-011 道路関係公共事業 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 道路Ⅰ、街路改良、街路舗装、街路橋梁、有料道路、区画
整理

4131-021 河川・下水道・その他の公共事業 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 治水総合、海岸、下水道、環境衛生、公園、港湾・漁港、
空港、災害復旧

4131-031 農林関係公共事業 農林水産省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 農林関係公共事業デフレーター

4191-011 鉄道軌道建設 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 鉄道軌道

4191-021 電力施設建設 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 電力

4191-031 電気通信施設建設 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 電気通信

4191-099 その他の土木建設 国土交通省 国内生産品 建設工事費デフレーター（国土交通省） B 上・工業用水道、土地造成、その他土木
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

4611-001 事業用電力 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 事業用火力発電、事業用発電（火力発電を除く）

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 低圧電力

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

4611-031 自家発電 経済産業省 国内生産品 D 自家発電（当該部門の主要投入品目）

4621-011 都市ガス 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 一般ガス事業（販売用、加熱用、自家消費用）、簡易ガス
事業、ガス導管事業及び大口ガス事業

輸 入 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

4622-011 熱供給業 経済産業省 国内生産品 国内生産額表（総務省） A 住宅用、業務用及びその他

4711-011 上水道・簡易水道 厚生労働省 国内生産品 ・水道統計（日本水道協会）
・簡易水道事業年鑑（全国簡易水道協
議会）

A ・上水道事業、水道用水供給事業
・簡易水道事業

輸 入 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 A 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

4711-021 工業用水 経済産業省 国内生産品 企業物価指数（日本銀行） B 工業用水

4711-031 下水道★★ 内閣府 国内生産品 SNA推計資料（内閣府） D 下水道における投入品目の国内需要価格を統合

輸 入 品 D 下水道における投入品目の輸入価格を統合

輸 出 品 D 下水道における投入品目の輸出価格を統合

4811-011 廃棄物処理（公営）★★ 環境省 国内生産品 ・地方公務員給与実態調査（総務省）
・企業物価指数 （日本銀行）

D 地方公務員（清掃職員）の平均基本給月額、 終財・消費

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

4811-021 廃棄物処理 環境省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 産業廃棄物処理

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5111-011 卸売 経済産業省 国内生産品 第３次産業活動指数（経済産業省） B 卸売

輸 入 品 企業物価指数（日本銀行） B 全産業の総平均

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5112-011 小売 経済産業省 国内生産品 第３次産業活動指数（経済産業省） B 小売

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5311-011 公的金融（ＦＩＳＩＭ） 金融庁 国内生産品 第３次産業活動指数（経済産業省） C 日本銀行、政府系金融機関、郵便貯金

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5311-012 民間金融（ＦＩＳＩＭ） 金融庁 国内生産品 第３次産業活動指数（経済産業省） C 民間金融機関

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5311-013 公的金融（手数料） 金融庁 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 銀行手数料

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5311-014 民間金融（手数料） 金融庁 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 銀行手数料

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5312-011 生命保険 金融庁 国内生産品 第３次産業活動指数（経済産業省） C 生命保険業

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5312-021 損害保険 金融庁 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 損害保険料

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5511-011 不動産仲介・管理業 国土交通省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 不動産

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5511-021 不動産賃貸業 国土交通省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 不動産

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5521-011 住宅賃貸料 国土交通省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 持家の帰属家賃を除く家賃

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5531-011 住宅賃貸料（帰属家賃） 国土交通省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 持家の帰属家賃

5711-011 鉄道旅客輸送 国土交通省 国内生産品 鉄道輸送統計年報（国土交通省） C JR定期外、JR定期、民鉄定期外、民鉄定期

輸 入 品 鉄道統計年報（国土交通省） B 除JR旅客

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5712-011 鉄道貨物輸送 国土交通省 国内生産品 鉄道統計年報（国土交通省） C JR貨物、民鉄貨物

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5721-011 バス 国土交通省 国内生産品 自動車輸送統計年報（国土交通省） C 営業用バス（乗合、貸切）

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5721-021 ハイヤー・タクシー 国土交通省 国内生産品 自動車輸送統計年報（国土交通省） C 営業用乗用車（ハイヤー・タクシー）

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5722-011 道路貨物輸送（自家輸送を除く。） 国土交通省 国内生産品 自動車輸送統計年報（国土交通省） C 営業用貨物自動車

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5741-011 外洋輸送 国土交通省 国内生産品 ・海事レポート（国土交通省）
・海運統計要覧（日本船主協会）
・交通関係統計資料集（国土交通省）

C （邦船・外国用船）輸出・輸入・三国間貨物輸送、用船料
（外国からの受取）、（邦船）旅客輸送

輸 入 品 海事レポート（国土交通省） C （外国用船）輸出・輸入・三国間貨物輸送

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5742-011 沿海・内水面旅客輸送 国土交通省 国内生産品 海事レポート（国土交通省） C 旅客航路輸送

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5742-012 沿海・内水面貨物輸送 国土交通省 国内生産品 ・内航船舶輸送統計調査（国土交通
省）
・海事レポート（国土交通省）

C 鋼船、木船、プッシャーバージ、自動車航送船

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5743-011 港湾運送 国土交通省 国内生産品 港運統計資料（国土交通省） C 船内荷役、沿岸荷役、はしけ運送、いかだ運送

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

5751-011 国際航空輸送 国土交通省 国内生産品 航空輸送統計調査（国土交通省） C 国際旅客、国際貨物一般、国際貨物郵便物

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5751-012 国内航空旅客輸送 国土交通省 国内生産品 航空輸送統計調査（国土交通省） C 国内定期旅客

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5751-013 国内航空貨物輸送 国土交通省 国内生産品 航空輸送統計調査（国土交通省） C 国内定期貨物一般、国内定期貨物郵便物

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5751-014 航空機使用事業 国土交通省 国内生産品 航空輸送統計調査（国土交通省） C 航空機使用事業

5761-011 貨物利用運送 国土交通省 国内生産品 数字でみる物流(日本物流団体連合会) C 鉄道利用運送、外航海運利用運送、国内利用航空運送、国
際航空利用運送

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5771-011 倉庫 国土交通省 国内生産品 倉庫統計季報（国土交通省） C 普通倉庫、冷蔵倉庫、水面倉庫

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5781-011 こん包 国土交通省 国内生産品 ・企業物価指数 （日本銀行）
・第３次産業活動指数（経済産業省）
・賃金構造基本統計調査(厚生労働省)

D 製材、合板・集成材、紙製容器、冷延・めっき鋼材、その
他の金属製品、卸売、道路貨物輸送、雇用者所得

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5789-011 道路輸送施設提供 国土交通省 国内生産品 ・道路統計年報（国土交通省）
・数字でみる自動車（（一社）日本自
動車会議所）
・自動車駐車場年報（国土交通省）

C 高速自動車国道、一般有料道路、都市内有料道路、地方公
共団体有料道路、一般自動車道、駐車場、自動車ターミナ
ル

輸 入 品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 有料道路

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5789-021 水運施設管理（国公営）★★ 国土交通省 国内生産品 港湾統計年報（国土交通省） C 港湾管理

輸 入 品 港湾統計年報（国土交通省） C 港湾管理（外航商船、自動車航送船）

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5789-031 水運施設管理 国土交通省 国内生産品 港湾統計年報（国土交通省） C 地方公営企業（港湾事業）、港湾運営会社等

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5789-041 水運附帯サービス 国土交通省 国内生産品 ・消費者物価指数（総務省）
・賃金構造基本統計調査(厚生労働省)
・企業向けサービス価格指数（日本銀
行）
・企業物価指数（日本銀行）

D 機械器具賃貸、上水道・簡易水道、不動産賃貸、家計外消
費支出、雇用者所得

輸 入 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5789-051 航空施設管理（公営）★★ 国土交通省 国内生産品 ・消費者物価指数（総務省）
・企業物価指数（日本銀行）
・企業向けサービス価格指数（日本銀
行）
・国家公務員給与等実態調査（人事
院）

D 事業用電力、不動産賃貸、固定電気通信、建物サービス、
家計外消費支出、雇用者所得

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5789-061 航空施設管理 国土交通省 国内生産品 ・消費者物価指数（総務省）
・企業物価指数（日本銀行）
・企業向けサービス価格指数（日本銀
行）
・賃金構造基本統計調査(厚生労働省)

D 事業用電力、不動産賃貸、卸売、金融、建物サービス、家
計外消費支出、雇用者所得

輸 入 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5789-071 航空附帯サービス 国土交通省 国内生産品 ・消費者物価指数（総務省）
・企業物価指数（日本銀行）
・企業向けサービス価格指数（日本銀
行）
・賃金構造基本統計調査(厚生労働省)

D 事業用電力、不動産賃貸、卸売、金融、建物サービス、家
計外消費支出、雇用者所得

輸 入 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5789-099 旅行・その他の運輸附帯サービス 国土交通省 国内生産品 ・第３次産業活動指数（経済産業省）
・企業向けサービス価格指数（日本銀
行）
・消費者物価指数（総務省）
・賃金構造基本統計調査(厚生労働省)

D 金融、不動産賃貸、固定電気通信、情報サービス、広告、
家計外消費支出、雇用者所得

輸 入 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5791-011 郵便・信書便 総務省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 郵便

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5911-011 固定電気通信 総務省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 固定電気通信

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5911-021 移動電気通信 総務省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 移動電気通信

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5921-011 公共放送 総務省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 放送受信料（ＮＨＫ）

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5921-021 民間放送 総務省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B テレビ広告

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5921-031 有線放送 総務省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B 有線放送

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

・毎月勤労統計調査（厚生労働省）
・企業向けサービス価格指数（日本銀
行）
・企業物価指数（日本銀行）

国内生産品 ・通信の現金給与総額指数
・固定電気通信、移動電気通信、労働者派遣サービス、総
平均
・ 終消費財

D総務省電気通信に附帯するサービス5911-031
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

5931-011 ソフトウェア業 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀行） B ソフトウェア開発

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5931-012 情報処理・提供サービス 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 情報処理・提供サービス

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5941-011 インターネット附随サービス 総務省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B インターネット附随サービス

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5951-011 総務省 国内生産品 第３次産業活動指数（経済産業省） C 映像情報制作・配給業、音声情報制作業

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5951-021 新聞 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 新聞

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

5951-031 出版 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 出版

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6111-011 公務（中央）★★ 内閣府 国内生産品 SNA推計資料（内閣府） D 公務

6112-011 公務（地方）★★ 内閣府 国内生産品 SNA推計資料（内閣府） D 公務

6311-011 学校教育（国公立）★★ 文部科学省 国内生産品 ・学校基本調査（文部科学省）
・地方教育費調査（文部科学省）
・企業物価指数（日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

6311-021 学校教育（私立）★ 文部科学省 国内生産品 ・賃金構造基本統計調査(厚生労働省)
・企業物価指数（日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

6311-031 学校給食（国公立）★★ 文部科学省 国内生産品 ・地方公務員給与実態調査（総務省）
・企業物価指数 （日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6311-041 学校給食（私立）★ 文部科学省 国内生産品 ・地方公務員給与実態調査（総務省）
・企業物価指数（日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

6312-011 社会教育（国公立）★★ 文部科学省 国内生産品 ・地方公務員給与実態調査（総務省）
・企業物価指数（日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6312-021 社会教育（非営利）★ 文部科学省 国内生産品 ・賃金構造基本統計調査(厚生労働省)
・企業物価指数 (日本銀行)

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6312-031 その他の教育訓練機関（国公立）★★ 文部科学省 国内生産品 ・国家公務員給与等実態調査(人事院)
・企業物価指数（日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

6312-041 その他の教育訓練機関 文部科学省 国内生産品 ・賃金構造基本統計調査(厚生労働省)
・企業物価指数（日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

輸 入 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6321-011 自然科学研究機関（国公立）★★ 文部科学省 国内生産品 ・科学技術研究調査（総務省統計局）
・学校基本調査（文部科学省）
・地方教育費調査（文部科学省）
・企業物価指数（日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6321-021 人文・社会科学研究機関（国公立）★
★

文部科学省 国内生産品 ・科学技術研究調査（総務省統計局）
・学校基本調査（文部科学省）
・地方教育費調査（文部科学省）
・企業物価指数 （日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

6321-031 自然科学研究機関（非営利）★ 文部科学省 国内生産品 ・科学技術研究調査（総務省統計局）
・学校基本調査（文部科学省）
・日本私立学校振興・共済事業団業務
資料（日本私立学校振興・共済事業
団）
・企業物価指数（日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6321-041 人文・社会科学研究機関（非営利）★ 文部科学省 国内生産品 ・科学技術研究調査（総務省統計局）
・学校基本調査（文部科学省）
・日本私立学校振興・共済事業団業務
資料（日本私立学校振興・共済事業
団）
・企業物価指数（日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

6321-051 自然科学研究機関 文部科学省 国内生産品 ・科学技術研究調査（総務省統計局）
・企業物価指数（日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

輸 入 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6321-061 人文・社会科学研究機関 文部科学省 国内生産品 ・科学技術研究調査（総務省統計局）
・企業物価指数 （日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

輸 入 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6322-011 企業内研究開発 文部科学省 国内生産品 ・科学技術研究調査（総務省統計局）
・企業物価指数 （日本銀行）

D 雇用者所得、物件費（ 終消費財）

輸 入 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 D 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

映像・音声・文字情報制作（新聞・出
版を除く。）
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

6411-011 医療（入院診療） 厚生労働省 国内生産品 業務資料（厚生労働省） B 診療報酬の改定率指数

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6411-021 医療（入院外診療） 厚生労働省 国内生産品 業務資料（厚生労働省） B 診療報酬の改定率指数

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6411-031 医療（歯科診療） 厚生労働省 国内生産品 業務資料（厚生労働省） B 診療報酬の改定率指数

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6411-041 医療（調剤） 厚生労働省 国内生産品 業務資料（厚生労働省） B 診療報酬の改定率指数

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6411-051 医療（その他の医療サービス） 厚生労働省 国内生産品 業務資料（厚生労働省） B 診療報酬の改定率指数

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6421-011 保健衛生（国公立）★★ 厚生労働省 国内生産品 D

6421-021 保健衛生 厚生労働省 国内生産品 D

6431-011 社会保険事業★★ 厚生労働省 国内生産品 D

6431-021 社会福祉（国公立）★★ 厚生労働省 国内生産品 D

6431-031 社会福祉（非営利）★ 厚生労働省 国内生産品 D

6431-041 社会福祉 厚生労働省 国内生産品 D

6441-011 介護（施設サービス） 厚生労働省 国内生産品 業務資料（厚生労働省） B 介護報酬単位の改定率（施設）指数

6441-021 介護（施設サービスを除く。） 厚生労働省 国内生産品 業務資料（厚生労働省） B 介護報酬単位の改定率（在宅）指数

6599-011 会員制企業団体 内閣府 国内生産品 SNA推計資料（内閣府） D 会員制企業団体における投入品目の国内需要価格を統合

輸 入 品 D 会員制企業団体における投入品目の輸入価格を統合

輸 出 品 D 会員制企業団体における投入品目の輸出価格を統合

6599-021 対家計民間非営利団体（別掲を除
く。）★

内閣府 国内生産品 国民経済計算年報（内閣府） D 対家計民間非営利団体（別掲を除く）における投入品目の
国内需要価格を統合

輸 入 品 D 対家計民間非営利団体（別掲を除く）における投入品目の
輸入価格を統合

輸 出 品 D 対家計民間非営利団体（別掲を除く）における投入品目の
輸出価格を統合

6611-011 産業用機械器具（建設機械器具を除
く。）賃貸業

経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 産業機械リース、工作機械リース、医療用機器リース、商
業・サービス業用機械設備リース、通信機器リース、輸送
用機器リース、通信・サービス業用・事務用機器レンタル

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6611-012 建設機械器具賃貸業 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 土木・建設機械リース、建設機械レンタル、仮設資材レン
タル

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6611-013 電子計算機・同関連機器賃貸業 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 電子計算機・同関連機器リース、電子計算機レンタル

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6611-014 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 事務用機器リース

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6611-015 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B レンタル

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6612-011 貸自動車業 国土交通省 国内生産品 ・自動車リース統計（（一社）日本自
動車リース協会連合会）
・数字でみる自動車（（一社）日本自
動車会議所）

C リース、レンタル

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6621-011 テレビ・ラジオ広告 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B テレビ広告、ラジオ広告

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6621-012 新聞・雑誌・その他の広告 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 新聞広告、雑誌広告、ダイレクトメール広告、折込広告、
交通広告、屋外広告、インターネット広告

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6631-101 自動車整備 国土交通省 国内生産品 自動車整備白書（（一社）日本自動車
整備振興会連合会）

C 専業工場、兼業工場、ディラー工場、自家工場

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

・毎月勤労統計調査（厚生労働省）
・企業物価指数（日本銀行）

・行政職及び医療系職種の平均給与額
・行政職及び医療系職種の平均給与額
・ 終消費財〔内生投入額＋雇用者所得以外の粗付加価値
額をウェイトとする〕

・医療・福祉業の現金給与総額指数
・ 終消費財〔内生投入額＋雇用者所得以外の粗付加価値
額をウェイトとする〕
・行政職の平均給与額
・行政職の平均給与額
・ 終消費財〔内生投入額＋雇用者所得以外の粗付加価値
額をウェイトとする〕

・行政職、医療系職種及び福祉職の平均給与額
・行政職、医療系職種及び福祉職の平均給与額
・ 終消費財〔内生投入額＋雇用者所得以外の粗付加価値
額をウェイトとする〕

・医療・福祉業の現金給与総額指数
・ 終消費財〔内生投入額＋雇用者所得以外の粗付加価値
額をウェイトとする〕

・国家公務員給与等実態調査(人事院)
・地方公務員給与実態調査（総務省）
・企業物価指数（日本銀行）

・毎月勤労統計調査（厚生労働省）
・企業物価指数（日本銀行）

・国家公務員給与等実態調査(人事院)
・地方公務員給与実態調査（総務省）
・企業物価指数（日本銀行）

・国家公務員給与等実態調査(人事院)
・地方公務員給与実態調査（総務省）
・企業物価指数（日本銀行）

・毎月勤労統計調査（厚生労働省）
・企業物価指数（日本銀行）

・医療・福祉業の現金給与総額指数
・ 終消費財〔内生投入額＋雇用者所得以外の粗付加価値
額をウェイトとする〕

事務用機械器具（電算機等を除く。）
賃貸業

スポーツ・娯楽用品・その他の物品賃
貸業
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(注) 作成方法・・・A:単価法(A法)、B:物価指数法(B法)、C:数量指数法(C法)、D:投入コスト法(D法)

行コード 行部門名 担当府省庁

平成17－23－27年接続産業連関表行部門
国内生産
品・輸出
入品別

使用した資料名
作成
方法

対象品目名・〔備考〕

6632-101 機械修理 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 機械修理

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6699-011 法務・財務・会計サービス 財務省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 法務会計サービス

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6699-021 土木建築サービス 国土交通省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 土木建築サービス

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6699-031 労働者派遣サービス 厚生労働省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 労働者派遣サービス

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6699-041 建物サービス 厚生労働省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 建物サービス

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6699-099 その他の対事業所サービス 経済産業省 国内生産品 企業向けサービス価格指数（日本銀
行）

B 社会保険労務士サービス、不動産鑑定評価、行政書士サー
ビス、土地家屋調査士サービス、測量、地質調査、プラン
トエンジニアリング、警備、テレマーケティング

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6711-011 宿泊業 厚生労働省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 宿泊料

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6721-011 飲食サービス 農林水産省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 一般外食

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6731-011 洗濯業 厚生労働省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 洗濯代A

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6731-021 理容業 厚生労働省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 理髪料

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6731-031 美容業 厚生労働省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B カット代

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6731-041 浴場業 厚生労働省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 入浴料

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6731-099 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 厚生労働省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 入浴料、理美容サービス

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6741-011 映画館 厚生労働省 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 映画観覧料

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6741-021 興行場（映画館を除く。）・興行団 内閣府 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 入場・観覧・ゲーム代

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6741-031 競輪・競馬等の競走場・競技団 内閣府 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 入場・観覧・ゲーム代

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6741-041 スポーツ施設提供業・公園・遊園地 内閣府 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 入場・観覧・ゲーム代、ゴルフプレー料金、ゴルフ練習料
金、ボウリングゲーム代、フィットネスクラブ使用料、
プール使用料、テーマパーク入場料

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6741-051 遊戯場 内閣府 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 入場・観覧・ゲーム代

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6741-099 その他の娯楽 内閣府 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 入場・観覧・ゲーム代、カラオケルーム使用料、持家の帰
属家賃を除くサービス指数

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6799-011 写真業 内閣府 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 写真プリント代

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6799-021 冠婚葬祭業 厚生労働省 国内生産品 第３次産業活動指数（経済産業省） C 冠婚葬祭業

輸 入 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 C 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6799-031 個人教授業 内閣府 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 補習教育、月謝類、講習料（書道）、講習料（音楽）、講
習料（水泳）、講習料（英会話）

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6799-041 各種修理業（別掲を除く。） 内閣府 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B ふすま張替費、履物修理代

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6799-099 その他の対個人サービス 内閣府 国内生産品 消費者物価指数（総務省） B 植木職手間代、被服関連サービス、写真プリント代、持家
の帰属家賃を除くサービス指数

輸 入 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

輸 出 品 B 〔国内生産品インフレータと同じものを適用〕

6811-000 事務用品 経済産業省 国内生産品 D 〔当該部門投入額合計の実質値と名目値の比率を用い
た。〕

6911-000 分類不明 総務省 国内生産品 D 〔国内生産額の内生部門計の実質値と名目値の比率を用い
た。〕

輸 入 品 D 〔輸入計の実質値と名目値の比率を用いた。〕

輸 出 品 D 〔輸出計の実質値と名目値の比率を用いた。〕
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